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平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。私ども熊本第一信用金庫をより深くご理解いただくために、業

務内容、業績等を取りまとめたディスクロージャー誌を作成いたしました。ご高覧いただくと共にこれからも当金庫を

より一層ご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

我が国の経済は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う行動制限が緩和され、人の動きが活発化するにつれ、全体と

して持ち直しの動きがみられています。海外においてはロシアによるウクライナ侵攻などを契機として、原材料価格が

国際的に上昇する中、欧米各国・地域の中央銀行が急激なインフレを抑制するため金融引締めの動きを強めており、世

界経済の動向が日本の金融経済に与える影響が懸念される状況になってきています。このような中、日本銀行は昨年

12月に、長期金利の変動許容幅を0.25％程度から0.50％程度に広げて金融緩和の姿勢を修正しており、今後の金

融政策のスタンスの変化について注意深く見ていく必要があります。また我が国の人口減少や少子高齢化による個人

消費の低迷、中小企業の人手不足や経営者の高齢化等の構造的な問題が深刻化しており、加えて地政学的リスクの高

まりについてもクローズアップされてきています。

そのような中、熊本においては、菊陽町で台湾の半導体受託製造企業ＴＳＭＣの熊本工場の建設がすすめられ、周辺

でも半導体関連企業の進出や、新たな工業団地の整備が計画されるなど、全国から注目される状況となっています。ま

た３月には阿蘇くまもと空港の新たな旅客ターミナルビルが開業、国内外への空の玄関口が整備されたことで、熊本の

経済の活性化のけん引役としての期待が寄せられています。

業績について概略を申し上げますと、会員数は期末において22,915名（前期比87名減）、出資金は3,646百万円

（前期比717千円増）となりました。

預金積金は、熊本城復興支援定期預金「天守閣」等を推進した結果、期末残高は310,995百万円（前期比2,819百

万円、0.91％増）、期中平残は312,603百万円（前期比1,712百万円、0.55％増）と増加しました。貸出金は、取引先企

業の資金支援に取組み、加えて地域の空き地対策のための資金や賃貸不動産融資、住宅ローンにも注力した結果、期

末残高は169,534百万円（前期比1,327百万円、0.78％増）、期中平残は168,942百万円（前期比4,667百万円、

2.84％増）となりました。

期中の損益は、収益面では貸出金利息は引続き金融機関の競合激化や長引く低金利等の影響などから減少となりま

したが、有価証券運用を強化したことで経常収益は4,521百万円（前期比63百万円、1.43％増）となりました。また費

用面では、人件費が物価上昇による一時手当金等の支給などにより増加し、物件費は預金保険料の料率引き下げ等に

より減少しております。この結果、コア業務純益は841百万円（前期比40百万円増）を計上、当期純利益は333百万円

（前期比25百万円増）となりました。

当金庫は新型コロナウイルス感染症により影響を受けられたお客様の経営支援や金融の円滑化に対応してまいりま

した。今後も様々な外部機関・外部専門家との連携を強化し、新たなコンサルティング業務を展開し、経営課題を解決

する付加価値の高いサービスをお届けいたします。また地域の活性化のために、昨年11月からは、熊本市内中心部の

飲食店を応援するプロジェクト「くまもと街なかグルメガイド」の第２弾を実施しました。今後も様々な形でお客様に寄

り添い、きめ細かな対応に努めてまいります。また、熊本城復興支援定期預金「天守閣」により熊本城復興のお手伝い

を続けており、他にも出会いの場を提供するための「めぐり逢いパーティー」を開催、この夏にはお金について勉強す

る「Kidsしんきん教室」について開催すべく準備をしております。このような活動を通じて、持続可能な地域社会の実

現に向け、皆様と共に歩んでまいります。

今年度も引き続き、中小企業の経営支援等に務め、地域貢献に全力を傾注し、金融仲介機能を発揮して地域経済を

支える為、役職員一同業績の向上に邁進する所存でございますので、本年もなお一層のご指導、ご鞭撻を賜りますよう

お願い申し上げます。

令和5年7月

ごあいさつ

会  長

森本　孝
理事長

鴻池　卓児
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基 本 方 針
金融機関の公共性にかんがみ

本店

1. 中小企業の健全な発展と大衆生活の向上に貢献する。

2. 地域社会の繁栄につき信用と共栄を旨とし奉仕する。

3. 金庫の経営は健全且つ積極的に進め以って業務の
　 進展に総力を結集する。
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※1　理事　菊田 廣文は、信用金庫業界の「総代会の機能向上策等に関する業界

申し合わせ」に基づく職員外理事です。

※2　監事　古田 邦昭は、信用金庫法第32条第5項に定める員外監事です。

住 所店番 店 名 電 話 番 号

本 店 営 業 部

菊 池 支 店

水 前 寺 支 店

熊本駅前支店

帯 山 支 店

山 鹿 支 店

来 民 支 店

植 木 支 店

南 熊 本 支 店

健 軍 支 店

清 水 支 店

武蔵ヶ丘支店

小 峯 支 店

上 通 支 店

田 崎 支 店

新 町 支 店

松 橋 支 店

刈 草 支 店

御 船 支 店

尾 ノ上 支 店

玉 名 支 店

益 城 支 店

八 代 支 店

大 津 支 店

店舗のご案内　

096-355-6110

0968-25-3131

096-364-8147

096-353-0521

096-383-2218

0968-44-4125

0968-46-2026

096-272-2211

096-369-3211

096-378-5111

096-345-6111

096-338-9111

096-369-6111

096-356-6000

096-326-2161

096-326-2555

0964-33-5151

096-358-1140

096-367-1555

096-282-3833

0968-73-5233

096-293-6200

096-286-6511

0965-31-6211

熊本市中央区花畑町10‐29

菊池市隈府494‐16

熊本市中央区国府1丁目12‐4

熊本市西区春日1丁目14-1

熊本市中央区帯山4丁目１‐21

山鹿市山鹿1616‐7

山鹿市鹿本町来民694‐6

熊本市北区植木町植木616

熊本市東区若葉1丁目2‐5

熊本市中央区八王寺町30-18

熊本市北区高平3丁目41‐4

熊本市北区武蔵ヶ丘5丁目23‐4

熊本市東区小峯1丁目4‐3

熊本市中央区南坪井町5‐5

熊本市西区春日7丁目25‐10

熊本市中央区新町1丁目10‐22

宇城市松橋町松橋1022‐2

熊本市南区南高江１丁目13-57

熊本市中央区帯山4丁目１‐21（帯山支店内）

上益城郡御船町御船953‐6

玉名市亀甲字東140‐6

菊池郡大津町大津1212-24

上益城郡益城町木山361‐1

八代市本町2丁目1‐32 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

11

12

13

14

15

16

17

19

20

21

24

25

26

27

28

役　員　

組織図　　

設 　 立

本 　 店

会 　 員

役 職 員

店 　 舗

営業地域

会　　長
理 事 長
常務理事 
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鴻池　卓児
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石田　誠也
原田亨一郎
　 　 　

村中　研一

昭和25年8月

熊本市中央区花畑町10番29号

22,915名

230名

24店

熊本市、菊池市、山鹿市、玉名市、八代市、宇土市、荒尾市、
人吉市、水俣市、宇城市、阿蘇市、合志市、菊池郡、上益城郡、
下益城郡、八代郡、玉名郡、阿蘇郡、葦北郡、球磨郡

（令和5年3月末現在）
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菊田　廣文

岡田　直樹
古田　邦昭

(※1)

(※2)

（令和5年6月末現在）

（令和5年6月末現在）

（令和5年6月末現在）
・業務改善委員会
・融資審査委員会
・賞罰委員会
・ALM委員会
・金利決定委員会
・資金運用委員会　

・危機対策委員会　
・自己査定委員会
・事故対策委員会
・セキュリティ委員会
・コンプライアンス委員会
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当金庫の概要

基 本 方 針
金融機関の公共性にかんがみ

本店

1. 中小企業の健全な発展と大衆生活の向上に貢献する。

2. 地域社会の繁栄につき信用と共栄を旨とし奉仕する。

3. 金庫の経営は健全且つ積極的に進め以って業務の
　 進展に総力を結集する。
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■総代が選任されるまでの手続き

■総代会制度について
　信用金庫は、会員同士の「相互信頼」と「相互扶助」の精神を基本理念
に、会員1人ひとりの意見を大切にする協同組織金融機関です。したがっ
て、会員は出資口数に関係なく１人１票の議決権を持ち、総会を通じて当
金庫の経営に参加することになります。しかし、当金庫は会員数が大変
多く、総会の開催は事実上不可能です。そこで、当金庫では会員の総意
を適正に反映し、充実した審議を確保するため、総会に代えて総代会制
度を採用しております。
　この総代会は、決算、取扱業務の決定、理事・監事の選任等の重要事
項を決議する最高意思決定機関です。したがって、総代会は総会と同様
に会員１人ひとりの意見が当金庫の経営に反映されるよう、会員の中か
ら適正な手続きにより選任された総代により運営されます。
　また、当金庫では総代会に限定することなく、日常の営業活動を通じ
て、総代や会員の皆様とのコミュニケーションを大切にし、さまざまな経
営改善に取組んでおります。

□第73期通常総代会の議事内容
　令和5年6月15日に開催された第73期通常総代会では、次の報告な
らびに決議事項が付議され、決議事項についてはそれぞれ原案のとお
り承認されました。
報告事項  　第73期業務報告、貸借対照表および損益計算書の
　　　　　 内容報告の件

決議事項
第1号議案　剰余金処分案承認の件
第2号議案　任期満了に伴う理事、監事改選の件
第3号議案　退任理事に対する退職慰労金贈呈の件
第4号議案　定款の一部変更の件
第5号議案　総代候補者選考委員選任の件

■総代について
（1）総代の任期は3年で、総代の定数は90人以上120人以内です。
（2）総代の選任区域は、当金庫の地区を下記のとおり2区に分けており

ます。
第１区　県北
第２区　県南

（3）選任区域ごとの総代定数は、選任区域の会員数に応じて定めており
ます。

■総代の選任方法について
　総代は、会員の代表として、会員の総意を当金庫の経営に反映する重
要な役割を担っております。
　そこで総代の選任方法については、信用金庫法、定款、並びに総代選
考基準に基づき、下記のような手続きを経て選任しております。
※総代選考基準
①総代候補者は、当金庫の会員でなければならない。
②総代として相応しい方。
　　・人格、識見に優れ、当金庫の発展に寄与していただける方
　　・地域における信望が厚く、当金庫に対し協力的な方
　　・当金庫の経営理念・方針を理解し、取引が良好な方

①
総代候補者選考委員の

選任

②
総代候補者の選考

③
総代の選任

地区を２区の選任区域に分け、各選任区域ごとに総代の定数を定める

いずれかを選択

異議申出期間（公告後２週間以内）
（全24店舗の掲示場）

（全24店舗の掲示場）

（②の手続きを経る）

（選任区域ごとの会員数に応じて）

（全24店舗の掲示場）

（当該選任区域の会員数に対して）
（当該選任区域の会員数に対して）

総代会の決議により、選任区域ごとに会員のうちから選考委員を委嘱
（各選任区域ごと5人以上）

選考委員の氏名を店頭に掲示

選任区域ごとに選考委員が総代候補者を選考

右記掲示について熊本日日新聞に公告

理事長は総代に委嘱 他の候補者を選考 欠員（選考を行わない）

総代の氏名を店頭に１週間掲示

異議の申出がない場合または
異議の申出が1/3未満の場合

総代候補者が選任区域
の総代定数の1/2以上

総代候補者が選任区域
の総代定数の1/2未満

異議の申出が1/3以上ある場合

理事長に報告

総代候補者の氏名を店頭に１週間掲示
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令和5年6月末現在　　総代総数95名

1　区 （58名） 2　区 （37名）

氏 名
就任
回数 氏 名

就任
回数 氏 名

就任
回数 氏 名

就任
回数 氏 名

就任
回数

(敬称略）

職業別 年代別 業種別

個人
6%

個人事業主
13％

法人役員
81%

60歳代
32％

50歳代
22％

40歳代
2％

医療・福祉業
5% 卸小売業

26%

建設業
14%

製造業8%不動産業14%

学術研究
その他

サービス
21%

その他12%
70歳以上

44％

（日本標準産業分類による）

KUM A MOTO DA I-ICHI SHINK INB A NK

総代の氏名等（五十音順）

荒木　律子

石橋　妙子

和泉　伸郎

伊東山徹代

稲継　智康

岩男留美子

梅守　裕司

大西　伸夫

尾 﨑 　 正

梶尾　次郎

叶井　誠司

金澤　義満

叶　　憲司

片桐　英夫

狩場　隆宏

菊田　廣文

北野淳一郎

際田　俊一

工藤　正也

窪寺　洋一

古閑　豊巳

坂本　慶久

猿渡　孝敏

重村　慎二

白木　宏典

竹邉　貫一

田尻  恭久

田中　之博

3

2

3

8

2

7

2

6

2

7

6

3

6

3

6

6

8

7

8

2

2

6

10

7

3

7

2

9

6

2

8

2

7

3

5

7

5

8

10

2

14

6

2

6

14

8

2

1

11

3

7

7

3

4

8

6

8

2

4

2

6

2

7

2

2

3

2

3

12

8

5

5

12

10

3

8

3

3

7

6

13

6

6

1

7

12

8

8

3

4

10

3

5

1

6

寺田　俊二

戸 田 　 強

富田　正志

中尾　潤一

永田  純次

永田　佳子

中村　圭司

西　　展宏

野中　克浩

原田　賢治

原野　利一

藤田　傳次

堀　　隆章

前川　浩志

前原　里子

正木　誠一

松岡　泰輔

松岡　義博

松尾　具親

松村　英樹

丸本洋四郎

三 原 　 悟

宮﨑　喜一

宮﨑　隆一

宮原　國臣

村上　義幸

毛利　浩一

最上太一郎

有田滿里子

泉 　 清

井上雄一朗

今田　周作

上田　功一

上原　康嗣

浦田　末光

大石　恭生

大森　敏雄

小山　英文

亀井　明徳

清田　兼示

倉岡　伸行

古﨑　正敏

小杉　康之

小屋松徹彦

志岐　和雄

下間　　良

鋤馬把祥二

副島　　隆

田中　芳和

千原　一朗

寺尾　　瀏

徳永　隆正

中島　憲行

中島　義和

中山　明英

原田　実生

原田　之治

藤田　秀人

正清　宗昭

松崎　幸子

松村　俊宏

三 浦 　 勲

村田　和廣

米満　泰二

和久田数臣

山内　　卓

山部　英則

■総代が選任されるまでの手続き

■総代会制度について
　信用金庫は、会員同士の「相互信頼」と「相互扶助」の精神を基本理念
に、会員1人ひとりの意見を大切にする協同組織金融機関です。したがっ
て、会員は出資口数に関係なく１人１票の議決権を持ち、総会を通じて当
金庫の経営に参加することになります。しかし、当金庫は会員数が大変
多く、総会の開催は事実上不可能です。そこで、当金庫では会員の総意
を適正に反映し、充実した審議を確保するため、総会に代えて総代会制
度を採用しております。
　この総代会は、決算、取扱業務の決定、理事・監事の選任等の重要事
項を決議する最高意思決定機関です。したがって、総代会は総会と同様
に会員１人ひとりの意見が当金庫の経営に反映されるよう、会員の中か
ら適正な手続きにより選任された総代により運営されます。
　また、当金庫では総代会に限定することなく、日常の営業活動を通じ
て、総代や会員の皆様とのコミュニケーションを大切にし、さまざまな経
営改善に取組んでおります。

□第73期通常総代会の議事内容
　令和5年6月15日に開催された第73期通常総代会では、次の報告な
らびに決議事項が付議され、決議事項についてはそれぞれ原案のとお
り承認されました。
報告事項  　第73期業務報告、貸借対照表および損益計算書の
　　　　　 内容報告の件

決議事項
第1号議案　剰余金処分案承認の件
第2号議案　任期満了に伴う理事、監事改選の件
第3号議案　退任理事に対する退職慰労金贈呈の件
第4号議案　定款の一部変更の件
第5号議案　総代候補者選考委員選任の件

■総代について
（1）総代の任期は3年で、総代の定数は90人以上120人以内です。
（2）総代の選任区域は、当金庫の地区を下記のとおり2区に分けており

ます。
第１区　県北
第２区　県南

（3）選任区域ごとの総代定数は、選任区域の会員数に応じて定めており
ます。

■総代の選任方法について
　総代は、会員の代表として、会員の総意を当金庫の経営に反映する重
要な役割を担っております。
　そこで総代の選任方法については、信用金庫法、定款、並びに総代選
考基準に基づき、下記のような手続きを経て選任しております。
※総代選考基準
①総代候補者は、当金庫の会員でなければならない。
②総代として相応しい方。
　　・人格、識見に優れ、当金庫の発展に寄与していただける方
　　・地域における信望が厚く、当金庫に対し協力的な方
　　・当金庫の経営理念・方針を理解し、取引が良好な方

①
総代候補者選考委員の

選任

②
総代候補者の選考

③
総代の選任

地区を２区の選任区域に分け、各選任区域ごとに総代の定数を定める

いずれかを選択

異議申出期間（公告後２週間以内）
（全24店舗の掲示場）

（全24店舗の掲示場）

（②の手続きを経る）

（選任区域ごとの会員数に応じて）

（全24店舗の掲示場）

（当該選任区域の会員数に対して）
（当該選任区域の会員数に対して）

総代会の決議により、選任区域ごとに会員のうちから選考委員を委嘱
（各選任区域ごと5人以上）

選考委員の氏名を店頭に掲示

選任区域ごとに選考委員が総代候補者を選考

右記掲示について熊本日日新聞に公告

理事長は総代に委嘱 他の候補者を選考 欠員（選考を行わない）

総代の氏名を店頭に１週間掲示

異議の申出がない場合または
異議の申出が1/3未満の場合

総代候補者が選任区域
の総代定数の1/2以上

総代候補者が選任区域
の総代定数の1/2未満

異議の申出が1/3以上ある場合

理事長に報告

総代候補者の氏名を店頭に１週間掲示
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事業のご案内

業務の種類

■預金業務
　皆様の様々な貯蓄目的や、生活設計に合わせた商品やサービスの提
供を行っております。大切な給与や年金を安全で確実にお受け取りでき
ます。さらに年金受給者の皆様には、通常よりも優遇された金利の高い
商品も取り扱っております。

■融資業務
　地域の皆様に安定した資金を提供するため各種の融資制度がござい
ます。また、豊かな家庭生活の設計や個人の目的に応じた各種のローン
も取り揃えております。

■為替業務
　信用金庫間はもとより、国内の銀行等他業態の金融機関ともオンラ
インにより相互に資金移動でき、手形・小切手等の代金取立も取り扱っ
ております。

■付帯業務
　（代理業務）株式会社日本政策金融公庫・独立行政法人住宅金融支援
機構などの公的資金の代理貸付業務を行っております。日本銀行歳入
代理店業務や地方公共団体の公金収納取扱業務等を行っております。
　（信託代理業務）信託とは、お客様（委託者）がお金や土地などの大切
な財産を信頼できる相手（受託者）に託し、自分または他人（受益者）の
ために管理･運用させる制度です。受託者は委託者の定めた目的に従っ
て信託財産を管理･運用し受益者に信託利益を交付します。
　（投資信託の窓口販売業務）投資信託は、高利回り運用が期待できる
金融商品ではありますが、預金とは違い預金保険の対象ではなく元本
の保証はありません。
　（公共債の窓口販売業務）利付国債・個人向け国債・地方公募債の販
売を行っております。

■お客様支援サービス
　コンピュータ技術や通信ネットワークの発展を活用した各種サービス
を充実して、お客様の経理事務の合理化・省力化・資金運用の効率化に
お役に立てるよう積極的に取組んでおります。

１.預金及び定期積金の受入れ 
２.資金の貸付け及び手形の割引 
３.為替取引 
４.上記１～３の業務に付随する次に掲げる業務その他の業務

①債務の保証又は手形の引受け
②有価証券（⑤に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当

するもの及び短期社債等を除く。⑥及び⑧において同じ。）の売買、
（有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。）又は有
価証券関連デリバティブ取引（投資の目的をもってするもの又は
書面取次ぎ行為に限る。）

③有価証券の貸付け
④国債証券、地方債証券若しくは政府保証債券（以下「国債証券等」と

いう。）の引受け（売出しの目的をもってするものを除く。）並びに当
該引受けに係る国債証券等の募集の取扱い及びはね返り玉の買取り

⑤金銭債権の取得又は譲渡及びこれに付随する業務（除く商品投資
受益権証書の取得・譲渡に係る付随業務）

⑥特定目的会社が発行する特定社債（特定短期社債を除き、資産流動
化計画において当該特定社債の発行により得られる金銭をもって金
銭債権（民法（明治29年法律第89号）第３編第１章第７節第１款に
規定する指図証券、同節第２款に規定する記名式所持人払証券、同
節第３款に規定するその他の記名証券及び同節第４款に規定する
無記名証券に係る債権並びに電子記録債権法（平成19年法律第
102号）第２条第１項に規定する電子記録債権を除く。以下⑥におい
て同じ。）又は金銭債権を信託する信託の受益権のみを取得するも
のに限る。以下⑥において同じ。）その他特定社債に準ずる有価証券

（以下「特定社債等」という。）の引受け（売出しの目的をもってするも
のを除く。）又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い

⑦短期社債等の取得又は譲渡
⑧有価証券の私募の取扱い
⑨次に掲げる者の業務の代理

株式会社日本政策金融公庫 独立行政法人住宅金融支援機構

独立行政法人農畜産業振興機構 独立行政法人勤労者退職金共済機構

独立行政法人福祉医療機構 日本銀行

年金積立金管理運用独立行政法人 独立行政法人農林漁業信用基金

独立行政法人中小企業基盤整備機構 西日本建設業保証株式会社

日本酒造組合中央会 一般社団法人しんきん保証基金

公益財団法人不動産流通推進センター 独立行政法人環境再生保全機構

株式会社日本政策投資銀行

⑩次に掲げる者の業務の代理又は媒介
　（内閣総理大臣が定めるものに限る。）
　イ　金庫（信用金庫及び信用金庫連合会）
⑪信託会社又は信託業務を営む金融機関の業務の代理又は媒介
　（内閣総理大臣が定めるものに限る。）
　　信金中央金庫
⑫国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い

⑬有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
⑭振替業
⑮両替
⑯デリバティブ取引（有価証券関連デリバティブ取引に該当するも

のを除く。⑰において同じ。）であって信用金庫法施行規則で定め
るもの（⑤に掲げる業務に該当するものを除く。）

⑰デリバティブ取引（信用金庫法施行規則で定めるものに限る。）の
媒介、取次ぎ又は代理

⑱金融等デリバティブ取引（⑤及び⑯に掲げる業務に該当するもの
を除く。）

⑲金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理（⑰に掲げる業
務に該当するもの及び信用金庫法施行規則に定めるものを除く。）

⑳有価証券関連店頭デリバティブ取引（当該有価証券関連店頭デリ
バティブ取引に係る有価証券が⑤の証書をもって表示される金銭
債権に該当するもの及び短期社債等以外のものである場合に
は、差金の授受によって決済されるものに限る。㉑において同
じ。）（②の業務に該当するものを除く。）
㉑有価証券関連店頭デリバティブ取引の媒介、取次又は代理
㉒地域活性化等業務（信用金庫法施行規則で定めるもの）
㉓金の取扱い

５.国債証券、地方債証券、政府保証債券その他の有価証券について金
融商品取引法により信用金庫が営むことのできる業務（上記４によ
り行う業務を除く。）

６.法律により信用金庫が営むことのできる業務
①保険業法（平成７年法律第１０５号）第２７５条第１項により行う

保険募集
②中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の7の5第1

項により行う共済募集
③金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（昭和18年法律第43

号）第１条第１項に規定する信託業務
④地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託
⑤担保附社債信託法（明治38年法律第52号）により行う担保附社

債信託業務
⑥スポーツ振興投票の実施等に関する法律の定めるところにより、

独立行政法人日本スポーツ振興センターからの委託または独立
行政法人日本スポーツ振興センターの承認を得て行われる受託機
関からの再委託に基づき行うスポーツ振興投票券の販売業務等

⑦確定拠出年金法（平成13年法律第88号）により行う業務
⑧高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成13年法律第26号）の

定めるところにより、高齢者居住支援センターからの委託を受け
て行う債務保証の申込の受付及び保証債務履行時の事務等（債
務の保証の決定及び求償権の管理回収業務を除く。）

⑨電子記録債権法第58条第2項の定めるところにより、電子債権記
録機関の委託を受けて行う電子債権記録業に係る業務
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金融の自由化や国際化、規制緩和の進展により、金融機関の業務は急速に複雑・多様化しており、金融機関が抱えるリスクはますます拡大しております。
このような環境の下、当金庫が地域の金融機関として信頼していただき、地域社会の繁栄に貢献していくためには、今後も業務の健全性を確保し続けて
いくことが重要であると考えております。当金庫はこれらのリスクを個別に管理するだけではなく、一元的に管理・計量化かつコントロールしていくことが
必要であると考え、統合的なリスク管理態勢を整備し、その高度化に努めております。

■信用リスク管理
　信用リスクとは、信用供与先または投資先の財務状況の悪化等によ
り、資産の価値が減少ないし消失し、金融機関が損失を被るリスクです。
　当金庫では、信用リスクは管理すべき最重要のリスクであるとの認識
の上、信用リスクの最適化を図るべく管理に取組んでおります。
　具体的には、小口多数取引の推進、業種別管理、さらには与信集中によ
るリスク抑制のための大口与信先管理など、さまざまな角度から分析を
行っております。
　貸倒引当金は、「自己査定基準」及び「償却及び引当金計上に関する取
扱」に基づき、自己査定における債務者区分ごとに貸倒実績率や債務者
の支払能力等に基づき算定するとともに、その結果については監査法人
の監査を受けるなど、適正な計上に努めております。

■市場リスク管理
　市場リスクとは、金利・為替・株式等の様々な市場リスク・ファクター
の変動により、資産負債の価値が変動し損失を被るリスクや、収益が変
動するリスクをいいます。
　当金庫では、市場部門（フロント）、事務管理部門（バック）およびリス
ク管理部門（ミドル）の分離により、相互牽制体制を築くとともに、リス
クの状況を把握しつつ、これらの変動に機動的に対応できる体制の強
化に努めております。

■流動性リスク管理
　流動性リスクとは、運用と調達のミスマッチや予期せぬ資金の流出等
によって、必要な資金確保が困難になり、通常よりも著しく不利な条件
で資金の調達を余儀なくされる（資金繰りリスク）、あるいは、市場にお
いて通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされる（市場流動
性リスク）こと等により損失を被るリスクのことです。
　当金庫では、手元流動性預金と支払準備率を日次管理し、流動性を重
視した資金運用を行うことにより安定的な流動性準備量の確保に努め
ております。

■マネー・ローンダリング及びテロ資金供与リスク管理
　当金庫では、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策を経営の
重要課題の一つとして位置づけ、関係法令を遵守し、管理態勢の構築・
強化について対応を行っております。
　具体的には、規程等の整備、取引時確認の徹底、システム等による異
常取引の検知、疑わしい取引の届け出等により、マネー・ローンダリング
等の防止に取り組んでおります。

■サイバーセキュリティ・リスク管理
　当金庫では、様々なサイバー攻撃、不正アクセス、コンピュータウィルス
感染等の脅威に対し、当金庫のリスクの規模・特性に応じた適切なサイ
バーセキュリティ・リスク管理に努めております。
　具体的には、ネットワークの物理分離対策やウィルス対策ソフトなどに
よる機器対応、インシデント対応能力の向上、外部機関との情報共有、サ
イバーセキュリティ・リスクに対する職員の教育等に取り組んでおります。

■オペレーショナル・リスク管理
　オペレーショナル・リスクとは、業務運営上、可能な限り回避すべきリ
スクであり、当金庫は、事務リスク、システムリスク、法務リスク、人的リス
ク、有形資産リスク、風評リスクと定義し、各リスクの顕在化の未然防止
および発生時の影響度の極小化に努めております。
－事務リスク－
　役職員が正確な事務を怠る、あるいは事故・不正等を起こすことによ
り金融機関が損失を被るリスクです。
　当金庫は、事務第二部による事務指導や監査部による臨店監査を行
う一方、事務規程の整備と機械化・集中化を行い、リスクの極小化に努
めております。
－システムリスク－
　コンピュータ・システムのダウンまたは誤作動等システムの不備等に
より、あるいはコンピュータが不正に利用されることにより金融機関が
損失を被るリスクのことです。
　当金庫は、一般社団法人しんきん共同センターのオンラインシステム
を利用して日常業務を行っており、システムの安全管理には万全の体制
で対応しております。
－法務リスク－
　金融機関の業務や新商品・新サービスの取扱時において、法令違反や
不適切な契約等により損失が発生するリスクのことです。
　当金庫は法務リスクに関する諸問題に対して、顧問弁護士等と協議
を重ねて慎重に対処しております。
－人的リスク－
　人事運営上の不公平・不公正（報酬・手当・解雇等の問題）・差別的行為
（セクシャルハラスメント等）から生じる損失・損害のことです。
　当金庫は各種人事関連規程を整備し、差別的行為に対しては通報窓
口を設置し、公正な人事運営に努めるとともに、教育・研修や職場指導
等により、適切な管理を行っております。
－有形資産リスク－
　災害その他の事象から生じる、有形資産の毀損・損害を被るリスクの
ことです。
　当金庫は本支店の有形資産を随時点検し営繕するとともに、建設後
長期間経過した建物は計画的に順次改装する等管理しております。
－風評リスク－
　事実と異なる情報や風説等が世間に広がることによって、信用が著し
く低下し、損失を被るリスクのことです。
　当金庫は適切なディスクロージャーの実施により、経営の透明化を確
保し、防止に努めております。
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リスク管理
事業のご案内

業務の種類

■預金業務
　皆様の様々な貯蓄目的や、生活設計に合わせた商品やサービスの提
供を行っております。大切な給与や年金を安全で確実にお受け取りでき
ます。さらに年金受給者の皆様には、通常よりも優遇された金利の高い
商品も取り扱っております。

■融資業務
　地域の皆様に安定した資金を提供するため各種の融資制度がござい
ます。また、豊かな家庭生活の設計や個人の目的に応じた各種のローン
も取り揃えております。

■為替業務
　信用金庫間はもとより、国内の銀行等他業態の金融機関ともオンラ
インにより相互に資金移動でき、手形・小切手等の代金取立も取り扱っ
ております。

■付帯業務
　（代理業務）株式会社日本政策金融公庫・独立行政法人住宅金融支援
機構などの公的資金の代理貸付業務を行っております。日本銀行歳入
代理店業務や地方公共団体の公金収納取扱業務等を行っております。
　（信託代理業務）信託とは、お客様（委託者）がお金や土地などの大切
な財産を信頼できる相手（受託者）に託し、自分または他人（受益者）の
ために管理･運用させる制度です。受託者は委託者の定めた目的に従っ
て信託財産を管理･運用し受益者に信託利益を交付します。
　（投資信託の窓口販売業務）投資信託は、高利回り運用が期待できる
金融商品ではありますが、預金とは違い預金保険の対象ではなく元本
の保証はありません。
　（公共債の窓口販売業務）利付国債・個人向け国債・地方公募債の販
売を行っております。

■お客様支援サービス
　コンピュータ技術や通信ネットワークの発展を活用した各種サービス
を充実して、お客様の経理事務の合理化・省力化・資金運用の効率化に
お役に立てるよう積極的に取組んでおります。

１.預金及び定期積金の受入れ 
２.資金の貸付け及び手形の割引 
３.為替取引 
４.上記１～３の業務に付随する次に掲げる業務その他の業務

①債務の保証又は手形の引受け
②有価証券（⑤に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当

するもの及び短期社債等を除く。⑥及び⑧において同じ。）の売買、
（有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。）又は有
価証券関連デリバティブ取引（投資の目的をもってするもの又は
書面取次ぎ行為に限る。）

③有価証券の貸付け
④国債証券、地方債証券若しくは政府保証債券（以下「国債証券等」と

いう。）の引受け（売出しの目的をもってするものを除く。）並びに当
該引受けに係る国債証券等の募集の取扱い及びはね返り玉の買取り

⑤金銭債権の取得又は譲渡及びこれに付随する業務（除く商品投資
受益権証書の取得・譲渡に係る付随業務）

⑥特定目的会社が発行する特定社債（特定短期社債を除き、資産流動
化計画において当該特定社債の発行により得られる金銭をもって金
銭債権（民法（明治29年法律第89号）第３編第１章第７節第１款に
規定する指図証券、同節第２款に規定する記名式所持人払証券、同
節第３款に規定するその他の記名証券及び同節第４款に規定する
無記名証券に係る債権並びに電子記録債権法（平成19年法律第
102号）第２条第１項に規定する電子記録債権を除く。以下⑥におい
て同じ。）又は金銭債権を信託する信託の受益権のみを取得するも
のに限る。以下⑥において同じ。）その他特定社債に準ずる有価証券

（以下「特定社債等」という。）の引受け（売出しの目的をもってするも
のを除く。）又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い

⑦短期社債等の取得又は譲渡
⑧有価証券の私募の取扱い
⑨次に掲げる者の業務の代理

株式会社日本政策金融公庫 独立行政法人住宅金融支援機構

独立行政法人農畜産業振興機構 独立行政法人勤労者退職金共済機構

独立行政法人福祉医療機構 日本銀行

年金積立金管理運用独立行政法人 独立行政法人農林漁業信用基金

独立行政法人中小企業基盤整備機構 西日本建設業保証株式会社

日本酒造組合中央会 一般社団法人しんきん保証基金

公益財団法人不動産流通推進センター 独立行政法人環境再生保全機構

株式会社日本政策投資銀行

⑩次に掲げる者の業務の代理又は媒介
　（内閣総理大臣が定めるものに限る。）
　イ　金庫（信用金庫及び信用金庫連合会）
⑪信託会社又は信託業務を営む金融機関の業務の代理又は媒介
　（内閣総理大臣が定めるものに限る。）
　　信金中央金庫
⑫国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い

⑬有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
⑭振替業
⑮両替
⑯デリバティブ取引（有価証券関連デリバティブ取引に該当するも

のを除く。⑰において同じ。）であって信用金庫法施行規則で定め
るもの（⑤に掲げる業務に該当するものを除く。）

⑰デリバティブ取引（信用金庫法施行規則で定めるものに限る。）の
媒介、取次ぎ又は代理

⑱金融等デリバティブ取引（⑤及び⑯に掲げる業務に該当するもの
を除く。）

⑲金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理（⑰に掲げる業
務に該当するもの及び信用金庫法施行規則に定めるものを除く。）

⑳有価証券関連店頭デリバティブ取引（当該有価証券関連店頭デリ
バティブ取引に係る有価証券が⑤の証書をもって表示される金銭
債権に該当するもの及び短期社債等以外のものである場合に
は、差金の授受によって決済されるものに限る。㉑において同
じ。）（②の業務に該当するものを除く。）
㉑有価証券関連店頭デリバティブ取引の媒介、取次又は代理
㉒地域活性化等業務（信用金庫法施行規則で定めるもの）
㉓金の取扱い

５.国債証券、地方債証券、政府保証債券その他の有価証券について金
融商品取引法により信用金庫が営むことのできる業務（上記４によ
り行う業務を除く。）

６.法律により信用金庫が営むことのできる業務
①保険業法（平成７年法律第１０５号）第２７５条第１項により行う

保険募集
②中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の7の5第1

項により行う共済募集
③金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（昭和18年法律第43

号）第１条第１項に規定する信託業務
④地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託
⑤担保附社債信託法（明治38年法律第52号）により行う担保附社

債信託業務
⑥スポーツ振興投票の実施等に関する法律の定めるところにより、

独立行政法人日本スポーツ振興センターからの委託または独立
行政法人日本スポーツ振興センターの承認を得て行われる受託機
関からの再委託に基づき行うスポーツ振興投票券の販売業務等

⑦確定拠出年金法（平成13年法律第88号）により行う業務
⑧高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成13年法律第26号）の

定めるところにより、高齢者居住支援センターからの委託を受け
て行う債務保証の申込の受付及び保証債務履行時の事務等（債
務の保証の決定及び求償権の管理回収業務を除く。）

⑨電子記録債権法第58条第2項の定めるところにより、電子債権記
録機関の委託を受けて行う電子債権記録業に係る業務
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熊本第一信用金庫内部管理基本方針
　当金庫は、内部管理態勢の構築が業務の健全性・適切性を確保するために必要不可欠なものであるとの認識のもとに、経営の最重要課題として位置付け、本
方針に従って継続的に内部管理態勢の整備を進め、その実効性確保に努めてまいります。

１．当金庫の理事及び職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを
確保するための体制
(1)法令等遵守の徹底を業務の健全性・適切性を確保するための最重

要課題の一つとして位置付け、法令等遵守に係る基本方針を「コン
プライアンスの基本方針」として定める。また、これに則った業務運
営を実現するため「コンプライアンス・マニュアル」を具体的な手引
書とする。更に法令等遵守態勢の整備のための実践計画として「コ
ンプライアンス・プログラム」を定める。

(2)法令等遵守を確保する体制として、金庫内の法令等遵守に関する事
項を一元的に管理するコンプライアンス統括部門の設置と、各業務
部門及び営業店毎に「コンプライアンス担当部長」「コンプライアン
ス担当者」を配置し、コンプライアンス統括部門との連携を図る。
また、法令等遵守に関する経営上重要な事項の協議又は評価を行
う機関としてコンプライアンス委員会を置く。

(3)公益通報者保護の窓口として、コンプライアンス上疑義のある行為
等を知った場合に、所属部店の上司を介さず、直接コンプライアンス
統括部門の管理者に報告・相談等を行うことができる窓口を置く。

(4)内部監査部門は、法令等遵守状況についての監査を実施し、その結
果を理事会等及び監事に報告するとともに、必要に応じて被監査部
門および統括・管理部門に改善すべき事項の改善を指示し、その実
施状況を検証する。

２．当金庫の理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)理事の職務の執行に係る情報・文書は、「処務規程、第６章『文書保

存』」等に基づき適切に保存・管理する。
(2)理事会、常勤理事会、各委員会等の議事録は、「理事会規程」、「常勤

理事会議規程」及び各「委員会規程」等に基づき作成し、適切に保
存・管理する。

(3)理事及び監事はこれらの文書を常時閲覧することができる。
３．リスクの管理に関する規程その他の体制

(1)適正なリスク管理を実現するため、リスク管理の目的やリスク管理
体制、役割分担等を定めた「リスク管理規程」をリスク管理の基本規
程とする。

(2)リスク管理の体制は、この金庫全体のリスク管理統括部署、リスク
カテゴリー毎の主管部署を定め、リスク管理の実効性確保及び相互
牽制機能の強化を図る。

(3)リスク管理統括部署は、統合的なリスクの状況を定期的に理事会等
に報告する。

(4)内部監査部門は、リスク管理状況についての監査を実施し、その結
果を理事会等及び監事に報告するとともに、必要に応じて被監査部
門および統括・管理部門に改善すべき事項の改善を指示し、その改
善状況を検証する。

４．当金庫の理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための
体制
(1)理事の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制の基礎

として、理事会を原則３ヶ月に１回開催するほか、必要に応じて臨時
に開催するものとし、当金庫の経営方針及び業務戦略に関わる重要
な事項については、予め常勤理事会等において議論を行い、その審
議を経て執行決定を行う。

(2)理事会は全役職員が共有する経営計画及び年度毎の業務運営方針
を決定する。各担当役員は、これらに沿って、具体的な施策及び効率
的な業務遂行体制を決定するものとし、必要に応じて常勤理事会等
において議論を行い理事会に報告するものとする。

(3)理事は、会員及び預金者等の理解を得ることにより、当金庫の事業
を効率的に運用するため、経営情報及び地域貢献活動等の開示を
適時適切に行う。

５．次に掲げる体制その他の当該金庫及びその子法人等から成る集団にお
ける業務の適正を確保するための体制
(1)当金庫の子法人等の取締役等の職務の執行に係る事項の当金庫へ

の報告に関する体制
①当金庫の子法人等が行う業務が法令等遵守、顧客保護等及びリス

ク管理の観点から適切なものとなるよう、子法人等の代表取締役
から定期的に経営の重要事項に関する報告を受けるとともに、当
金庫の関係部署が定期的にモニタリングする等の措置を講じる。
なお、当該報告を受けた代表理事は、その内容を必要に応じて理事
会に報告する。

②当金庫と当金庫の子法人等との取引が、弊害防止措置等の遵守の
観点から、適切なものとなるようコンプライアンス統括部門や内
部監査部門が定期的にモニタリングする等の措置を講じる。

(2)当金庫の子法人等の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①当金庫は、子法人等を含む当金庫全体のリスク管理について「リ

スク管理規程」を準用する。
(3)当金庫の子法人等の取締役等の職務の執行が効率的に行われるこ

とを確保するための体制

①当金庫は、子法人等における業務運営方針や経営計画に基づく事
業の実施状況を定期的に管理、検証し、必要に応じて理事会に報
告するとともに、子法人等からの求めがあるときは、個別の事案
に応じて当金庫の役職員のうち適切な人材を派遣する。

(4)当金庫の子法人等の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び
定款に適合することを確保するための体制
①当金庫が策定した「役職員行動指針」をコンプライアンスの考え

方の基本とし、これを子法人等の役職員に周知する。
②監事および内部監査部門は、当金庫の子法人等の業務について、

法令等に抵触しない範囲で監査を行う。
６．当金庫の監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合に
おける当該職員に関する事項
(1)監事は、監査業務の実効性を確保するため、その職務を補助する職員

の配置を求めることができる。
(2)監事がその職務を補助すべき職員の配置を求めた場合は、理事会等

において協議のうえ、当該業務等を十分検証できる能力を有する者
を配置する。

７．当金庫の監事の職務を補助すべき職員の当金庫の理事からの独立性に
関する事項
(1)監事の職務を補助する職員は、当該監査業務に関して監事の指揮命

令に従い、各担当役員の指揮命令を受けない。
(2)監事の職務を補助する職員の理事からの独立性を確保するため、当

該職員の人事異動及び考課等人事権に係る事項の決定については、
予め監事に同意を求めることとする。

８．当金庫の監事の第6号の職員に対する指示の実行性の確保に関する事項
(1)当金庫は監事の監査業務の実効性を確保するため、その職務を補助

する職員を配置する。
(2)当金庫は監事の職務を補助する職員の理事からの独立性を確保する

ため、当該職員の人事異動及び考課等人事権に係る事項の決定につ
いては、予め監事に同意を求めることとする。

９．次に掲げる体制その他の当金庫の監事への報告に関する体制
(1)当金庫の理事及び職員が当金庫の監事に報告をするための体制

①理事は次に定める事項について、事態認識後直ちに監事に報告す
ることとする。ただし、監事が出席した会議等で報告・決議された
事項は対象としない。

　　イ 理事会で決議された事項
　　ロ 常勤理事会で決議された事項
　　ハ 当金庫に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
　　二 経営状況について重要な事項
　　ホ 内部監査状況及びリスク管理に関する重要な事項
　　へ 重大な法令・定款違反
　　ト 公益通報の状況及び内容
　　チ その他コンプライアンス上重要な事項
② 職員は前項ハからチに関する重大な事実を発見した場合は監事

に直接報告できるものとする。
③ 監事はいつでも理事及び職員に対して監査に必要な事項の報告

を求めることができるものとする。
(2)当金庫の子法人等の取締役、監査役等その他これらの者に相当する

者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当金庫の監事に
報告をするための体制
①当金庫は、当金庫及び子法人等の役職員が、法令、定款違反又はそ

の可能性のある事実を発見した場合や、当金庫又は子法人等に著
しい損害を及ぼす可能性のある事実を発見した場合には、金庫の
コンプライアンス相談窓口等を利用することにより、直ちに当金庫
の監事へ報告を行うこととする。

②当金庫の監事は、当金庫及び子法人等の役職員に対して、その職務
において必要な事項の報告を求めることができるものとし、その
要請を受けた者は、当該監事に対して速やかに適切な報告を行う
ことを義務付ける。

③当金庫の監事は、その職務において必要な範囲において、当金庫及
び子法人等の業務執行に係る重要な書類を閲覧できるほか、必要
に応じて担当部門に説明を求めることができる。

④当金庫の監事と子法人等の監査役は、相互に監査の状況等につい
て情報交換をすることにより、子法人等を含む金庫全体の監査の
充実・強化を図る。

⑤当金庫は、コンプライアンス統括部門が当金庫の監事に対して、内
部通報の状況等(監事に直接通報された事項を除く)について定期
的に報告するよう義務付ける。

10．前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを
受けないことを確保するための体制

(1)当金庫は、金庫のコンプライアンス相談窓口等を利用して、当金
庫の監事への報告を行った者が当該報告をしたことを理由とし
て、不利な取扱い(人事異動や考課等の人事権に係るほか、嫌が
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内部統制システムの運用状況
　理事及び職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制等、内部統制システムの運用状況は以下のとおりです。
1.リスク管理体制は、各種のリスク管理規程に従って、当金庫に関わるリスクの識別・分析を行い、適切な対応を行っています。
2.当期における主な会議の開催状況としては、理事会を5回開催し、理事の職務の執行の適法性および効率性を高めるために、非常勤理事、非常勤監事が常時出

席しました。また、監事会も5回開催しました。その他、ＡＬＭ委員会、業務改善委員会等を定期的に開催しています。
3.内部監査の実施については、子法人も含めたグループの業務の適正を確保するため、内部監査計画に基づき内部監査を実施しました。
4.職員教育の実施状況としては、職員による法令等の遵守を徹底するため、「コンプライアンス・マニュアル」を策定し、毎年、すべての職員に対して教育訓練を定

期的に実施しています。

らせの言動などの報復措置等の一切を含む)を行うことを禁止し、
その旨が定めてある公益通報者保護規程の内容を当金庫及び子法
人等の役職員に周知する。

(2)当金庫は、上記の報告を行った者の職場環境が悪化しないよう適切
な措置を講じる。

(3)当金庫は、上記の報告を行った者に対して不利な取扱いを行った者
がいた場合には、公益通報者保護規程や就業規則に則り厳格な処分
を行う。

11．当金庫の監事の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続
その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方
針に関する事項
(1)当金庫は、監事が監査費用の前払いや償還に係る請求をしたときは、

当該請求に係る費用又は債務がその職務の執行に必要でないと認
められる場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

(2)当金庫は、不祥事件発生時等において、監事が外部の専門家(弁護士、
公認会計士等)を利用することを請求した場合、当該請求がその職務
の遂行に必要でないと認められる場合を除き、その費用を負担する。

12．その他当金庫の監事の監査が実効的に行われることを確保するための
体制
(1)監事は、職務を適切に遂行するため、理事、会計監査人、内部監査部

門、コンプライアンス統括部門の管理者、子法人等の取締役等との緊
密な連携を図り、定期的な情報交換を行う等、適正な監査の実施に
努める。

(2)代表理事は、監事と定期的に意見交換会を実施し、監事から監事監
査の環境整備等について要請があれば誠実に協議を行う。

(3)監事が独自に意見形成するために、弁護士、公認会計士その他の専門
家に依頼する体制を確保する。

熊本第一信用金庫行動綱領≫
（信用金庫の社会的使命と公共性の自覚と責任）
1.信用金庫のもつ社会的責任と公共的使命を常に自覚し、責任ある健全な

業務運営の遂行に努める。
（質の高い金融等サービスの提供と地域社会発展への貢献）
2.経済活動を支えるインフラとしての機能はもとより、創意と工夫を活か

し、お客さまのニーズに応えるとともに、セキュリティレベルの向上や
災害時の業務継続確保などお客さまの利益の適切な保護にも十分配慮
した質の高い金融および非金融サービスの提供等を通じて、地域経済・
地域社会の発展に貢献する。

（法令やルールの厳格な遵守）
3.あらゆる法令やルールを厳格に遵守し、社会的規範に決してもとること

のない、誠実かつ公正な業務運営を遂行する。
（地域社会とのコミュニケーション）
4.経営等の情報の積極的かつ公正な開示をはじめとして、広く地域社会と

のコミュニケーションの充実を図る。

（従業員の人権の尊重等）
5.従業員の人権、個性を尊重するとともに、安全で働きやすい環境を確保

する。
（環境問題への取組み）
6.資源の効率的な利用や廃棄物の削減を実践するとともに、環境保全に寄

与する金融サービスを提供するなど、環境問題に積極的に取り組む。
（社会貢献活動への取組み）
7.信用金庫が社会の中においてこそ存続・発展し得る存在であることを自

覚し、社会とともに歩む「良き企業市民」として、積極的に社会貢献活動
に取り組む。

（反社会的勢力との関係遮断）
8.社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力は、これを断固として排

除し、関係遮断を徹底する。
以　上

反社会的勢力に対する基本方針≫
　私ども熊本第一信用金庫は、社会の秩序や安全に脅威を与え、健全な経
済・社会の発展を妨げる反社会的勢力との関係を遮断するため、以下のと
おり「反社会的勢力に対する基本方針」を定め、これを遵守します。
1．当金庫は、反社会的勢力との取引を含めた関係を遮断し、不当要求に対

しては断固として拒絶します。
2．当金庫は、反社会的勢力による不当要求に対し、職員の安全を確保しつ

つ組織として対応し、迅速な問題解決に努めます。

3．当金庫は、反社会的勢力に対して資金提供、不適切・異例な取引および便
宜供与は行いません。

4．当金庫は、反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から警察、熊本県
暴力追放運動推進センター、弁護士などの外部専門機関と緊密な連携関
係を構築します。

5．当金庫は、反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面
から法的対抗措置を講じる等、断固たる態度で対応します。

コンプライアンス（法令等の遵守）≫
コンプライアンスとは、一般的に「法令等の遵守」と解釈されていますが、当金庫は、コンプライアンスを各種法令、倫理、行動規範、金庫内各種規程等のみな

らず、お客様との約束ごとまでにいたる「あらゆるルールを遵守する」と解釈しております。
当金庫はコンプライアンスを金庫経営の重要課題の一つとして位置付け、地域に根ざした金融機関として役職員一人ひとりが、あらゆるルールを遵守し、

地域社会やお客様から信頼される金融機関を目指しております。

1.信用金庫の持つ社会的責任と公共的使命を自覚し責任ある健
全な業務運営の遂行に努める。

2.創意と工夫を活かした金融及び非金融サービスの提供等を通
じて地域社会の発展に貢献する。

3.法令やルールを厳格に遵守し、社会的規範に決して反すること
のないように公平な業務運営を行う。

4.社会の秩序や安全に脅威を与えるような反社会的勢力は、これ
を断固として排除する。

5.経営情報の積極的かつ公正な情報開示をはじめとして、広く地
域社会とのコミュニケーションの充実を図る。

コンプライアンスの基本方針 （令和5年6月末日現在）

会長

理事長

常務理事

コンプライアンス
統括部署 総務部

本部各部

営業店全店

理事会

常勤監事

コンプライアンス態勢図

コンプライアンス委員会

熊本第一信用金庫内部管理基本方針
　当金庫は、内部管理態勢の構築が業務の健全性・適切性を確保するために必要不可欠なものであるとの認識のもとに、経営の最重要課題として位置付け、本
方針に従って継続的に内部管理態勢の整備を進め、その実効性確保に努めてまいります。

１．当金庫の理事及び職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを
確保するための体制
(1)法令等遵守の徹底を業務の健全性・適切性を確保するための最重

要課題の一つとして位置付け、法令等遵守に係る基本方針を「コン
プライアンスの基本方針」として定める。また、これに則った業務運
営を実現するため「コンプライアンス・マニュアル」を具体的な手引
書とする。更に法令等遵守態勢の整備のための実践計画として「コ
ンプライアンス・プログラム」を定める。

(2)法令等遵守を確保する体制として、金庫内の法令等遵守に関する事
項を一元的に管理するコンプライアンス統括部門の設置と、各業務
部門及び営業店毎に「コンプライアンス担当部長」「コンプライアン
ス担当者」を配置し、コンプライアンス統括部門との連携を図る。
また、法令等遵守に関する経営上重要な事項の協議又は評価を行
う機関としてコンプライアンス委員会を置く。

(3)公益通報者保護の窓口として、コンプライアンス上疑義のある行為
等を知った場合に、所属部店の上司を介さず、直接コンプライアンス
統括部門の管理者に報告・相談等を行うことができる窓口を置く。

(4)内部監査部門は、法令等遵守状況についての監査を実施し、その結
果を理事会等及び監事に報告するとともに、必要に応じて被監査部
門および統括・管理部門に改善すべき事項の改善を指示し、その実
施状況を検証する。

２．当金庫の理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)理事の職務の執行に係る情報・文書は、「処務規程、第６章『文書保

存』」等に基づき適切に保存・管理する。
(2)理事会、常勤理事会、各委員会等の議事録は、「理事会規程」、「常勤

理事会議規程」及び各「委員会規程」等に基づき作成し、適切に保
存・管理する。

(3)理事及び監事はこれらの文書を常時閲覧することができる。
３．リスクの管理に関する規程その他の体制

(1)適正なリスク管理を実現するため、リスク管理の目的やリスク管理
体制、役割分担等を定めた「リスク管理規程」をリスク管理の基本規
程とする。

(2)リスク管理の体制は、この金庫全体のリスク管理統括部署、リスク
カテゴリー毎の主管部署を定め、リスク管理の実効性確保及び相互
牽制機能の強化を図る。

(3)リスク管理統括部署は、統合的なリスクの状況を定期的に理事会等
に報告する。

(4)内部監査部門は、リスク管理状況についての監査を実施し、その結
果を理事会等及び監事に報告するとともに、必要に応じて被監査部
門および統括・管理部門に改善すべき事項の改善を指示し、その改
善状況を検証する。

４．当金庫の理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための
体制
(1)理事の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制の基礎

として、理事会を原則３ヶ月に１回開催するほか、必要に応じて臨時
に開催するものとし、当金庫の経営方針及び業務戦略に関わる重要
な事項については、予め常勤理事会等において議論を行い、その審
議を経て執行決定を行う。

(2)理事会は全役職員が共有する経営計画及び年度毎の業務運営方針
を決定する。各担当役員は、これらに沿って、具体的な施策及び効率
的な業務遂行体制を決定するものとし、必要に応じて常勤理事会等
において議論を行い理事会に報告するものとする。

(3)理事は、会員及び預金者等の理解を得ることにより、当金庫の事業
を効率的に運用するため、経営情報及び地域貢献活動等の開示を
適時適切に行う。

５．次に掲げる体制その他の当該金庫及びその子法人等から成る集団にお
ける業務の適正を確保するための体制
(1)当金庫の子法人等の取締役等の職務の執行に係る事項の当金庫へ

の報告に関する体制
①当金庫の子法人等が行う業務が法令等遵守、顧客保護等及びリス

ク管理の観点から適切なものとなるよう、子法人等の代表取締役
から定期的に経営の重要事項に関する報告を受けるとともに、当
金庫の関係部署が定期的にモニタリングする等の措置を講じる。
なお、当該報告を受けた代表理事は、その内容を必要に応じて理事
会に報告する。

②当金庫と当金庫の子法人等との取引が、弊害防止措置等の遵守の
観点から、適切なものとなるようコンプライアンス統括部門や内
部監査部門が定期的にモニタリングする等の措置を講じる。

(2)当金庫の子法人等の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①当金庫は、子法人等を含む当金庫全体のリスク管理について「リ

スク管理規程」を準用する。
(3)当金庫の子法人等の取締役等の職務の執行が効率的に行われるこ

とを確保するための体制

①当金庫は、子法人等における業務運営方針や経営計画に基づく事
業の実施状況を定期的に管理、検証し、必要に応じて理事会に報
告するとともに、子法人等からの求めがあるときは、個別の事案
に応じて当金庫の役職員のうち適切な人材を派遣する。

(4)当金庫の子法人等の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び
定款に適合することを確保するための体制
①当金庫が策定した「役職員行動指針」をコンプライアンスの考え

方の基本とし、これを子法人等の役職員に周知する。
②監事および内部監査部門は、当金庫の子法人等の業務について、

法令等に抵触しない範囲で監査を行う。
６．当金庫の監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合に
おける当該職員に関する事項
(1)監事は、監査業務の実効性を確保するため、その職務を補助する職員

の配置を求めることができる。
(2)監事がその職務を補助すべき職員の配置を求めた場合は、理事会等

において協議のうえ、当該業務等を十分検証できる能力を有する者
を配置する。

７．当金庫の監事の職務を補助すべき職員の当金庫の理事からの独立性に
関する事項
(1)監事の職務を補助する職員は、当該監査業務に関して監事の指揮命

令に従い、各担当役員の指揮命令を受けない。
(2)監事の職務を補助する職員の理事からの独立性を確保するため、当

該職員の人事異動及び考課等人事権に係る事項の決定については、
予め監事に同意を求めることとする。

８．当金庫の監事の第6号の職員に対する指示の実行性の確保に関する事項
(1)当金庫は監事の監査業務の実効性を確保するため、その職務を補助

する職員を配置する。
(2)当金庫は監事の職務を補助する職員の理事からの独立性を確保する

ため、当該職員の人事異動及び考課等人事権に係る事項の決定につ
いては、予め監事に同意を求めることとする。

９．次に掲げる体制その他の当金庫の監事への報告に関する体制
(1)当金庫の理事及び職員が当金庫の監事に報告をするための体制

①理事は次に定める事項について、事態認識後直ちに監事に報告す
ることとする。ただし、監事が出席した会議等で報告・決議された
事項は対象としない。

　　イ 理事会で決議された事項
　　ロ 常勤理事会で決議された事項
　　ハ 当金庫に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
　　二 経営状況について重要な事項
　　ホ 内部監査状況及びリスク管理に関する重要な事項
　　へ 重大な法令・定款違反
　　ト 公益通報の状況及び内容
　　チ その他コンプライアンス上重要な事項
② 職員は前項ハからチに関する重大な事実を発見した場合は監事

に直接報告できるものとする。
③ 監事はいつでも理事及び職員に対して監査に必要な事項の報告

を求めることができるものとする。
(2)当金庫の子法人等の取締役、監査役等その他これらの者に相当する

者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当金庫の監事に
報告をするための体制
①当金庫は、当金庫及び子法人等の役職員が、法令、定款違反又はそ

の可能性のある事実を発見した場合や、当金庫又は子法人等に著
しい損害を及ぼす可能性のある事実を発見した場合には、金庫の
コンプライアンス相談窓口等を利用することにより、直ちに当金庫
の監事へ報告を行うこととする。

②当金庫の監事は、当金庫及び子法人等の役職員に対して、その職務
において必要な事項の報告を求めることができるものとし、その
要請を受けた者は、当該監事に対して速やかに適切な報告を行う
ことを義務付ける。

③当金庫の監事は、その職務において必要な範囲において、当金庫及
び子法人等の業務執行に係る重要な書類を閲覧できるほか、必要
に応じて担当部門に説明を求めることができる。

④当金庫の監事と子法人等の監査役は、相互に監査の状況等につい
て情報交換をすることにより、子法人等を含む金庫全体の監査の
充実・強化を図る。

⑤当金庫は、コンプライアンス統括部門が当金庫の監事に対して、内
部通報の状況等(監事に直接通報された事項を除く)について定期
的に報告するよう義務付ける。

10．前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを
受けないことを確保するための体制

(1)当金庫は、金庫のコンプライアンス相談窓口等を利用して、当金
庫の監事への報告を行った者が当該報告をしたことを理由とし
て、不利な取扱い(人事異動や考課等の人事権に係るほか、嫌が
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金融ADR制度への対応
当金庫における苦情処理措置・紛争解決措置等の概要

住 　 　 所

電 話 番 号

Ｆ Ａ Ｘ 番 号

受 付 時 間

受 付 媒 体

　当金庫は、お客さまからの相談・苦情・紛争等（以下「苦情等」という。）を営業店または総務部で受け付けています。

1．苦情等のお申し出があった場合、その内容を十分に伺ったうえ、内
部調査を行って事実関係の把握に努めます。

2．事実関係を把握したうえで、営業店、関係部署等とも連携を図り、
迅速・公平にお申し出の解決に努めます。

3．苦情等のお申し出については記録・保存し、対応結果に基づく改善
措置を徹底のうえ、再発防止や未然防止に努めます。

苦情等は営業店または次の担当部署へお申し出ください。

熊本第一信用金庫　総務部

〒860-8681　熊本市中央区花畑町10-29

096-355-6111

096-355-6361

9:00～17:00(信用金庫営業日)

電話、手紙、ファクシミリ、面談

＊お客さまの個人情報は苦情等の解決を図るため、またお客さまとのお取引を   
   適切かつ円滑に行うために利用いたします。

住 　 　 所

電 話 番 号

受  付  日

受 付 時 間

受 付 媒 体

4．当金庫のほかに、一般社団法人全国信用金庫協会が運営する「全国
しんきん相談所」をはじめとする他の機関でも苦情等のお申し出
を受け付けています。詳しくは当金庫総務部にご相談ください。

5．熊本県弁護士会、鹿児島県弁護士会、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会が設置運営する仲裁センター等で紛争の解決を図ること
も可能ですので、当金庫総務部または上記全国しんきん相談所へお申し出ください。なお、各弁護士会に直接申し立てていただくことも可能です。

6．東京三弁護士会の仲裁センター等は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、次の(１)、(２)の方法により、お客さま
のアクセスに便利な東京以外の弁護士会の仲裁センター等を利用することもできます。

   なお、ご利用いただける弁護士会については、あらかじめ、東京三弁護士会、全国しんきん相談所または当金庫総務部にお尋ねいただくか、東京三
弁護士会のホームページまたは当金庫ホームページ(https://www.daiichishinkin.co.jp)をご覧ください。

７．当金庫の苦情等の対応
当金庫はお客さまからの苦情等のお申し出に迅速・公平かつ適切に対応するため、以下のとおり金融ＡＤＲ制度も踏まえ、内部管理態勢等を整
備して苦情等の解決を図り、もって当金庫に対するお客さまの信頼性の向上に努めます。

（１）営業店および各部署に責任者を配置するとともに、総務部がお客さまからの苦情等を一元的に管理し、適切な対応に努めます。
（２）苦情等のお申し出については事実関係を把握し、営業店、関係部署および総務部が連携したうえ、速やかに解決を図るよう努めます。
（３）苦情等の対応にあたっては、解決に向けた進捗管理を行うとともに、苦情等のお申し出のあったお客さまに対し、必要に応じて手続の進行に応

じた適切な説明を営業店または総務部から行います。
（４）お客さまからの苦情等のお申し出は、「全国しんきん相談所」をはじめとする他の機関でも受け付けていますので、内容やご要望等に応じて適

切な機関をご紹介いたします。
（５）紛争解決を図るため、弁護士会が設置運営する紛争解決センター等を利用することができます。その際には、当該紛争解決センター等の規則等

も踏まえ、適切に協力します。
（６）お申し出のあった苦情等を記録・保存し、その対応結果に基づき、苦情等に対応する態勢の在り方の検討・見直しを行います。
（７）苦情等への対応を実効あるものとするため、内部監査部門等が検証・指導する態勢を整備しています。
（８）苦情等に対応するため、関連規程等に基づき業務が運営されるよう、研修等により金庫内に周知・徹底します。
（９）お客さまからの苦情等は、業務改善・再発防止等に必要な措置を講じることにより、今後の業務運営に活かしていきます。

(１)現地調停
     東京三弁護士会の調停人とそれ以外の弁護士会の調停人がテレビ会議システム等を用いて、共同して紛争の解決にあたります。
     例えば、お客さまは、現地調停をご利用できる弁護士会や仲裁(ＡＤＲ)センター等にお越しいただき、当該弁護士会の調停人とは面談で、東京三  
     弁護士会の調停人とはテレビ会議システム等を通じてお話いただくことにより、手続きを進めることができます。
(２)移管調停
     当事者間の同意を得たうえで、東京以外の弁護士会に案件を移管します。
     例えば、移管調停をご利用できる弁護士会や仲裁センター等に案件を移管し、当該弁護士会の仲裁センター等で手続きを進めることができます。

全国しんきん相談所 (一般社団法人全国信用金庫協会)

〒103-0028　東京都中央区八重洲1-3-7

03-3517-5825

月～金(祝日、12月31日～1月3日を除く)

9:00～17:00

電話、手紙、面談

名 　 称

住 　 所

電 話 番 号

受付日/時間

熊本県弁護士会　紛争解決センター

〒860-0078　熊本市中央区京町1-13-11

096-325-0913

月～金(祝日を除く)　9:00～17:00

鹿児島県弁護士会　紛争解決センター

〒892-0815　鹿児島市易居町2-3

099-226-3765

月～金(祝日を除く)　10:00～16:00

東京三弁護士会

名 　 称
住 　 所
電 話 番 号

受 付日/ 時間

東京弁護士会　紛争解決センター
〒100-0013東京都千代田区霞が関1-1-3
03-3581-0031

月～金(祝日､年末年始除く)
9:30～12:00､13:00～16:00

第一東京弁護士会　仲裁センター
〒100-0013東京都千代田区霞が関1-1-3
03-3595-8588

月～金(祝日､年末年始除く)
10:00～12:00、13:00～16:00

第二東京弁護士会　仲裁センター
〒100-0013東京都千代田区霞が関1-1-3
03-3581-2249

月～金(祝日、年末年始除く)
9:30～12:00､13:00～17:00
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熊本第一
信用金庫

各自治体

日本政策
金融公庫

よろず
支援拠点

熊本県
信用保証
協会

地方創生における当金庫の取組み①≫

創業者支援事業■ 育成・成長ファンド事業

育成・成長ファンド「しんきんの翼」

私募債概要

しんきんSDGs私募債「くまもとの未来」のスキーム

■

地方創生における当金庫の取組み②≫

しんきんSDGｓ私募債「くまもとの未来」■

KUM A MOTO DA I-ICHI SHINK INB A NK

地方創生

資金調達 直接金融

間接調達

私募債発行体
（取引先）

信用金庫
（引受人・保証人）

信金中央金庫
（財務代理人）

私募債発行体
（取引先）

寄附先
（寄贈品はSDGs達成の
ための用途に活用）

引受人
（信用金庫等）

株式

社債

手貸・証貸・当貸

公募債

私募債

●全店を創業相談窓口とし、よろず支援拠点・日本政策金融公庫・熊本
県信用保証協会との連携で創業支援を行っています。

●「創業・育成」や「成長」のステージにある中小企業者に対して、信金
キャピタルによる資本または資本性資金の供給を行うことで、地域
産業の活性化に貢献しています。

●私募債の引受けを通して、発行企業さまのＳＤＧsの達成に向けた
取組みを支援しています。

私募債とは、会社が資金を調達する手段として発行する社債のひと
つであり、一般に広く募集される公募債と異なり取引先や知人など少
数の特定先が直接引き受けることによって発行される社債です。

《私募債による資金調達》

【主な資金調達方法】

【私募債による資金調達の概略】

社債発行

代り金支払

①寄附に
　かかる相談
②私募債発行
③寄附実施報告

②寄附先・贈呈品の選定
③物品または金銭の寄附

③手数料割引
　発行総額に対する財務代理手数料率を
　　　　　　　　　　一定額割引（信金中金）
　引受金額に対する引受手数料率を
　　　　　　　　　　一定額割引（信用金庫）
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金融ADR制度への対応
当金庫における苦情処理措置・紛争解決措置等の概要

住 　 　 所

電 話 番 号

Ｆ Ａ Ｘ 番 号

受 付 時 間

受 付 媒 体

　当金庫は、お客さまからの相談・苦情・紛争等（以下「苦情等」という。）を営業店または総務部で受け付けています。

1．苦情等のお申し出があった場合、その内容を十分に伺ったうえ、内
部調査を行って事実関係の把握に努めます。

2．事実関係を把握したうえで、営業店、関係部署等とも連携を図り、
迅速・公平にお申し出の解決に努めます。

3．苦情等のお申し出については記録・保存し、対応結果に基づく改善
措置を徹底のうえ、再発防止や未然防止に努めます。

苦情等は営業店または次の担当部署へお申し出ください。

熊本第一信用金庫　総務部

〒860-8681　熊本市中央区花畑町10-29

096-355-6111

096-355-6361

9:00～17:00(信用金庫営業日)

電話、手紙、ファクシミリ、面談

＊お客さまの個人情報は苦情等の解決を図るため、またお客さまとのお取引を   
   適切かつ円滑に行うために利用いたします。

住 　 　 所

電 話 番 号

受  付  日

受 付 時 間

受 付 媒 体

4．当金庫のほかに、一般社団法人全国信用金庫協会が運営する「全国
しんきん相談所」をはじめとする他の機関でも苦情等のお申し出
を受け付けています。詳しくは当金庫総務部にご相談ください。

5．熊本県弁護士会、鹿児島県弁護士会、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会が設置運営する仲裁センター等で紛争の解決を図ること
も可能ですので、当金庫総務部または上記全国しんきん相談所へお申し出ください。なお、各弁護士会に直接申し立てていただくことも可能です。

6．東京三弁護士会の仲裁センター等は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、次の(１)、(２)の方法により、お客さま
のアクセスに便利な東京以外の弁護士会の仲裁センター等を利用することもできます。

   なお、ご利用いただける弁護士会については、あらかじめ、東京三弁護士会、全国しんきん相談所または当金庫総務部にお尋ねいただくか、東京三
弁護士会のホームページまたは当金庫ホームページ(https://www.daiichishinkin.co.jp)をご覧ください。

７．当金庫の苦情等の対応
当金庫はお客さまからの苦情等のお申し出に迅速・公平かつ適切に対応するため、以下のとおり金融ＡＤＲ制度も踏まえ、内部管理態勢等を整
備して苦情等の解決を図り、もって当金庫に対するお客さまの信頼性の向上に努めます。

（１）営業店および各部署に責任者を配置するとともに、総務部がお客さまからの苦情等を一元的に管理し、適切な対応に努めます。
（２）苦情等のお申し出については事実関係を把握し、営業店、関係部署および総務部が連携したうえ、速やかに解決を図るよう努めます。
（３）苦情等の対応にあたっては、解決に向けた進捗管理を行うとともに、苦情等のお申し出のあったお客さまに対し、必要に応じて手続の進行に応

じた適切な説明を営業店または総務部から行います。
（４）お客さまからの苦情等のお申し出は、「全国しんきん相談所」をはじめとする他の機関でも受け付けていますので、内容やご要望等に応じて適

切な機関をご紹介いたします。
（５）紛争解決を図るため、弁護士会が設置運営する紛争解決センター等を利用することができます。その際には、当該紛争解決センター等の規則等

も踏まえ、適切に協力します。
（６）お申し出のあった苦情等を記録・保存し、その対応結果に基づき、苦情等に対応する態勢の在り方の検討・見直しを行います。
（７）苦情等への対応を実効あるものとするため、内部監査部門等が検証・指導する態勢を整備しています。
（８）苦情等に対応するため、関連規程等に基づき業務が運営されるよう、研修等により金庫内に周知・徹底します。
（９）お客さまからの苦情等は、業務改善・再発防止等に必要な措置を講じることにより、今後の業務運営に活かしていきます。

(１)現地調停
     東京三弁護士会の調停人とそれ以外の弁護士会の調停人がテレビ会議システム等を用いて、共同して紛争の解決にあたります。
     例えば、お客さまは、現地調停をご利用できる弁護士会や仲裁(ＡＤＲ)センター等にお越しいただき、当該弁護士会の調停人とは面談で、東京三  
     弁護士会の調停人とはテレビ会議システム等を通じてお話いただくことにより、手続きを進めることができます。
(２)移管調停
     当事者間の同意を得たうえで、東京以外の弁護士会に案件を移管します。
     例えば、移管調停をご利用できる弁護士会や仲裁センター等に案件を移管し、当該弁護士会の仲裁センター等で手続きを進めることができます。

全国しんきん相談所 (一般社団法人全国信用金庫協会)

〒103-0028　東京都中央区八重洲1-3-7

03-3517-5825

月～金(祝日、12月31日～1月3日を除く)

9:00～17:00

電話、手紙、面談

名 　 称

住 　 所

電 話 番 号

受付日/時間

熊本県弁護士会　紛争解決センター

〒860-0078　熊本市中央区京町1-13-11

096-325-0913

月～金(祝日を除く)　9:00～17:00

鹿児島県弁護士会　紛争解決センター

〒892-0815　鹿児島市易居町2-3

099-226-3765

月～金(祝日を除く)　10:00～16:00

東京三弁護士会

名 　 称
住 　 所
電 話 番 号

受 付日/ 時間

東京弁護士会　紛争解決センター
〒100-0013東京都千代田区霞が関1-1-3
03-3581-0031

月～金(祝日､年末年始除く)
9:30～12:00､13:00～16:00

第一東京弁護士会　仲裁センター
〒100-0013東京都千代田区霞が関1-1-3
03-3595-8588

月～金(祝日､年末年始除く)
10:00～12:00、13:00～16:00

第二東京弁護士会　仲裁センター
〒100-0013東京都千代田区霞が関1-1-3
03-3581-2249

月～金(祝日、年末年始除く)
9:30～12:00､13:00～17:00
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産
（企業）

学
（大学）

金
（金融）

官
（県）

コラボ
産学官

地方創生における当金庫の取組み③≫

産学官連携事業

産学連携
ノウハウの共有化

資金の共有化
ネットワーク化

情報の共有化
ネットワーク化

支援機関の共有化

人脈の共有化

■ 教育支援事業■

その他の地域貢献の取組み≫

事業性評価融資、事業再生への取組み■

スポーツ支援事業■

事業承継支援事業■

婚活支援事業■

阿蘇草原再生定期預金■

●コラボ産学官熊本において、地元中小企業の技術開発についての
サポートを行っています。

●進学サポートローン「未来」
　熊本の大学進学率を向上させる取組みを行っています。

●教育カードローン

●事業性評価を重視した融資の取組みと、企業再生支援の取組みによ
り地域活性化に貢献します。

●ロアッソ熊本誕生以来のオフィシャルスポンサー

●九州独立野球リーグ「火の国サラマンダーズ」の支援

●中小企業の事業承継サポートを行います。

●婚活パーティー「めぐり逢い」を開催し、熊本の人口減少対策への
貢献をしています。

●熊本の宝「世界農業遺産」を守るための支援を行っています。
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1．中小企業の経営改善に関する取組み方針
　当金庫は地域の中小企業（小規模事業者を含む。以下同じ。）と地域社会の皆様の繁栄に資するため、以下の方針に基づき経営改善支援及び事業再生支援に全力で取
り組んでまいります。

（基本方針）
　当金庫は地域密着型金融を旨として、お客様との長期的なお取引関係により得られた情報を蓄積・活用し、貸出や経営相談等の強化を図りながら、お客様や地域の
皆様との連携・共栄を深めていく所存です。
　今後も、地域に根ざしたきめ細やかな営業活動、ご融資先への経営相談、経営支援等地域に密着した活動を展開する事により、お客様や地域のニーズを的確に把握
し、地域密着型金融の担い手として、地域経済の活性化や中小企業金融の円滑化への取組みを積極的に推進します。

2．中小企業の経営支援に関する整備状況
　近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援事業の担い手の多様化・活性化を図るために創設された「中小企業経営力強化支援法」（平成24
年8月30日）の施行に伴い、平成24年11月5日、当金庫は中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う「経営革新等支援機関」として第一号認定を受けました。本認
定制度は税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験を有する中小企業支援機関等を、国が経営革新等支援機関として認定する事により、経営
分析や事業計画策定に係る中小企業による支援機関に対する相談プロセスの円滑化を図るものです。
　今後も、他認定支援機関や外部専門家・外部機関との連携強化を図りながら、新たなコンサルティング業務の展開、事業再生スキームの提案等、取引先の問題・課題
を解決する付加価値の高いサービスの提供を通じて、より実効性の高い経営支援及び事業再生支援を行ってまいります。

3．中小企業の経営支援に関する取組状況
⑴　最適なソリューションの提案

中小企業の経営改善や事業再生には、事業のライフサイクルに応じた経営改善支援が必要となるため、当金庫は積極的にコンサルティング機能を発揮し、それ
ぞれのステージに合った最適ソリューションを提案、提供します。

⑵　外部機関・外部専門家等との連携強化
複雑化・高度化する経営課題等の相談に対応するため、中小企業診断士等の専門家を中小企業に派遣、多様性・地域性といった中小企業の特性を踏まえた専門

的助言や経営支援・事業再生支援に取組みます。
また、当金庫は熊本県信用保証協会を事務局とする「熊本県中小企業経営支援連携会議」の幹事団体として、会員相互の協調体制による迅速かつ的確な中小企

業支援の実現のため積極的かつ柔軟に対応してまいります。
⑶　事業再生支援

熊本県中小企業活性化協議会、熊本県よろず支援拠点、熊本県中小企業診断士協会、九州活性化プラットフォーム、中小企業基盤整備機構、地域経済活性化支援
機構（REVIC）と連携し事業再生支援に取組むほか、事業再生ファンド等、多種多様な再生手法の活用を検討します。

⑷　経営革新等支援機関を活用した中小企業施策等の活用
認定支援機関を窓口とする小規模事業者に着目した各種事業化支援策の周知及び有益な情報提供活動を通じて、それらの積極活用を図り地域経済の活性化に

努めていきます。
⑸　専門人材の育成

専門的知識を有する人材のさらなる育成のため、中小企業診断士やファイナンシャルプランナー等の資格取得を積極的に推奨し、実践的な研修や専門家との
同行訪問等の活用により経営支援、事業再生支援のノウハウ蓄積と専担者のスキルアップに努めていきます。

⑹　事業承継・Ｍ＆Ａ支援
令和4年の熊本県内における企業社長の平均年齢は60.1歳と、全国同様に過去最高を更新しております。当金庫は、お取引先の事業承継に関するお悩みや課

題、ニーズの掘り起しを行い、信金中央金庫や外部支援機関との連携を強化して、きめ細やかな対応を行ってまいります。
また、令和3年10月7日、当金庫は中小企業が安心してM&Aに取り組める基盤を構築するために創設された中小企業庁の「M&A支援機関登録制度」における

「登録FA及び仲介業者」として登録されました。「中小M&Aガイドライン」を遵守し、適切なM&Aの促進に努めてまいります。
4．中小企業の事業再生等に関するガイドラインの活用について

当金庫では、「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」の目的や内容を踏まえ、お客様との継続的かつ良好な信頼関係を構築するとともに、企業のライフス
テージに沿った取り組みを支援し、「平時」、「有事」それぞれの段階において、金融機関としての役割を果たしていきます。また、「中小企業の事業再生等のための私的
整理手続」を新たな選択肢として提供し、第三者支援専門家と連携し、お客様が迅速かつ柔軟に事業再生等に取組めるよう努めてまいります。

中小企業
個人事業主

外部機関
・熊本県中小企業活性化協議会
・熊本県よろず支援拠点
・熊本県中小企業診断士協会
・中小企業基盤整備機構
・地域活性化支援機構（REVIC) 等

●創業計画
●売上アップ
●新規事業展開

●補助金等の申請
●事業再生
●事業承継　 等

解決策の提案と支援

各種ニーズ・相談

連携専門家派遣　等

当金庫

各営業店

地域
振興部

経営
相談室

中小企業等への経営支援態勢≫

KUM A MOTO DA I-ICHI SHINK INB A NK

中小企業の経営改善への取組状況

産
（企業）

学
（大学）

金
（金融）

官
（県）

コラボ
産学官

地方創生における当金庫の取組み③≫

産学官連携事業

産学連携
ノウハウの共有化

資金の共有化
ネットワーク化

情報の共有化
ネットワーク化

支援機関の共有化

人脈の共有化

■ 教育支援事業■

その他の地域貢献の取組み≫

事業性評価融資、事業再生への取組み■

スポーツ支援事業■

事業承継支援事業■

婚活支援事業■

阿蘇草原再生定期預金■

●コラボ産学官熊本において、地元中小企業の技術開発についての
サポートを行っています。

●進学サポートローン「未来」
　熊本の大学進学率を向上させる取組みを行っています。

●教育カードローン

●事業性評価を重視した融資の取組みと、企業再生支援の取組みによ
り地域活性化に貢献します。

●ロアッソ熊本誕生以来のオフィシャルスポンサー

●九州独立野球リーグ「火の国サラマンダーズ」の支援

●中小企業の事業承継サポートを行います。

●婚活パーティー「めぐり逢い」を開催し、熊本の人口減少対策への
貢献をしています。

●熊本の宝「世界農業遺産」を守るための支援を行っています。
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KUM A MOTO DA I-ICHI SHINK INB A NK

経営者保証に関する取組方針

1

2
3
4
5

6

当金庫では、「経営者保証に関するガイドライン」（以下、「ガイドライン」という。）の趣旨や内容を踏ま
え、同ガイドラインを融資慣行として浸透・定着していくために、以下のとおり取り組みます。

　お客さまが融資等資金調達のお申込みをした場合、当金庫では、お客さまのガイドラインの要件の充足や経営状況等を総合的に判断
する中で、経営者保証を求めない可能性や経営者保証の機能を代替する融資手法（一定の金利の上乗せ等）を活用する可能性について、
お客さまの意向を踏まえたうえで検討いたします。

　上記の検討を行った結果、経営者保証を求めることがやむを得ないと判断し、経営者保証を提供いただく場合、当金庫はお客さまの
理解と納得を得ることを目的に、保証契約の必要性等に関する丁寧かつ具体的な説明を行います。

　経営者保証を提供いただく場合、お客さまの資産及び収入の状況、融資額、信用状況、情報開示の姿勢等を総合的に勘案して、適切な
保証金額の設定に努めます。

　お客さまから既存の保証の変更・解除等の申入れがあった場合は、ガイドラインに即して改めて経営者保証の必要性や適切な保証金
額等について真摯かつ柔軟に検討を行うとともに、その検討結果について丁寧かつ具体的な説明を行います。

　事業承継時には、原則として前経営者、後継者の双方から二重で経営者保証は求めないこととし、例外的に二重に保証を求めること
が必要な場合には、丁寧かつ具体的な説明を行います。
　また、後継者に当然に保証を引き継いでいただくのではなく、その必要性を改めて検討いたします。

　お客さまからガイドラインに基づく保証債務整理の申し出を受けた場合には、ガイドラインに即して誠実に対応いたします。

経営者保証に関するガイドラインの活用状況について≫
当金庫では、「経営者保証に関するガイドライン」の趣旨や内容を十分に踏まえ、お客さまからお借入れや保証債務整理の相談を受けた際に真摯
に対応するための態勢を整備しております。また、経営者保証の必要性については、お客さまとの丁寧な対話により、法人と経営者の関係性や財務
状況等を把握し、同ガイドラインの記載内容を踏まえて十分に検討するなど、適切な対応に努めております。
なお、令和4年度に当金庫において、新規に無保証で融資した件数は499件、新規融資に占める経営者保証に依存しない融資の割合は16.4％、保
証契約を解除した件数は6件です。また当金庫をメイン金融機関として成立に至った経営者保証に関するガイドラインに基づく保証債務整理の事
案はありませんでした。

上益城郡山都町・通潤橋
熊
本
第
一
信
用
金
庫
の
現
況

14



熊本第一信用金庫は、昭和25年8月の誕生以来「地元と共に豊かな未来」のスローガンのもと、皆様と共に歩んで参りました。地域に寄り添う信用
金庫の相互扶助の精神は、生まれながらにSDGsを体現してきたものと言えます。私たち熊本第一信用金庫は、SDGsの趣旨に賛同し、持続可能な地
域社会の実現に向け貢献する事を目的とした「熊本第一しんきんSDGs宣言」を制定するとともに、格差是正・経済の発展・環境問題など、様々な社会
課題の解決に向け、地元熊本のために全役職員が主体的に取り組む事を宣言いたします。

当金庫のＳＤＧｓへの取り組み≫

熊本第一信用金庫　環境方針≫

地域社会繁栄と、豊かな生活の実現への貢献■

地域経済発展への支援■

環境に配慮した地域づくり■

KUM A MOTO DA I-ICHI SHINK INB A NK

熊本第一しんきんSDGs宣言

KUM A MOTO DA I-ICHI SHINK INB A NK

環境問題への取組み

【基本理念】
熊本第一信用金庫は、熊本県に営業基盤をおく地域金融機関として、次世代へ郷土の豊かな自然環境を引き継ぐため、役職員一人一人が毎日の

業務を通じて、地域の環境改善や文化創造への貢献に積極的に取り組みます。
【基本方針】

1．環境に関する法令や規則の他、当金庫が定めるその他の取決め事項等を遵守し、環境保全の継続的な改善に努めます。
2．当金庫の全ての事業活動が環境に与える影響を適切に評価し、改善するための体制を定期的に見直すことによって、継続的な環境改善と汚染の

予防に努めます。
3．金融サービスを通じて環境の保全・保護に関する事業のお手伝いを行い、環境負荷の軽減を図り、環境問題に関する地域貢献を積極的に推進し

ます。
4．当金庫役職員が常に環境に配慮した行動が定着することを目指し、環境保全に関する意識の高揚に努めます。
5．この環境方針は、当金庫の役職員へ周知するとともに、ホームページ等で皆様にも公表します。

進学サポートローン「未来」 めぐり逢いパーティー 
Kidsしんきん教室 ロアッソ熊本応援定期預金
教育ローン、教育カードローン 熊本城復興支援定期預金「天守閣」
学割

よかボス企業 職域サポート制度
よろず支援拠点相談会 コラボ産学官熊本
インターンシップ ビジネスマッチング
 しんきんの翼

 スキルシフト
 プロ人材戦略拠点連携
 ロアッソ熊本
 

 火の国サラマンダーズ
 経友会

 太陽光発電事業ローン 阿蘇草原再生定期預金
 バイオマス発電事業ローン グループ補助金（熊本支援）
 小水力発電事業ローン 熊本水害ボランティア支援
 カーライフプラン（プライム） 阿蘇野焼きボランティア

 しんきんアグリサポートローン「豊作」

KUM A MOTO DA I-ICHI SHINK INB A NK

経営者保証に関する取組方針

1

2
3
4
5

6

当金庫では、「経営者保証に関するガイドライン」（以下、「ガイドライン」という。）の趣旨や内容を踏ま
え、同ガイドラインを融資慣行として浸透・定着していくために、以下のとおり取り組みます。

　お客さまが融資等資金調達のお申込みをした場合、当金庫では、お客さまのガイドラインの要件の充足や経営状況等を総合的に判断
する中で、経営者保証を求めない可能性や経営者保証の機能を代替する融資手法（一定の金利の上乗せ等）を活用する可能性について、
お客さまの意向を踏まえたうえで検討いたします。

　上記の検討を行った結果、経営者保証を求めることがやむを得ないと判断し、経営者保証を提供いただく場合、当金庫はお客さまの
理解と納得を得ることを目的に、保証契約の必要性等に関する丁寧かつ具体的な説明を行います。

　経営者保証を提供いただく場合、お客さまの資産及び収入の状況、融資額、信用状況、情報開示の姿勢等を総合的に勘案して、適切な
保証金額の設定に努めます。

　お客さまから既存の保証の変更・解除等の申入れがあった場合は、ガイドラインに即して改めて経営者保証の必要性や適切な保証金
額等について真摯かつ柔軟に検討を行うとともに、その検討結果について丁寧かつ具体的な説明を行います。

　事業承継時には、原則として前経営者、後継者の双方から二重で経営者保証は求めないこととし、例外的に二重に保証を求めること
が必要な場合には、丁寧かつ具体的な説明を行います。
　また、後継者に当然に保証を引き継いでいただくのではなく、その必要性を改めて検討いたします。

　お客さまからガイドラインに基づく保証債務整理の申し出を受けた場合には、ガイドラインに即して誠実に対応いたします。

経営者保証に関するガイドラインの活用状況について≫
当金庫では、「経営者保証に関するガイドライン」の趣旨や内容を十分に踏まえ、お客さまからお借入れや保証債務整理の相談を受けた際に真摯
に対応するための態勢を整備しております。また、経営者保証の必要性については、お客さまとの丁寧な対話により、法人と経営者の関係性や財務
状況等を把握し、同ガイドラインの記載内容を踏まえて十分に検討するなど、適切な対応に努めております。
なお、令和4年度に当金庫において、新規に無保証で融資した件数は499件、新規融資に占める経営者保証に依存しない融資の割合は16.4％、保
証契約を解除した件数は6件です。また当金庫をメイン金融機関として成立に至った経営者保証に関するガイドラインに基づく保証債務整理の事
案はありませんでした。
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顧客保護管理態勢≫

金融商品に係る勧誘方針≫

多様化する金融ニーズにお応えし、お客さまとの適切な取引を確保するために、商品・サービスに係る適切な説明やお客さまの声への十分な対
応、お客さま情報の適切な管理等を行うべく態勢の整備を図っております。

当金庫では、お客さまに金融商品をお勧めする際に遵守すべき勧誘方針を以下のとおり策定し、職員に徹底しております。また、お客さまが、金融
商品の内容を十分ご理解いただいたうえで判断いただけるよう、職員への十分な教育・研修を行っております。

当金庫は、「金融サービスの提供に関する法律」に基づき、金融商品の販売等に際しては、次の事項を遵守し、勧誘の適正の確保を図

ることとします。

○顧客説明管理態勢

　当金庫はお客さまへの説明を要する全ての取引や商品について、

「金融商品に係る勧誘方針」を制定し、お客さまに対してその知識、

経験、資産の状況及び契約の目的に応じた情報提供および商品説明

を適切かつ十分に行います。

○顧客サポート等管理態勢

　当金庫はお客さまからのご相談・ご要望・苦情等に対して、お客さ

まの理解と信頼を得られるように公正・迅速・適切な対応を行い、お

客さまの正当な利益が確保されるよう努めております。

○顧客情報管理態勢

　当金庫はお客さまに関する情報は法令等に従って適切に取得す

るとともに、不正アクセスや情報の流失・紛失等を防止するよう、厳

正な取扱いを行うよう徹底しております。

○外部委託管理態勢

　当金庫が行う業務を外部に委託する場合においては、その業務を

適切に遂行できる能力を有するものに委託先を限定するとともに、

委託先における委託業務の処理状況や秘密保持管理状況等につい

て、定期的または必要に応じて検証しております。

○利益相反管理態勢

　当金庫は当金庫とお客さまの間、当金庫のお客さま相互間におけ

る利益相反のおそれのある取引に関し、お客さまの利益を不当に害

することのないよう適切な管理を行っております。

1.当金庫は、お客様の知識、経験、財産の状況及び当該金融商

品の販売に係る契約を締結する目的に照らして、適正な情報

の提供と商品説明をいたします。

2.金融商品の選択・購入は、お客様ご自身の判断によってお決

めいただきます。その際、当金庫は、お客様に適正な判断をし

ていただくために、当該金融商品の重要事項について説明を

いたします。

3.当金庫は、誠実・公正な勧誘を心掛け、お客様に対し事実と

異なる説明をしたり、誤解を招くことのないよう、研修等を

通じて役職員の知識の向上に努めます。

4.当金庫は、お客様にとって不都合な時間帯や迷惑な場所での

勧誘は行いません。

5.金融商品の販売等に係る勧誘について、ご意見やお気づきの

点等がございましたら、お近くの窓口までお問い合わせくだ

さい。

金融商品に関する苦情・ご相談は、取扱営業店または下記までお申し出ください。

熊本第一信用金庫　営業推進部　電話番号：096-355-6115

受付時間：8：45～17：30（信用金庫営業日）

阿蘇郡南阿蘇村 草千里ヶ浜

KUM A MOTO DA I-ICHI SHINK INB A NK

顧客保護等への取組み
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個人情報保護宣言（プライバシーポリシー）
当金庫は、お客様からの信頼を第一と考え、お客様の個人情報および個人番号（以下「個人情報等」といいます。）の適切な保護と利用を図るために、個

人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年5月31日法
律第27号）および金融分野における個人情報保護に関するガイドライン、その他個人情報等保護に関する関係諸法令等を遵守するとともに、その継続的
な改善に努めます。また、個人情報等の機密性・正確性の確保に努めます。

令和4年4月1日熊本第一信用金庫
〒860-8681 熊本市中央区花畑町10番29号
理事長　鴻池 卓児

1．個人情報とは
本プライバシーポリシーにおける「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって「住

所・氏名・電話番号・生年月日」等、特定の個人を識別することができる情報（他の情報と容易に照
合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含みます。）、または

「個人識別符号」が含まれる情報をいいます。
なお、個人識別符号とは、以下のいずれかに該当するもので、政令等で個別に指定されたもの

をいいます。
（１）身体の一部の特徴をコンピュータ処理できるよう変換したデータ

＜例＞顔・静脈・声紋・指紋認証用データ等
（２）国・地方公共団体等により利用者等に割り振られる公的な番号

＜例＞運転免許証番号、パスポート番号、個人番号（マイナンバー）等
2．個人情報等の取得・利用について
（１）個人情報等の取得

◯当金庫は、あらかじめ利用の目的を明確にして個人情報等の取得をするとともに、偽りそ
の他不正の手段により個人情報等を取得することはありません。また、金庫業務の適切な業
務運営の必要から、お客様の住所・氏名・電話番号、性別、生年月日などの個人情報の取得に
加えて、融資のお申込の際には、資産、年収、勤務先、勤続年数、ご家族情報、金融機関でのお
借入れ状況など、金融商品をお勧めする際には、投資に関する知識・ご経験、資産状況、年収
などを確認させていただくことがあります。

◯お客様の個人情報は、
①預金口座のご新規申込書等、お客様にご記入・ご提出いただく書類等に記載されている事項
②営業店窓口係や営業係等が口頭でお客様から取得した事項
③当金庫ホームページ等の「お問い合わせ」、等の入力事項
④電子交換所等の共同利用者や個人信用情報機関等の第三者から提供される事項
⑤その他一般に公開されている情報

（２）個人情報等の利用目的
◯当金庫は、次の業務において、次の利用目的のために個人情報等を利用し、それ以外の目的

には利用しません。個人番号については、法令等で定められた範囲内でのみ利用します。ま
た、お客様にとって利用目的が明確になるよう具体的に定めるとともに、取得の場面に応
じ、利用目的を限定するよう努めます。

◯お客様本人の同意がある場合、もしくは法令等により開示・提供が求められた場合等を除
いて、個人情報を第三者に開示・提供することはございません。

Ａ．個人情報（個人番号を含む場合を除きます）の利用目的
（業務内容）
①預金業務、為替業務、両替業務、融資業務およびこれらに付随する業務
②公共債・投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法令により

信用金庫が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
③その他信用金庫が営むことができる業務およびこれらに付随する業務（今後取扱いが認め

られる業務を含む）
（利用目的）
①各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため
②法令等に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確

認のため
③預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
④融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
⑤適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のた

め
⑥与信事業に際して当金庫が加盟する個人信用情報機関に個人情報を提供する場合等、適切

な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
⑦他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、

委託された当該業務を適切に遂行するため
⑧お客様との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
⑨市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や

開発のため
⑩ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
⑪提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
⑫各種お取引の解約・終了やお取引解約・終了後の事後管理のため
⑬その他、お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するため
（法令等による利用目的の限定）
①信用金庫法施行規則第１１０条等により、個人情報機関から提供をうけた資金需要者の借

入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供
いたしません。

②信用金庫法施行規則第１１１条等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経
歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目
的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。

Ｂ．個人番号の利用目的
①出資配当金の支払に関する法定書類作成・提供事務のため
②金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務のため
③金融商品取引に関する法定書類作成・提供事務のため
④非課税貯蓄制度等の適用に関する事務のため
⑤教育資金非課税制度に関する法定書類作成・提供事務のため
⑥結婚・子育て資金の一括贈与非課税制度に関する法定書類作成・提供事務のため
⑦上記①～⑥以外の税法に規定する法定書類作成・提供事務のため
⑧預金口座付番に関する事務のため

上記の利用目的につきましては、当金庫のホームページのほか店頭掲示のポスター等でも
ご覧いただけます。

（３）ダイレクト・マーケティングの中止
当金庫は、ダイレクトメールの送付や電話等での勧誘等のダイレクト・マーケティングで個

人情報を利用することについて、お客様から中止のお申出があった場合は、当該目的での個
人情報の利用を中止いたします。中止を希望されるお客様は、下記の当金庫相談窓口までお
申出下さい。

3．個人情報等の正確性の確保について 
当金庫は、お客様の個人情報等について、利用目的の達成のために個人データを正確かつ最

新の内容に保つように努めます。
4．個人情報等の利用目的の通知・開示・訂正等、利用停止等について

◯お客様本人から、当金庫が保有している情報について開示のご請求（第三者提供記録の開示
も含みます。）があった場合には、請求者がご本人であること等を確認させていただいたうえ
で、遅滞なくお答えします。

◯お客様本人から、当金庫が保有する個人情報等の内容が事実でないという理由によって当該
個人情報等の訂正、追加、削除のご要望があった場合には、遅滞なく必要な調査を行ったうえ
で個人情報等の訂正等を行います。なお、調査の結果、訂正等を行わない場合には、その根拠を
ご説明させていただきます。

◯お客様本人から、法令の定めるところにより、当金庫が保有する個人情報等の利用停止また
は消去のご要望があった場合には、遅滞なく必要な調査を行ったうえで利用停止または消去
を行います。なお、調査の結果、利用停止または消去を行わない場合には、その根拠をご説明さ
せていただきます。

◯お客様からの個人情報等の利用目的の通知ならびに個人情報等の開示及び第三者提供記録
の開示のご請求については、所定の手数料をお支払いいただきます。

◯以上のとおり、お客様に関する情報の開示・訂正等、利用停止等が必要な場合は、お取引店また
は下記の当金庫相談窓口までお申出下さい。必要な手続についてご案内させていただきます。

5．個人情報等の安全管理について 
当金庫は、お客様の個人情報等の漏えい、滅失、または毀損の防止その他の個人情報等の適切

な管理のために必要な措置を講じます。
当金庫における個人データの安全管理措置に関しては、当金庫の内部規程等において定めて

おりますが、主な内容は以下のとおりです。 
（１）個人データの適正な取扱いの確保のため、関係法令・ガイドライン等を遵守するとともに、

下記の相談窓口にて、個人データの取扱いに関するご質問・相談および苦情を受け付けてい
ます。

（２）取得、利用、保管、移送、消去・廃棄等の段階ごとに、取扱方法、責任者・取扱者およびその任務
等について定めています。

（３）個人データの取扱いに関する責任者を設置するとともに、個人データを取り扱う職員およ
び当該職員が取り扱う個人データの範囲を明確化し、法令等や内部規程等に違反している
事実またはそのおそれを把握した場合の報告連絡体制を整備しています。また、個人データ
の取扱状況について、定期的に自己点検を実施するとともに、内部監査部門による監査を実
施しています。

（４）個人データの取扱いに関する留意事項について、職員に定期的な研修を実施しています。
（５）個人データを取り扱う区域において、職員の入退室管理および持ち込む機器等の制限を行

うとともに、権限を有しない者による個人データの閲覧を防止する措置を実施しています。
また、個人データを取り扱う機器、電子媒体および書類等の盗難または紛失等を防止するた
めの措置を講じるとともに、当該機器、電子媒体等から容易に個人データが判明しないよう
措置を実施しています。

（６）アクセス制御を実施して、取扱者および取り扱う個人情報データベース等の範囲を限定し
ています。また、個人データを取り扱う情報システムを外部からの不正アクセスまたは不正
ソフトウェアから保護する仕組みを導入しています。

6．委託について
当金庫は、例えば、次のような場合に、個人データの取扱いの委託を行っています。また、委託に

際しましては、お客様の個人情報等の安全管理が図られるよう委託先を適切に監督いたします。
◯キャッシュカード発行・発送に関わる事務
◯定期預金等の期日案内等の作成・発送に関わる事務
◯ダイレクトメールの発送に関わる事務
◯情報システムの運用・保守に関わる業務

7．個人データの第三者提供について
当金庫は、お客さまから同意を得て、個人データの第三者提供を行う場合には、あらかじめ、提

供先の第三者、当該第三者における利用目的、提供する個人データの項目等をお示し、原則とし
て書面（電磁的記録を含みます）にて同意をいただくこととします。

また、その提供先が外国にある第三者の場合には、上記取扱いに加え、法令等の定めるところ
により、あらかじめ、①提供する第三者が所在する外国の名称、②当該外国の個人情報の保護に
関する制度に関する情報、③提供先の第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情
報等について情報提供いたします。

※同意の確認をする時点で、提供先の第三者が所在する外国が特定できない場合には、特定
できない旨及びその具体的な理由等について、また、提供先の第三者が講ずる個人情報の保
護のための措置について情報提供できない場合には、情報提供できない旨及びその理由等
について情報提供します。この場合、事後的に提供先の第三者が所在する外国を特定できた
場合には上記①・②の事項について、事後的に提供先の第三者が講ずる個人情報の保護のた
めの措置等についての情報提供が可能となった場合には上記③の事項について、お客さま
のご依頼に応じて情報提供いたしますのでお申し出ください（ただし、当金庫の業務の適正
な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合等を除きます）。

8．個人情報保護に関する質問・苦情・異議の申し立てについて
当金庫は、個人情報等の取扱いに係るお客様からの苦情処理に適切に取組みます。なお、当金

庫の個人情報等の取扱いに関するご質問・苦情の申し立てにつきましては、お取引店または下
記の当金庫相談窓口までご連絡下さい。

【個人情報に関する相談窓口】
熊本第一信用金庫　事務第二部 情報保護課

住　　所：〒860－8681 熊本市中央区花畑町10番29号
電話番号：096－355－6946

窓口の時間帯：9：00～17：00（信用金庫営業日）　　
FAX：096－355－6899/Ｅメール：mail＠daiichishinkin.co.jp
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個人情報保護

顧客保護管理態勢≫

金融商品に係る勧誘方針≫

多様化する金融ニーズにお応えし、お客さまとの適切な取引を確保するために、商品・サービスに係る適切な説明やお客さまの声への十分な対
応、お客さま情報の適切な管理等を行うべく態勢の整備を図っております。

当金庫では、お客さまに金融商品をお勧めする際に遵守すべき勧誘方針を以下のとおり策定し、職員に徹底しております。また、お客さまが、金融
商品の内容を十分ご理解いただいたうえで判断いただけるよう、職員への十分な教育・研修を行っております。

当金庫は、「金融サービスの提供に関する法律」に基づき、金融商品の販売等に際しては、次の事項を遵守し、勧誘の適正の確保を図

ることとします。

○顧客説明管理態勢

　当金庫はお客さまへの説明を要する全ての取引や商品について、

「金融商品に係る勧誘方針」を制定し、お客さまに対してその知識、

経験、資産の状況及び契約の目的に応じた情報提供および商品説明

を適切かつ十分に行います。

○顧客サポート等管理態勢

　当金庫はお客さまからのご相談・ご要望・苦情等に対して、お客さ

まの理解と信頼を得られるように公正・迅速・適切な対応を行い、お

客さまの正当な利益が確保されるよう努めております。

○顧客情報管理態勢

　当金庫はお客さまに関する情報は法令等に従って適切に取得す

るとともに、不正アクセスや情報の流失・紛失等を防止するよう、厳

正な取扱いを行うよう徹底しております。

○外部委託管理態勢

　当金庫が行う業務を外部に委託する場合においては、その業務を

適切に遂行できる能力を有するものに委託先を限定するとともに、

委託先における委託業務の処理状況や秘密保持管理状況等につい

て、定期的または必要に応じて検証しております。

○利益相反管理態勢

　当金庫は当金庫とお客さまの間、当金庫のお客さま相互間におけ

る利益相反のおそれのある取引に関し、お客さまの利益を不当に害

することのないよう適切な管理を行っております。

1.当金庫は、お客様の知識、経験、財産の状況及び当該金融商

品の販売に係る契約を締結する目的に照らして、適正な情報

の提供と商品説明をいたします。

2.金融商品の選択・購入は、お客様ご自身の判断によってお決

めいただきます。その際、当金庫は、お客様に適正な判断をし

ていただくために、当該金融商品の重要事項について説明を

いたします。

3.当金庫は、誠実・公正な勧誘を心掛け、お客様に対し事実と

異なる説明をしたり、誤解を招くことのないよう、研修等を

通じて役職員の知識の向上に努めます。

4.当金庫は、お客様にとって不都合な時間帯や迷惑な場所での

勧誘は行いません。

5.金融商品の販売等に係る勧誘について、ご意見やお気づきの

点等がございましたら、お近くの窓口までお問い合わせくだ

さい。

金融商品に関する苦情・ご相談は、取扱営業店または下記までお申し出ください。

熊本第一信用金庫　営業推進部　電話番号：096-355-6115

受付時間：8：45～17：30（信用金庫営業日）

阿蘇郡南阿蘇村 草千里ヶ浜
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当金庫では、お客様の利便性向上を図るため、ＩＴの技術を駆使して各種サービスの提供に取り組んでいます。

強固なセキュリティの
「インターネットバンキング」

　当金庫は、個人のお客様、法人・個人事業主のお客様向けにインターネットバンキン
グを提供しています。
　ワンタイムパスワードによる２経路認証や、個人においては画像認証、法人・個人事
業主においては電子証明書の技術を採用し、強固なセキュリティを実現しているほか、
インターネットバンキング専用のセキュリティソフトの無償提供など、お客様に安心し
てご利用いただく環境を構築しています。

来店不要で普通預金口座開設ができる
「スマホ口座開設アプリ」

　当金庫の口座開設アプリは、「本人確認書類」を郵送することなく、簡単・便利に口
座開設のお申し込みができるアプリです。
　アプリ内で当金庫所定のお客様情報をご入力いただき、「本人確認書類」を撮影、送
信いただくことで口座開設お申し込みが完了します。
　また、併せて、インターネットバンキングのお申し込みを行うことができます。

いつでもどこでもスマホで入出金明細や残高を
確認できる「しんきん通帳アプリ」
個人のお客様向けに、場所や時間を選ばず入出金明細や口座および保有資産の残高が
確認できる、しんきん通帳アプリを提供しています。
アプリをインストール後、併せて紙通帳から通帳レスへの切り替えを選択することで、
スマホへの紙通帳の明細イメージの表示や、総合口座定期預金の新約および解約もでき
るようになります。

バーコード付きの納付書なら受け入れＯＫ。
　「しんきんバーコード収納サービス」

当金庫では全営業店の窓口にバーコード収納サービスを導入しています。
バーコードが付いていれば、税金やクレジット、ネットショッピング代金等、ほとん
どの払込票※のお取り扱いが可能です。
コンビニエンスストアと同じ手軽さで、お客様をお待たせいたしません。
※取扱店名に「ＭＭＫ設置店」の記載がある払込票になります。

「営業支援システム」への電子サイン導入

当金庫の営業係が使用する営業支援システムにおいて、訪問先でお客様から金品をお
預かりする際の証として、紙レシートの「預り証」の発行に代えて、営業支援端末（タ
ブレット）による「電子サイン」を導入しています。
受け渡しの明確化を図り、お客様のレシート管理の手間を省くだけでなく、紙資源の
節約にも貢献しています。
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営業のご案内

種類 内容と特色 期間 預入単位

普通預金

貯蓄預金

通知預金

当座預金

決済用普通預金

納税準備預金

総合口座

スーパー定期

大口定期預金

期日指定
定期預金

利息分割受取型
定期預金

変動金利
定期預金

積立定期預金
（自由積立式）

スーパー積金

財形年金貯蓄

財形住宅貯蓄

一般財形貯蓄

定
期
預
金

財
形
貯
蓄

一冊の通帳に普通預金、定期預金さらに自動融資がご利用できる家計簿がわりの便利な口座です。（個人の方に限ります）
給与、年金などの自動受取りおよび公共料金などの自動支払いがご利用いただけます。
いざというときは、総合口座にお預け入れの定期預金残高の90％、最高300万円までの自動融資がご利用いただけます。

出し入れご自由。
キャッシュカードで自動サービスコーナーをご利用いただけます。

金額段階別金利が適用され、自由に使って資金を増やす預金です。
キャッシュカードもご利用いただけます。

まとまった資金の短期運用商品です。

商取引にご利用いただく、小切手・手形の支払のための預金です。

預金保険制度により全額保護されます。利息はつきません。
キャッシュカードもご利用いただけます。

納税に備える預金です。非課税でご利用いただけます。

預入期間6ヶ月毎のサイクルで金利が見直される変動金利定期預金です。

目標額にあわせてマイペースで無理なく有利に積み立てが出来ます。
（自由積立式は個人の方に限ります）

目的に合わせて毎月決まった金額を積み立てる商品です。

個人年金づくりを目的とした預金です。

持ち家の取得や増改築を目的とした預金です。

勤労者の方を対象とした貯蓄目的自由な預金です。

元利金合計
550万円まで
非課税

お預け入れ時の金融情勢により金利が決定されます。個人の方は、さらに
有利な複利型での運用もできます。

金利はお預け入れ時の金融情勢に応じて、当金庫設定の高金利を設定し店
頭に表示します。大口の資金運用に最適、有利です。

お預け入れ時の金融情勢により金利が決定されます。満期日は、預入日の1
年経過後から3年間の任意の日を指定できます。（個人の方に限ります）

スーパー定期および大口定期預金で、満期日までの中間（1､2､3､4､6ヶ月）
で利息を受け取ることができる預金です。（個人の方に限ります）

自由

自由

自由

自由

自由

7日以上

1ヶ月以上5年以内

1ヶ月以上5年以内

最長3年

1年以上5年以内
（1年単位）

1年、2年、3年

満期日確定方式
1年以上5年以内
自由方式
自由

1年以上5年以内
（1年単位）

5年以上

5年以上

3年以上

1円以上
1円単位

1円以上
1円単位

1円以上
1円単位

1円以上
1円単位

1円以上
1円単位

100円以上
1円単位

100円以上
1円単位

100円以上
1円単位

100円以上
1円単位

1,000万円以上
1円単位

1,000円以上
1円単位

100円以上
300万円未満
1円単位

100円以上

100円以上

100円以上

1万円以上
1円単位

預金業務当金庫では、お客様の利便性向上を図るため、ＩＴの技術を駆使して各種サービスの提供に取り組んでいます。

強固なセキュリティの
「インターネットバンキング」

　当金庫は、個人のお客様、法人・個人事業主のお客様向けにインターネットバンキン
グを提供しています。
　ワンタイムパスワードによる２経路認証や、個人においては画像認証、法人・個人事
業主においては電子証明書の技術を採用し、強固なセキュリティを実現しているほか、
インターネットバンキング専用のセキュリティソフトの無償提供など、お客様に安心し
てご利用いただく環境を構築しています。

来店不要で普通預金口座開設ができる
「スマホ口座開設アプリ」

　当金庫の口座開設アプリは、「本人確認書類」を郵送することなく、簡単・便利に口
座開設のお申し込みができるアプリです。
　アプリ内で当金庫所定のお客様情報をご入力いただき、「本人確認書類」を撮影、送
信いただくことで口座開設お申し込みが完了します。
　また、併せて、インターネットバンキングのお申し込みを行うことができます。

いつでもどこでもスマホで入出金明細や残高を
確認できる「しんきん通帳アプリ」
個人のお客様向けに、場所や時間を選ばず入出金明細や口座および保有資産の残高が
確認できる、しんきん通帳アプリを提供しています。
アプリをインストール後、併せて紙通帳から通帳レスへの切り替えを選択することで、
スマホへの紙通帳の明細イメージの表示や、総合口座定期預金の新約および解約もでき
るようになります。

バーコード付きの納付書なら受け入れＯＫ。
　「しんきんバーコード収納サービス」

当金庫では全営業店の窓口にバーコード収納サービスを導入しています。
バーコードが付いていれば、税金やクレジット、ネットショッピング代金等、ほとん
どの払込票※のお取り扱いが可能です。
コンビニエンスストアと同じ手軽さで、お客様をお待たせいたしません。
※取扱店名に「ＭＭＫ設置店」の記載がある払込票になります。

「営業支援システム」への電子サイン導入

当金庫の営業係が使用する営業支援システムにおいて、訪問先でお客様から金品をお
預かりする際の証として、紙レシートの「預り証」の発行に代えて、営業支援端末（タ
ブレット）による「電子サイン」を導入しています。
受け渡しの明確化を図り、お客様のレシート管理の手間を省くだけでなく、紙資源の
節約にも貢献しています。

KUM A MOTO DA I-ICHI SHINK INB A NK
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種類 内容と特色 期間融資金額等

各種制度融資

代理業務

事業者カードローン
「大吉」

しんきんアグリ
サポートローン
「豊作」

ビジネスローン「本丸」

創業サポートローン
「初陣」

地域活性化ローン
「出陣」

特別住宅ローン

無担保住宅ローン

リフォームローン

教育ローン

マイカーローン

一般個人ローン

ＣＳフリーローン

一信たすけ

ＯＳフリーローン

ＯＳ教育ローン

カードローン

教育カードローン

フリーローン

熊本県、熊本市などの制度融資を積極的に取り扱っております。

日本政策金融公庫・住宅金融支援機構、信金中央金庫等のご融
資を取り扱っております。

事業資金をカードで利用いただける、便利なローンです。繰り返
し利用できますので、借入毎の面倒な融資の手続きは不要です。

法人・個人農業者向けの日本政策金融公庫と提携した事業者
ローンで、運転資金や設備資金をご融資いたします。

担保・保証に過度に依存しない商品として、財務内容に応じて、
無担保・代表者のみの保証で迅速にご融資いたします。

日本政策金融公庫と連携した創業者向けの融資商品。新規開業
に必要な運転・設備資金に対応いたします。

日本政策金融公庫と連携した事業者向けの融資商品。地域活性
化を図る事業を営む方で、運転・設備資金に対応いたします。

住宅の購入・新築・増改築などの資金
（5年・10年固定金利型）

申込人及び家族が居住する住宅資金に「無担保」で対応

住まいのリフレッシュプランに

大学・短大・専門学校等の教育関連資金、進学に伴う引越し費用

自動車・二輪車の購入、免許取得費用、車検費用等

使いみち自由（ローン、クレジット等の借換にも使えます）

消費性資金全般

使いみち自由（ローン、クレジット等の借換にも使えます）

現在返済中のローン、クレジットの借換（不動産担保が必要）

使いみち自由（ローン、クレジット等の借換にも使えます）

高校から大学院までの受験、入学、在学中にかかる費用

使いみち自由（返済方法は随時返済型、定額返済型があります）

お申込人の子弟、孫、被扶養親族の教育関連資金

預金担保
300万円～3,000万円

不動産担保
300万円～2,000万円

法人・個人
100万円～6,250万円

1年以上7年以内
（据置期間1年以下）
日本政策金融公庫の

承諾要

法人のみ
100万円～2,000万円

7,200万円（内、運転
資金4,800万円）以内

運転資金7年以内
設備資金10年以内

各融資制度で定める
返済期間以内

1年～3年
（自動更新）

運転資金1,000万円以内
設備資金1,000万円以内

ー

ー

50万円～1億円

ー

ー

1年毎更新

3ヶ月以上5年以内

1年以上40年以内

1,500万円以内

1,000万円以内

1,000万円以内

1,000万円以内

500万円以内

500万円以内

500万円以内

100万円～2,000万円

500万円以内

200万円以内

20年以内

15年以内

16年以内

10年以内

10年以内

10年以内

10年以内

20年以内

10年以内

10年以内

10万円～500万円

500万円以内 卒業まで

※各種ローンは、融資対象が限られている場合や、不動産担保・保証など一定の基準を満たす必要があります。
　また、お申込の状況によってはご融資できない場合もございますので、ご了承ください。なお、ローンのご利用に際しましては無理のない計画的なご利用をお勧めいたします。
※各種ローン（事業性資金、カードローンを除く）に団体信用就業不能保障保険・3大疾病保障特約付団体信用生命保険等を付保することができます。

融資業務
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証券業務・保険業務 他

■投資信託の窓口販売業務

■保険商品の窓口販売業務

■信託業務

■各種サービス

種類

種類

種類

種類

内容

内容

内容

内容

投資信託の窓口販売

損害保険商品の窓口販売

生命保険商品の窓口販売

信託契約代理店業務

投資信託は、お客様からお預かりした資金を一つにまとめ、投資信託会社の資金運用のプロ（ファンドマネージャー）によって、債券・
株式・不動産等の多くの資産に分散投資し、その運用成果をお客様に還元する商品です。
豊かな将来設計のためには、単なる「ためる」から「ふやす」ことを考慮に入れたバランスのよい資産形成を考えることも大切です。投
資信託は中長期的な資産運用に適した金融商品といえます。
当金庫ではお客様の多様なニーズに応えるため、国内外の債券・株式・不動産に投資する17種類（令和5年6月30日現在）の商品を取
り揃えているほか、毎月1万円から累積投資ができる「定時定額買付」もご利用いただけます。
少額投資非課税制度として1人年間120万円の「一般ＮＩＳＡ」、1人年間40万円の「つみたてＮＩＳＡ」及び、1人年間80万円の「ジュ
ニアＮＩＳＡ」もご利用いただけます。
また、令和6年1月の新ＮＩＳＡ制度における投資枠の拡大に伴い、1人年間120万円の「つみたて投資枠」、1人年間240万円の「成長
投資枠」のお取り扱いを開始する予定です。ジュニアＮＩＳＡは令和5年12月末をもって廃止となります。

住宅ローンをご利用されるお客様に安心をお届けする「住宅ローン関連長期火災保険」や「債務返済支援保険」、海外旅行中のケガや病

気を補償する「海外旅行傷害保険」、日常生活でのケガや予期せぬ損害賠償に備える「標準傷害保険」をお取扱いしております。

「定額個人年金保険」「一時払い終身保険」「医療保険」「がん保険」「学資保険」をお取扱いしております。

委託者の相続発生時において複雑な相続手続きを経ずに、事前に指定した受取人による円滑な資金の受取りを可能とするしんきん相

続信託「こころのバトン」、贈与に係る書類の作成や振込手続きなどの贈与手続きを信金中金がサポートし、贈与の記録を残すことで

簡単な生前贈与を可能とするしんきん暦年信託「こころのリボン」をご利用いただけます。

アプリ内で当金庫所定のお客さま情報をご入力いただき、スマホで「運転免許証」と「印影」を撮影、送信いただくことで普通預金の口座開

設お申し込みが完了します。また、併せて、インターネットバンキングのお申し込みを行うことができます。

個人のお客様であれば、お持ちの普通預金口座が通帳レスになり、スマートフォンのアプリで口座および保有資産の残高や取引履歴の確

認ができるようになります。

当金庫の本支店はもちろん、日本全国の信用金庫・銀行・ゆうちょ銀行・セブン銀行やローソン銀行等のATM等でキャッシュカードをご利

用いただけます。当金庫は土曜・日曜・祝日も全店舗でご利用いただけます。またご利用時間は、平日夜8時（一部の店舗は夜7時まで）、土

曜・日曜・祝日は夜7時までとなっております。

給与・年金・配当金などが指定の口座で自動的にお受取りになれます。

電気・電話・ガス・水道・NHKの5大公共料金をはじめ、熊日購読料・クレジット代金・国税・地方税・保険料・学費などをご指定の口座から自

動的にお支払いできます。

インターネットに接続できるパソコンから残高照会やお振込などをご利用いただけます。個人のお客様はスマホでのご利用も可能で

す。また、法人や個人事業主のお客様は、便利な一括データ伝送もご利用いただけます。

しんきんVISA・しんきんJCBなど各種クレジットの決済と加盟店へのご加入をお取次ぎいたします。

インターネットバンキングでPay-easy（ペイジー）を利用して税金等のお支払いができます。

手形・小切手に代わる決済手段で、事業者の事務省力化、資金調達の円滑化を図ることができるサービスです。

当金庫の本支店・全国の信用金庫・銀行等への振込がご利用いただけます。

全店舗でお取扱いしております。ご利用時間は、午前8時45分より稼働終了時刻までとなっております。

お客様のお取引に応じて、ローン金利や各種手数料の優遇が受けられるポイントサービスです。

口座開設アプリ

通帳アプリ

キャッシュサービス

自動受取り

自動支払い

クレジットカード

マルチペイメント
ネットワークサービス

インターネットバンキング

でんさいサービス

ATM振込

ポイントサービス

15歳から25歳以下の学生の方に対し、学生の間はATMの利用手数料を「無料」とするサービスです。「学割」サービス

本店・菊池・熊本駅前・山鹿・植木・清水・上通・松橋・大津・益城の各店で当選金の払戻しができます。
スポーツ振興くじ

「toto」の払出し業務

種類 内容と特色 期間融資金額等

各種制度融資

代理業務

事業者カードローン
「大吉」

しんきんアグリ
サポートローン
「豊作」

ビジネスローン「本丸」

創業サポートローン
「初陣」

地域活性化ローン
「出陣」

特別住宅ローン

無担保住宅ローン

リフォームローン

教育ローン

マイカーローン

一般個人ローン

ＣＳフリーローン

一信たすけ

ＯＳフリーローン

ＯＳ教育ローン

カードローン

教育カードローン

フリーローン

熊本県、熊本市などの制度融資を積極的に取り扱っております。

日本政策金融公庫・住宅金融支援機構、信金中央金庫等のご融
資を取り扱っております。

事業資金をカードで利用いただける、便利なローンです。繰り返
し利用できますので、借入毎の面倒な融資の手続きは不要です。

法人・個人農業者向けの日本政策金融公庫と提携した事業者
ローンで、運転資金や設備資金をご融資いたします。

担保・保証に過度に依存しない商品として、財務内容に応じて、
無担保・代表者のみの保証で迅速にご融資いたします。

日本政策金融公庫と連携した創業者向けの融資商品。新規開業
に必要な運転・設備資金に対応いたします。

日本政策金融公庫と連携した事業者向けの融資商品。地域活性
化を図る事業を営む方で、運転・設備資金に対応いたします。

住宅の購入・新築・増改築などの資金
（5年・10年固定金利型）

申込人及び家族が居住する住宅資金に「無担保」で対応

住まいのリフレッシュプランに

大学・短大・専門学校等の教育関連資金、進学に伴う引越し費用

自動車・二輪車の購入、免許取得費用、車検費用等

使いみち自由（ローン、クレジット等の借換にも使えます）

消費性資金全般

使いみち自由（ローン、クレジット等の借換にも使えます）

現在返済中のローン、クレジットの借換（不動産担保が必要）

使いみち自由（ローン、クレジット等の借換にも使えます）

高校から大学院までの受験、入学、在学中にかかる費用

使いみち自由（返済方法は随時返済型、定額返済型があります）

お申込人の子弟、孫、被扶養親族の教育関連資金

預金担保
300万円～3,000万円

不動産担保
300万円～2,000万円

法人・個人
100万円～6,250万円

1年以上7年以内
（据置期間1年以下）
日本政策金融公庫の

承諾要

法人のみ
100万円～2,000万円

7,200万円（内、運転
資金4,800万円）以内

運転資金7年以内
設備資金10年以内

各融資制度で定める
返済期間以内

1年～3年
（自動更新）

運転資金1,000万円以内
設備資金1,000万円以内

ー

ー

50万円～1億円

ー

ー

1年毎更新

3ヶ月以上5年以内

1年以上40年以内

1,500万円以内

1,000万円以内

1,000万円以内

1,000万円以内

500万円以内

500万円以内

500万円以内

100万円～2,000万円

500万円以内

200万円以内

20年以内

15年以内

16年以内

10年以内

10年以内

10年以内

10年以内

20年以内

10年以内

10年以内

10万円～500万円

500万円以内 卒業まで

※各種ローンは、融資対象が限られている場合や、不動産担保・保証など一定の基準を満たす必要があります。
　また、お申込の状況によってはご融資できない場合もございますので、ご了承ください。なお、ローンのご利用に際しましては無理のない計画的なご利用をお勧めいたします。
※各種ローン（事業性資金、カードローンを除く）に団体信用就業不能保障保険・3大疾病保障特約付団体信用生命保険等を付保することができます。
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令和5年６月30日現在令和5年６月30日現在

■ATM利用手数料一覧

■振込手数料

■代金取立手数料 ■その他の手数料

入金

出金

入金

出金

入金

出金

入金

出金

当金庫

他信用金庫

提携金融機関

ゆうちょ銀行

無料

110

110

110

220

220

220

220

無料

無料

無料

無料

110

110

110

110

無料

110

110

110

220

220

220

220

無料

110

無料

110

220

220

110

110

無料

110

無料

110

220

220

220

220

無料

110

110

110

220

220

220

220

8:00～8:45
区分

8:45～18:00 18:00～21:00 9:00～14:00 14:00～19:00 9:00～19:00

平日 土曜 日曜・祝日

（単位：円）

（単位：円）

（単位：円）（単位：円）

※提携金融機関のカードでのご入金はご利用できない金融機関があります

自店宛

本支店宛

電信扱（他行宛）

文書扱（他行宛）

自店宛

本支店宛

他行宛

自店宛

本支店宛

他行宛

自店宛

本支店宛

他行宛

自店宛

本支店宛

他行宛

330

330

550

550

無料

無料

275

110

110

440

110

220

550

無料

55

330

550

550

880

880

110

165

495

220

330

660

330

440

660

無料

165

550

330

330

660

660

55

55

330

110

110

440

110

220

550

無料

110

385

330

330

660

550

55

55

385

220

330

660

330

440

660

無料

110

440

当金庫キャッシュカード利用

他行庫キャッシュカード利用

現　　　　金

窓　　　　口

A　T　M

ホームバンキング・ファームバンキング・
しんきんテレホンバンキング・しんきん自動振込・
インターネットバンキング

3万円未満 3万円以上

会員 会員非会員 非会員

小切手（1枚当たり） 金額 区分 金額

金額

金額特殊扱

手形・その他（1枚当たり）

直接預金入金できる小切手

取立後預金入金する小切手（振出日取立小切手など）

電子手形交換所へ持込できるもの

上記以外のもの（個別取立）

送金・振込組戻し手数料

取立手形組戻料

取立手形店頭呈示料

不渡手形返却料

送金・振込手数料と同じ

自店宛

その他宛

無料

440

440

1,100

法人インターネットバンキング月間手数料

ファームバンキング月間手数料

通帳・証書・キャッシュカード再発行手数料

証明書発行手数料

マル専口座開設手数料

マル専手形代（１枚当たり）

約束手形帳発行手数料

小切手帳発行手数料

手形・小切手帳振出署名判登録料

融資証明書発行手数料

硬貨入金手数料

（証明金額１億円未満）

（証明金額１億円以上）

1枚～300枚

301枚～1,000枚

1,001枚～2,000枚

2,001枚以上

1,100

3,300

1,100

550

3,300

770

2,200

2,200

5,500

5,500

11,000

無料

330

660

990

KUM A MOTO DA I-ICHI SHINK INB A NK

主な手数料のご案内

以降、1,000枚毎に330円が加算されます

無料

660

660

660
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■熊本第一信用金庫 Presents 飲食店応援キャンペーン

新型コロナウイルスの影響で厳しい環境下にある熊本市中心市街地飲食店の売

上支援を目的とし、令和4年10月21日から令和5年3月31日にかけ、150名にホ

テルのギフト券が当たるデジタルスタンプラリー（第2弾）を開催しました。併せ

て、参加飲食店271店舗を紹介したガイドブック「くまもと街なかグルメガイド」

を作成し、最終的に5,739名の方々に参加いただき、盛況のうちに終了しました。

今後も地域の活性化につながる活動を続けてまいります。

この商品は、熊本城の復興支援を目的として発売しており

ます。本商品の預金総額に応じて、熊本市に熊本城災害復旧

支援金を寄附するもので、令和4年度は82万円を寄附しまし

た（寄附金については、お客さまのご負担はございません）。

本年度も、「天守閣」第5弾の取扱を開始しており、引き続き

熊本城復興への支援を続けてまいります。

■熊本城復興支援定期預金「天守閣」

KUM A MOTO DA I-ICHI SHINK INB A NK

トピックス

■インターンシップの受入れ

　地域に密着した活動の一環として、学生の皆さまに就業体験を

通じて、職業意識向上や将来の職業選択等に役立てていただこう

と考え、インターンシップの受入れを毎年実施しております。

　令和4年度は、「インターンシップ」、「就活応援講座」を開催し、

学生59名を受入れました。

令和5年６月30日現在令和5年６月30日現在

■ATM利用手数料一覧

■振込手数料

■代金取立手数料 ■その他の手数料

入金

出金

入金

出金

入金

出金

入金

出金

当金庫

他信用金庫

提携金融機関

ゆうちょ銀行

無料

110

110

110

220

220

220

220

無料

無料

無料

無料

110

110

110

110

無料

110

110

110

220

220

220

220

無料

110

無料

110

220

220

110

110

無料

110

無料

110

220

220

220

220

無料

110

110

110

220

220

220

220

8:00～8:45
区分

8:45～18:00 18:00～21:00 9:00～14:00 14:00～19:00 9:00～19:00

平日 土曜 日曜・祝日

（単位：円）

（単位：円）

（単位：円）（単位：円）

※提携金融機関のカードでのご入金はご利用できない金融機関があります

自店宛

本支店宛

電信扱（他行宛）

文書扱（他行宛）

自店宛

本支店宛

他行宛

自店宛

本支店宛

他行宛

自店宛

本支店宛

他行宛

自店宛

本支店宛

他行宛

330

330

550

550

無料

無料

275

110

110

440

110

220

550

無料

55

330

550

550

880

880

110

165

495

220

330

660

330

440

660

無料

165

550

330

330

660

660

55

55

330

110

110

440

110

220

550

無料

110

385

330

330

660

550

55

55

385

220

330

660

330

440

660

無料

110

440

当金庫キャッシュカード利用

他行庫キャッシュカード利用

現　　　　金

窓　　　　口

A　T　M

ホームバンキング・ファームバンキング・
しんきんテレホンバンキング・しんきん自動振込・
インターネットバンキング

3万円未満 3万円以上

会員 会員非会員 非会員

小切手（1枚当たり） 金額 区分 金額

金額

金額特殊扱

手形・その他（1枚当たり）

直接預金入金できる小切手

取立後預金入金する小切手（振出日取立小切手など）

電子手形交換所へ持込できるもの

上記以外のもの（個別取立）

送金・振込組戻し手数料

取立手形組戻料

取立手形店頭呈示料

不渡手形返却料

送金・振込手数料と同じ

自店宛

その他宛

無料

440

440

1,100

法人インターネットバンキング月間手数料

ファームバンキング月間手数料

通帳・証書・キャッシュカード再発行手数料

証明書発行手数料

マル専口座開設手数料

マル専手形代（１枚当たり）

約束手形帳発行手数料

小切手帳発行手数料

手形・小切手帳振出署名判登録料

融資証明書発行手数料

硬貨入金手数料

（証明金額１億円未満）

（証明金額１億円以上）

1枚～300枚

301枚～1,000枚

1,001枚～2,000枚

2,001枚以上

1,100

3,300

1,100

550

3,300

770

2,200

2,200

5,500

5,500

11,000

無料

330

660

990

KUM A MOTO DA I-ICHI SHINK INB A NK

主な手数料のご案内

以降、1,000枚毎に330円が加算されます

無料

660

660

660
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■固定金利型融資商品「特別住宅ローン」

当金庫は、地域活性化を図るため、固定金利型（5年固定型・10年

固定型）の融資商品「特別住宅ローン」を発売しております。

「特別住宅ローン」は、借入期間最長40年で、5年固定型は、融資

年率0.95％（別途保証料）、10年固定型は、融資年率1.25％（別途

保証料）であり、3大疾病保障特約団信及び就業不能保障保険付団

信（加入対象年齢20歳以上51歳未満）、一般団信（加入対象年齢20

歳以上70歳未満）が金利込みとなっています。

■「よかボス企業」に登録

　当金庫は、熊本県「よかボス企業」に登録されております。

　「よかボス」とは、自ら仕事と生活の充実に取り組むとともに、共に働く職員等の仕事と生活の

充実を応援するボス（企業の代表者）のことで、熊本県ではこの「よかボス」がいる「よかボス企

業」を熊本県内全体に広げ、仕事と子育ての両立支援や働きやすい環境づくりを推進することに

より、県民の総幸福量の最大化を目指すことを目的として創設されたものです。

　当金庫でも「よかボス宣言」を行い、職員の仕事と生活の充実を応援するとともに、お客様の御

結婚、子育て支援等にも様々な地域貢献活動を通じて引き続き積極的に取り組んで参ります。

■各種団体信用生命保険付証貸ローン

　当金庫では、各種ローン（事業性資金を除くフリーローン・教育ローン・マイカーローン・リ

フォームローン等）に安心保障をプラスした商品を発売しております。

　団体信用就業不能保障保険・3大疾病保障特約付団体信用生命保険等を個人向け証貸ローン

に付保（セット）することで、所定の保険金支払い事由に該当した場合、その保険金により借入

残高を0円にするものです。

■しんきん SDGs 私募債「くまもとの未来」を受託

当該私募債は、信金中央金庫のＳＤＧｓ私募債のスキームで、地元企業が

当該私募債を発行する際に当金庫と信金中央金庫（財務代理人）の引受等手

数料を一定額割引し、その割引額を原資として当該企業は指定する団体等に

物品等を寄附・寄贈することができ、当該企業における地域と一体となった

ＳＤＧｓ推進の取組みを支援するものです。

当金庫では、令和５年２月に熊本県の信用金庫では初めて取引先発行の当

該私募債を受託し、当該取引先は子供食堂へ「季節の野菜定期便」を寄附して

おられます。
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外部格付≫

概　要≫

Moody's

S＆Pグローバル・レーティング

格付投資情報センター

日本格付研究所

Ａ１

Ａ

Ａ＋

ＡＡ

Ｐ‐１

Ａ‐１

‐

‐

安定的

安定的

安定的

安定的

格付会社 長　期 アウトルック 短　期

資金量

36兆円 254金庫

国内14拠点
海外6拠点

役職員数

1,258人

会員数

拠点数

2023年３月末時点

2023年３月末時点

事業内容≫

信金中金は、邦銀トップクラスの格付を有しております。

信金中央金庫（略称：信金中金）は、全国の信用金庫を
会員とする協同組織形態の金融機関であり、信用金庫の
中央金融機関として1950年に創立しました。

信金中金は、さまざまな金融商品・サービ
スを提供しているほか、全国の信用金庫か
ら預け入れられた豊富な資金を国内外の金
融市場における有価証券投資や事業会社な
どへの貸出により運用しています。

また、信金中金は、「地域の課題を解決す
る機能」、「信用金庫のセントラルバンク機
能」および「機関投資家としての機能」を有
しており、地域社会の皆さまに質の高い
サービスを提供することで、地域における
さまざまな課題を解決し、信用金庫ととも
に持続的な成長を目指しています。

KUM A MOTO DA I-ICHI SHINK INB A NK

信金中央金庫 ～信用金庫の「中央金融機関」～

■創立

信用金庫がお客さまのために行っている
多様な業務をサポートし、顧客ニーズの多様
化・高度化に信用金庫が迅速に対応できるよ
う、中小企業のビジネスマッチングや海外展
開、個人の資産形成や相続、地域創生やフィ
ンテックの活用などに取り組んでいます。

信用金庫の収益力向上や健全性確保など
に向けて、信用金庫のセントラルバンクとし
て、コンサルティング機能のさらなる強化や
信用金庫業界のサイバーセキュリティ対策
のほか、信用金庫経営力強化制度等の適時・
適切な運営を通じて、信用金庫業界の信用秩
序の維持に万全を期しています。

全国の信用金庫から預け入れられた預金
や金融債を発行して調達した資金を、国内外
の金融商品や事業会社などへの貸出により
運用しています。また、グローバルに投融資
を行っている金融グループとして持続可能
な社会の実現に向け、ＥＳＧ投融資等を推進
しています。

■地域の課題を解決する機能

2000年に東京証券取引所に優先出資
証券を上場しました（証券コード 8421）。

■上場

■信用金庫のセントラルバンク機能 ■機関投資家としての機能

■固定金利型融資商品「特別住宅ローン」

当金庫は、地域活性化を図るため、固定金利型（5年固定型・10年

固定型）の融資商品「特別住宅ローン」を発売しております。

「特別住宅ローン」は、借入期間最長40年で、5年固定型は、融資

年率0.95％（別途保証料）、10年固定型は、融資年率1.25％（別途

保証料）であり、3大疾病保障特約団信及び就業不能保障保険付団

信（加入対象年齢20歳以上51歳未満）、一般団信（加入対象年齢20

歳以上70歳未満）が金利込みとなっています。

■「よかボス企業」に登録

　当金庫は、熊本県「よかボス企業」に登録されております。

　「よかボス」とは、自ら仕事と生活の充実に取り組むとともに、共に働く職員等の仕事と生活の

充実を応援するボス（企業の代表者）のことで、熊本県ではこの「よかボス」がいる「よかボス企

業」を熊本県内全体に広げ、仕事と子育ての両立支援や働きやすい環境づくりを推進することに

より、県民の総幸福量の最大化を目指すことを目的として創設されたものです。

　当金庫でも「よかボス宣言」を行い、職員の仕事と生活の充実を応援するとともに、お客様の御

結婚、子育て支援等にも様々な地域貢献活動を通じて引き続き積極的に取り組んで参ります。

■各種団体信用生命保険付証貸ローン

　当金庫では、各種ローン（事業性資金を除くフリーローン・教育ローン・マイカーローン・リ

フォームローン等）に安心保障をプラスした商品を発売しております。

　団体信用就業不能保障保険・3大疾病保障特約付団体信用生命保険等を個人向け証貸ローン

に付保（セット）することで、所定の保険金支払い事由に該当した場合、その保険金により借入

残高を0円にするものです。

■しんきん SDGs 私募債「くまもとの未来」を受託

当該私募債は、信金中央金庫のＳＤＧｓ私募債のスキームで、地元企業が

当該私募債を発行する際に当金庫と信金中央金庫（財務代理人）の引受等手

数料を一定額割引し、その割引額を原資として当該企業は指定する団体等に

物品等を寄附・寄贈することができ、当該企業における地域と一体となった

ＳＤＧｓ推進の取組みを支援するものです。

当金庫では、令和５年２月に熊本県の信用金庫では初めて取引先発行の当

該私募債を受託し、当該取引先は子供食堂へ「季節の野菜定期便」を寄附して

おられます。
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中期経営計画≫

グループ紹介≫

金融の高度化、IT技術の進展などにより金融機関を取り巻く環境が大きく変化する中で、信金中金自体の経営基盤の強化や信用金庫の業務・
経営にかかるサポートを行うため、連結子会社9社と一体となって幅広い金融サービス業務を展開しています。

●消費者信用保証業務
　信金ギャランティ㈱

●証券業務
　しんきん証券㈱
　信金インターナショナル㈱

●地域商社業務
　しんきん地域創生ネットワーク㈱
　※2021年７月設立・開業

●データ処理の受託業務等
　㈱しんきん情報システムセンター

●事務処理の受託業務等
　信金中金ビジネス㈱

信用金庫と信金中央金庫のネットワーク≫

●海外ビジネス支援業務
　信金シンガポール㈱
　※2021年２月設立・７月開業

●投資運用業務
　しんきんアセットマネジメント投信㈱

●投資・Ｍ&Ａ仲介業務
　信金キャピタル㈱

日本全国に拡がる254の信用金庫は、約
7,100店舗のネットワークを形成しているほ
か、888万人を超える会員と160兆円の預金量
を擁しており、わが国の金融業界の中で重要な
地位を占めています。
また、信金中金グループは、信金中金および
グループ会社9社で構成されており、全国の信
用金庫と連携しつつグループ一体となって幅
広いサービスを提供しています。海外には6拠
点を設け、現地銀行とも連携し、信用金庫取引
先の海外進出などを支援しています。

2023年３月末時点

熊
本
第
一
信
用
金
庫
の
現
況

26



中期経営計画≫

グループ紹介≫

金融の高度化、IT技術の進展などにより金融機関を取り巻く環境が大きく変化する中で、信金中金自体の経営基盤の強化や信用金庫の業務・
経営にかかるサポートを行うため、連結子会社9社と一体となって幅広い金融サービス業務を展開しています。

●消費者信用保証業務
　信金ギャランティ㈱

●証券業務
　しんきん証券㈱
　信金インターナショナル㈱

●地域商社業務
　しんきん地域創生ネットワーク㈱
　※2021年７月設立・開業

●データ処理の受託業務等
　㈱しんきん情報システムセンター

●事務処理の受託業務等
　信金中金ビジネス㈱

信用金庫と信金中央金庫のネットワーク≫

●海外ビジネス支援業務
　信金シンガポール㈱
　※2021年２月設立・７月開業

●投資運用業務
　しんきんアセットマネジメント投信㈱

●投資・Ｍ&Ａ仲介業務
　信金キャピタル㈱

日本全国に拡がる254の信用金庫は、約
7,100店舗のネットワークを形成しているほ
か、888万人を超える会員と160兆円の預金量
を擁しており、わが国の金融業界の中で重要な
地位を占めています。
また、信金中金グループは、信金中金および
グループ会社9社で構成されており、全国の信
用金庫と連携しつつグループ一体となって幅
広いサービスを提供しています。海外には6拠
点を設け、現地銀行とも連携し、信用金庫取引
先の海外進出などを支援しています。

2023年３月末時点

【お知らせ】

当金庫ではキャッシュカードが発
行されているお客様は、全営業店
（24店舗）の現金自動預払機（ATM）
で通帳と暗証番号による現金払い
ができます。

当金庫では、全営業店（24店舗）の
現金自動預払機（ATM）で、お客様ご
自身で簡単に暗証番号の変更がで
きます。

01
02
03
04
05
06
07
08
09
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
24
25
26
27
28

☆
◎
◎
○
◎
◎
○
◎
◎
◎
○
◎
○
◎
◎
○
◎
◎

   ◎（帯山支店内）

○
○
◎
○
◎

本 店 営 業 部
菊 池 支 店
水 前 寺 支 店
熊本駅前支店
帯 山 支 店
山 鹿 支 店
来 民 支 店
植 木 支 店
健 軍 支 店
南 熊 本 支 店
清 水 支 店
武蔵ヶ丘支店
小 峯 支 店
上 通 支 店
田 崎 支 店
新 町 支 店
松 橋 支 店
刈 草 支 店
尾 ノ 上 支 店
御 船 支 店
玉 名 支 店
大 津 支 店
益 城 支 店
八 代 支 店

店番 店　名 ATM
（自動預払機）

☆…８：００～２０：００
◎…８：４５～２０：００
○…８：４５～１９：００

※全店年中無休でご利用いただけます。
※土、日、祝日は９：００～１９：００の稼働と
　なっております。

来民

山鹿

玉名

菊池

大津

益城

御船

松橋

八代

熊本市内1 5店舗
本店・水前寺・熊本駅前
帯山・植木・健軍・南熊本
清水・武蔵ヶ丘・小峯
上通・田崎・新町・刈草
尾ノ上（帯山支店内）

店舗外自動機（ATM・CD）設置場所

自動預払機（ATM） 自動支払機（CD）
●SAKURA MACHI Kumamoto
●鶴屋百貨店
●熊本市役所
●熊本県庁
●熊本学園大学
●ゆめタウンはません
●ゆめタウンサンピアン
●菊池ショッピングキャニオン
●熊本市民病院
●JR熊本駅
●ゆめマート城山
●日赤病院
●山鹿市役所

●熊本県立大学
●嘉島町役場
●宇城市役所

≫
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資  料  編
目　　次

経営指標

財務諸表

報酬体系について

預金業務関係

融資業務関係

有価証券関係

子会社等の概況／連結基準における指標

バーゼルⅢ第３の柱に係る開示

29

31

35

35

36

39

40

41

最近の 5 事業年度の主要な経営指標の推移

最近の２事業年度の主要な業務の状況を示す指標

第69期
平成30年度

第70期
令和元年度

第71期
令和2年度

第72期
令和3年度

第73期
令和4年度

経 常 収 益

経 常 利 益

当 期 純 利 益

出　　資
総 額

総 口 数

純 資 産 額

総 資 産 額

預 金 積 金 残 高

貸 出 金 残 高

有 価 証 券 残 高

単体自己資本比率

出資に対する配当金

（出資 1 口当たり）

役 員 数

うち常勤役員数

職 員 数

会 員 数

5,330,427 千円

1,154,681 千円

651,594 千円

3,643 百万円

36 百万口

11,390 百万円

314,157 百万円

279,852 百万円

158,180 百万円

22,591 百万円

8.34％

72,869,819 円

2 円

13 人

8 人

238 人

23,192 人

5,420,344

942,491

588,209

3,643

36

11,805

316,359

282,311

159,830

22,420

8.63

72,869,550

2

15

10

236

23,124

4,906,784

452,781

314,045

3,645

36

12,148

340,783

303,986

165,646

23,592

9.24

72,885,476

2

15

9

232

23,110

4,457,389

464,151

308,440

3,646

36

12,201

347,131

308,176

168,206

26,050

8.96

72,916,428

2

16

10

227

23,002

4,521,333

297,165

333,934

3,646

36

12,129

341,648

310,995

169,534

39,319

9.15

72,921,972

2

16

9

221

22,915

（注）残高計数は、期末日現在のものであり、総資産額には債務保証見返は含んでおりません。

■業務粗利益 （単位：千円） （単位：千円）

（単位：%）

資 金 運 用 収 支

　資 金 運 用 収 益

　資 金 調 達 費 用

役 務 取 引 等 収 支

　役 務 取 引 等 収 益

　役 務 取 引 等 費 用

そ の 他 の 業 務 収 支

　そ の 他 業 務 収 益

　そ の 他 業 務 費 用

業 務 粗 利 益

業 務 粗 利 益 率

3,896,885

3,988,432

91,546

△ 123,276

340,299

463,575

△ 65,147

19,618

84,765

3,708,461

1.09%

3,859,865

3,983,602

123,736

△ 63,530

343,144

406,674

△ 55,004

18,379

73,383

3,741,330

1.10%

令和 3年度 令和 4年度

　（注）1. 業務粗利益率＝

2. 国内業務部門と国際業務部門の区別はしておりません。

業務粗利益

資金運用勘定平均残高
×100

■業務純益

業 務 純 益

実 質 業 務 純 益

コ ア 業 務 純 益

コ ア 業 務 純 益
（投資信託解約損益を除く。）

令和 3年度

令和 3年度

令和 4年度

令和 4年度

875,488

795,176

800,644

804,661

840,724

841,383

800,644 841,383

(注) 1．業務純益＝業務収益－（業務費用－金銭の信託運用見合費用）
業務費用には、例えば人件費のうちの役員退職慰労引当金繰
入等のような臨時的な経費等を含まないこととしております。
また、貸倒引当金繰入額が全体として繰入超過の場合、一般貸
倒引当金繰入額(または取崩額)を含みます。

2．実質業務純益＝業務純益＋一般貸倒引当金繰入額
実質業務純益は、業務純益から、一般貸倒引当金繰入額の影響
を除いたものです。

3．コア業務純益＝実質業務純益－国債等債券損益
国債等債券損益は、国債等債券売却益、国債等債券償還益、国
債等債券売却損、国債等債券償還損、国債等債券償却を通算し
た損益です。  

利　鞘

資 金 運 用 利 回

資 金 調 達 原 価 率

総 資 金 利 鞘

1.17

0.90

0.27

1.17

0.90

0.27
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資金運用収支

受取・支払利息の増減

利益率

（単位：千円）

（単位：%）

（単位：残高　百万円、利息　千円）

令和 3年度

令和 3年度

令和 3年度

令和 4年度

令和 4年度

令和 4年度

資 金 運 用 勘 定

う ち 貸 出 金

う ち 預 け 金

う ち 有 価 証 券

資 金 調 達 勘 定

う ち 預 金 積 金

う ち 譲 渡 性 預 金

う ち 借 用 金

157,443

126,183

△ 1,573

32,833

△ 3,324

235

ー

△ 3,559

△ 161,973

△ 145,739

1,740

△ 17,975

35,514

△ 1,599

ー

37,113

△ 4,530

△ 19,556

167

14,857

32,190

△ 1,363

ー

33,553

16,314

△ 17,515

8,297

25,532

1,481

1,556

ー

△ 74

△ 320,083

△ 136,716

△ 13,674

△ 169,692

△ 10,731

△ 10,642

ー

△ 89

△ 303,769

△ 154,232

△ 5,377

△ 144,159

△ 9,250

△ 9,085

ー

△ 164

339,520

168,942

136,647

32,437

333,554

312,603

ー

20,951

3,983,602

3,645,255

119,199

182,034

123,736

41,109

ー

82,627

1.17

2.15

0.08

0.56

0.03

0.01

ー

0.39

338,985

164,274

148,623

24,550

333,653

310,891

ー

22,761

3,988,432

3,664,811

119,031

167,176

91,546

42,472

ー

49,073

1.17

2.23

0.08

0.68

0.02

0.01

ー

0.21

残高による増減 残高による増減利率による増減 利率による増減純増減 純増減

利息 利息利回り(%) 利回り(%)平均残高平均残高

（注）１.資金運用勘定は、無利息の預け金の平均残高（令和3年度145百万円、令和4年度147百万円）を控除して表示しております。

２.国内業務部門と国際業務部門の区別はしておりません。 

受 取 利 息

う ち 貸 出 金

う ち 預 け 金

う ち 有 価 証 券

支 払 利 息

う ち 預 金 積 金

う ち 譲 渡 性 預 金

う ち 借 用 金

（注）１. 残高及び利率の増減要因が重なる部分については両者の増減割合に応じて按分しております。

２. 国内業務部門と国際業務部門の区別はしておりません。

総 資 産 経 常 利 益 率

総 資 産 当 期 純 利 益 率

0.13

0.08

0.08

0.09

（注）総資産経常（当期純）利益率＝
経常（当期純)利益

総資産（除く債務保証見返）平均残高
×100
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資金運用収支

受取・支払利息の増減

利益率

（単位：千円）

（単位：%）

（単位：残高　百万円、利息　千円）

令和 3年度

令和 3年度

令和 3年度

令和 4年度

令和 4年度

令和 4年度

資 金 運 用 勘 定

う ち 貸 出 金

う ち 預 け 金

う ち 有 価 証 券

資 金 調 達 勘 定

う ち 預 金 積 金

う ち 譲 渡 性 預 金

う ち 借 用 金

157,443

126,183

△ 1,573

32,833

△ 3,324

235

ー

△ 3,559

△ 161,973

△ 145,739

1,740

△ 17,975

35,514

△ 1,599

ー

37,113

△ 4,530

△ 19,556

167

14,857

32,190

△ 1,363

ー

33,553

16,314

△ 17,515

8,297

25,532

1,481

1,556

ー

△ 74

△ 320,083

△ 136,716

△ 13,674

△ 169,692

△ 10,731

△ 10,642

ー

△ 89

△ 303,769

△ 154,232

△ 5,377

△ 144,159

△ 9,250

△ 9,085

ー

△ 164

339,520

168,942

136,647

32,437

333,554

312,603

ー

20,951

3,983,602

3,645,255

119,199

182,034

123,736

41,109

ー

82,627

1.17

2.15

0.08

0.56

0.03

0.01

ー

0.39

338,985

164,274

148,623

24,550

333,653

310,891

ー

22,761

3,988,432

3,664,811

119,031

167,176

91,546

42,472

ー

49,073

1.17

2.23

0.08

0.68

0.02

0.01

ー

0.21

残高による増減 残高による増減利率による増減 利率による増減純増減 純増減

利息 利息利回り(%) 利回り(%)平均残高平均残高

（注）１.資金運用勘定は、無利息の預け金の平均残高（令和3年度145百万円、令和4年度147百万円）を控除して表示しております。

２.国内業務部門と国際業務部門の区別はしておりません。 

受 取 利 息

う ち 貸 出 金

う ち 預 け 金

う ち 有 価 証 券

支 払 利 息

う ち 預 金 積 金

う ち 譲 渡 性 預 金

う ち 借 用 金

（注）１. 残高及び利率の増減要因が重なる部分については両者の増減割合に応じて按分しております。

２. 国内業務部門と国際業務部門の区別はしておりません。

総 資 産 経 常 利 益 率

総 資 産 当 期 純 利 益 率

0.13

0.08

0.08

0.09

（注）総資産経常（当期純）利益率＝
経常（当期純)利益

総資産（除く債務保証見返）平均残高
×100

4,779 
142,601 

ー
141 

ー
26,050 

304 
9,653 

10,941 
1,285 
3,866 

168,206 
512 

15,355 
143,677 

8,660 
ー
ー

1,864 
60 

1,370 
25 

200 
207 

5,043 
1,059 
3,688 

ー
295 

60 
44 
ー

16 
1,195 

ー
325 

△ 2,812
△ 2,504

347,456 

308,176 
4,164 

124,402 
140 
245 

165,517 
11,931 
1,774 

25,130 
25,130 

456 
82 
52 
1 

97 
159 

0 
ー

62 
120 

ー
340 
319 
35 
45 
ー
ー

304 
325 

335,255 

3,646 
3,646 

ー
ー
ー
ー
ー

7,850 
1,716 
6,134 
5,693 
5,693 

440 
△ 0

ー
ー

11,496 
△ 92

ー
796 
704 

12,201 
347,456 

310,995 
3,715 

128,785 
147 
359 

164,939 
11,539 

1,508 
16,820 
16,820 

497 
93 
59 

0 
92 

153 
0 
ー

97 
152 

ー
308 
344 

31 
66 
ー
ー

301 
251 

329,770 

3,646 
3,646 

ー
ー
ー
ー
ー

8,119 
1,747 
6,372 
5,893 
5,893 

479 
△0

ー
ー

11,766 
△ 425

ー
788 
362 

12,129 
341,900 

4,073 
122,859 

ー
107 

ー
39,319 

8,532 
12,316 
13,403 

1,387 
3,679 

169,534 
542 

16,801 
143,848 

8,340 
ー
ー

2,024 
134 

1,370 
43 

276 
200 

4,911 
1,009 
3,671 

11 
220 
90 
74 
ー

16 
1,302 

ー
251 

△ 2,574
△ 2,230

341,900 

現 金
預 け 金
コ ー ル ロ ー ン
買 入 金 銭 債 権
金 銭 の 信 託
有 価 証 券

国 債
地 方 債
社 債
株 式
そ の 他 の 証 券

貸 出 金
割 引 手 形
手 形 貸 付
証 書 貸 付
当 座 貸 越

外 国 為 替
外 国 他 店 預 け

そ の 他 資 産
未 決 済 為 替 貸
信 金 中 金 出 資 金
前 払 費 用
未 収 収 益
そ の 他 の 資 産

有 形 固 定 資 産
建 物
土 地
建 設 仮 勘 定
その他の有形固定資産

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ ェ ア
の れ ん
その他の無形固定資産

繰 延 税 金 資 産
再評価に係る繰延税金資産
債 務 保 証 見 返
貸 倒 引 当 金
（うち個別貸倒引当金）

資 産 の 部 合 計

預 金 積 金
当 座 預 金
普 通 預 金
貯 蓄 預 金
通 知 預 金
定 期 預 金
定 期 積 金
そ の 他 の 預 金

借 用 金
借 入 金

そ の 他 負 債
未 決 済 為 替 借
未 払 費 用
給 付 補 塡 備 金
未 払 法 人 税 等
前 受 収 益
払 戻 未 済 金
払 戻 未 済 持 分
そ の 他 の 負 債

賞 与 引 当 金
役 員 賞 与 引 当 金
退 職 給 付 引 当 金
役員退職慰労引当金
睡眠預金払戻損失引当金
偶 発 損 失 引 当 金
そ の 他 の 引 当 金
特 別 法 上 の 引 当 金
再評価に係る繰延税金負債
債 務 保 証
負 債 の 部 合 計

（純資産の部）
出 資 金

普 通 出 資 金
優 先 出 資 金

優先出資申込証拠金
資 本 剰 余 金

資 本 準 備 金
そ の 他 資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金
利 益 準 備 金
そ の 他 利 益 剰 余 金

特 別 積 立 金
（特別変動積立金)
当期未処分剰余金

処 分 未 済 持 分
自 己 優 先 出 資
自己優先出資申込証拠金
会 員 勘 定 合 計
その他有価証券評価差額金
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益
土 地 再 評 価 差 額 金
評価・換算差額等合計
純 資 産 の 部 合 計
負債及び純資産の部合計

■負債及び純資産の部

貸借対照表
■資産の部

（単位：百万円）

（資産の部） （負債の部）

科　　目 科　　目
第72期

令和 4年 3月末
第 72期

令和 4年 3月末
第 73期

令和 5年 3月末
第 73期

令和 5年 3月末

KUM A MOTO DA I-ICHI SHINK INB A NK

財務諸表
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貸借対照表注記
（注）
1．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
2．有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、子

会社・子法人等株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については時価法（売
却原価は主として移動平均法により算定）、ただし市場価格のない株式等については移動平均
法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。

3．有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定率法(ただし、平成10年4月1日以後に取得
した建物（建物附属設備を除く。）並びに平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構
築物については定額法)を採用し、税法基準の償却率によって行っております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。

　　建物　20年～50年　　　　　その他　3年～20年
4．無形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定額法により償却しております。なお、自金庫

利用のソフトウェアについては、金庫内における利用可能期間(主として5年)に基づいて償却
しております。

5．貸倒引当金は、予め定めている当金庫の資産査定基準及び償却引当基準に基づき貸金等につい
て回収可能額を検討して計上しております。破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生し
ている債務者（以下「破綻先」という。）に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下「実
質破綻先」という。）に係る債権については、債権額から担保の評価額及び保証等による回収が
可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、そ
の金額は5,155百万円であります。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る
可能性が大きいと認められる債務者（以下「破綻懸念先」という。）に係る債権については、債権
額から、担保処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、当該債
権に係る過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等や債務者の支払能力に
基づき総合的に判断して必要と認める額を計上しております。上記以外の債権についても貸倒
実績率等に基づき計上しております。なお、当該貸倒実績率については、新型コロナウイルス感
染症拡大の影響を踏まえ、貸倒実績率算出のための算定期間の見直しや、過去の景気悪化に
陥った時期の貸倒実績率を勘案するなどして算出しております。すべての債権は、資産の自己
査定基準に基づき、融資管理部資産査定課（資産査定部署）が資産査定を実施し、当該部署から
独立した監査部（資産査定監査部署）が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記
の引当を行っております。　

6．賞与引当金は、職員への賞与の支払に備えるため、職員に対する賞与の支給見込額のうち、当事
業年度に帰属する額を計上しております。

7．退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年
金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退
職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については期間定額基準によって
おります。なお、過去勤務費用及び数理計算上の差異の費用処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用　　　　その発生時の職員の平均残存勤務期間内の一定の年数
　　　　　　　　　　（主として12年）による定額法により費用処理。
数理計算上の差異　　各事業年度の発生時の職員の平均残存勤務期間内の一定の年数
　　　　　　　　　　(主として12年)による定額法により按分した額を、
　　　　　　　　　　それぞれ発生の翌事業年度から費用処理。
当金庫は、複数事業主(信用金庫等)により設立された企業年金制度(総合設立型厚生年金基金)
に加入しており、当金庫の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができないた
め、当該企業年金制度への拠出額を退職給付費用として処理しております。
なお、当該企業年金制度全体の直近の積立状況及び制度全体の拠出等に占める当金庫の割合並
びにこれらに関する補足説明は次のとおりであります。
①制度全体の積立状況に関する事項（令和4年3月31日現在）
　年金資産の額　　　　　　　　　　　1,740,569百万円
　年金財政計算上の数理債務の額と
　最低責任準備金の額との合計額　　　1,807,426百万円
　差引額　　　　　　　　　　　　　　  △66,857百万円
②制度全体に占める当金庫の掛金拠出割合

（自令和3年4月1日至令和4年3月31日）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.2234％
③補足説明

上記①の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高162,618百万円（及び別
途積立金95,760百万円）であります。本制度における過去勤務債務の償却方法は期間19年0
カ月の元利均等定率償却であり、当金庫は、当事業年度の財務諸表上、当該償却に充てられる
特別掛金42百万円を費用処理しております。
なお、特別掛金の額は、予め定められた掛金率を掛金拠出時の標準給与の額に乗じることで
算定されるため、上記②の割合は当金庫の実際の負担割合とは一致しません。

8．役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金
の支給見積額のうち、当事業年度末までに発生していると認められる額を計上しております。

9．睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備える
ため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積もり、必要と認める額を計上しております。

10．偶発損失引当金は、信用保証協会への負担金の支払いに備えるため、将来の負担金支払見込額
を計上しております。

11.所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年4月1日前に開始
する事業年度に属するものについては、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。

12．役務取引等収益は、役務提供の対価として収受する収益であり、内訳として「受入為替手数料」「そ
の他の受入手数料」「その他の役務取引等収益」があります。このうち、受入為替手数料は、為替業務
から収受する受入手数料であり、送金、代金取立等の内国為替業務に基づくものがあります。
為替業務及びその他の役務取引等にかかる履行義務は、通常、対価の受領と同時期に充足され
るため、原則として、一時点で収益を認識しております。

13．固定資産に係る控除対象外消費税等は個々の資産の取得原価に含めて計上しております。
14．会計上の見積りにより当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業

年度に係る財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものはありません。
15．理事及び監事との間の取引による理事及び監事に対する金銭債権総額は、49百万円であります。
16．理事及び監事との間の取引による理事及び監事に対する金銭債務（預金積金債務を除く）は、

該当ありません。
17．子会社等の株式又は出資金の総額は、10百万円であります。
18．子会社等に対する金銭債権は、該当ありません。
19．子会社等に対する金銭債務総額（預金積金債務）は、34百万円であります。
20．有形固定資産の減価償却累計額は、3,133百万円であります。
21．貸借対照表に計上した固定資産のほか、電子計算機、勘定系端末、出納機器については、所有権

移転外ファイナンス・リース契約により使用しております。
22．信用金庫法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりで

あります。なお、債権は、貸借対照表の「有価証券」中の社債（その元本の償還及び利息の支払の
全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募（金融商

品取引法第2条第3項）によるものに限る。）、貸出金、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並び
に債務保証見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行って
いる場合のその有価証券（使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。）であります。

破産更生債権及びこれらに準ずる債権額　  　 644百万円
危険債権額　　　　　　　　　　　　　　　6,930百万円
三月以上延滞債権額　　　　　　　　　　該当ありません
貸出条件緩和債権額　　　　　　　　　　　　  28百万円
合計額　　　　　　　　　　　　　　　　　7,603百万円

破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立
て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であり
ます。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、
契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債
権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸
出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息
の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で
破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないもので
あります。
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

23．ローン・パーティシペーションで、日本公認会計士協会 会計制度委員会報告第3号｢ローン・
パーティシペーションの会計処理及び表示｣（平成26年11月28日）に基づいて、参加者に売却
したものとして会計処理した貸出金の元本の事業年度末残高の総額は、44百万円であります。

24．手形割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しております。これによ
り受け入れた銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替等は、売却又は（再）担保と
いう方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は542百万円であります。

25．内国為替決済、歳入代理店契約、水道事業の収納事務取扱い、日本銀行当座貸越契約、日本銀行
電子貸付制度等の担保として、有価証券299百万円、預金32,001百万円を差し入れております。

26．土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再
評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負
債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に
計上しております。
再評価を行った年月日　平成10年3月31日
同法第3条第3項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令（平成10年3月31日公布政令第119号）第2条第1号及び5号
に基づいて、合理的な調整を行って算出しております。
同法第10条に定める再評価を行った事業用土地の当事業年度末における時価の合計額と当該
事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額　　1,079百万円

27．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第2条第3項）による社債に対す
る当金庫の保証債務の額は50百万円であります。

28．出資1口当たりの純資産額は、332円63銭であります。
29．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針

当金庫は、預金業務、融資業務及び市場運用業務などの金融業務を行っております。
このため、金利変動による不利な影響が生じないように、資産及び負債の総合的管理（ＡＬ
Ｍ）をしております。

（2）金融商品の内容及びそのリスク
当金庫が保有する金融資産は、主として事業地区内のお客様に対する貸出金です。
また、有価証券は、主に債券、投資信託及び株式であり、純投資目的及び事業推進目的で保有
しております。
これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、市場価格の変動リスクに晒
されております。
一方、金融負債は主としてお客様からの預金であり、流動性リスクに晒されております。
また、変動金利の預金については、金利の変動リスクに晒されております。

（3）金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスクの管理

当金庫は、信用リスクに関する管理諸規程に従い、貸出金について、個別案件ごとの与信
審査、与信限度額、信用情報管理、保証や担保の設定、問題債権への対応など与信管理に関
する体制を整備し運営しております。
これらの与信管理は、各営業店のほか審査第一部及び審査第二部により行われ、また、定
期的に経営陣による審査委員会、自己査定委員会及び理事会を開催し、審議・報告を行っ
ております。
有価証券の発行体の信用リスクに関しては、企画部において、信用情報や時価の把握を定
期的に行うことで管理しております。

②市場リスクの管理
(ⅰ)金利リスクの管理

当金庫は、ＡＬＭによって金利の変動リスクを管理しております。
ＡＬＭに関する規程及び要領において、リスク管理方法や手続等の詳細を明記して
おり、ＡＬＭ委員会において決定されたＡＬＭに関する方針に基づき、常勤理事会に
おいて実施状況の把握・確認、今後の対応等の協議を行っております。
日常的には総務部及び企画部において金融資産及び負債の金利や期間を総合的に把
握し、ギャップ分析や金利感応度分析等によりモニタリングを行い、四半期ベースで
常勤理事会に報告しております。

(ⅱ)価格変動リスクの管理
有価証券を含む市場運用商品の保有については、資金運用委員会の方針に基づき、常
勤理事会の監督の下、資金運用基準に従い行われております。
このうち、企画部では、市場運用商品の購入を行っており、事前審査、投資限度額の設定
のほか、継続的なモニタリングを通じて、価格変動リスクの軽減を図っております。
企画部で保有している株式の多くは、純投資目的及び事業推進目的で保有している
ものであり、市場環境や取引先の財務状況などをモニタリングしております。
これらの情報は企画部を通じ、常勤理事会及び資金運用委員会において定期的に報
告されております。

（ⅲ）市場リスクに係る定量的情報
当金庫において、主要なリスク変数である金利リスクの影響を受ける主たる金融商品
は、「預け金」、「有価証券」のうちの債券、「貸出金」、「預金積金」、「借用金」であります。
当金庫では、これらの金融資産及び金融負債について、「信用金庫法施行規則第132
条第1項第5号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が
別に定める事項」（平成26年金融庁告示第8号）において通貨ごとに規定された金利
ショックを用いた経済価値の変動額を市場リスク量とし、金利の変動リスクの管理
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貸借対照表注記
（注）
1．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
2．有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、子

会社・子法人等株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については時価法（売
却原価は主として移動平均法により算定）、ただし市場価格のない株式等については移動平均
法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。

3．有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定率法(ただし、平成10年4月1日以後に取得
した建物（建物附属設備を除く。）並びに平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構
築物については定額法)を採用し、税法基準の償却率によって行っております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。

　　建物　20年～50年　　　　　その他　3年～20年
4．無形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定額法により償却しております。なお、自金庫

利用のソフトウェアについては、金庫内における利用可能期間(主として5年)に基づいて償却
しております。

5．貸倒引当金は、予め定めている当金庫の資産査定基準及び償却引当基準に基づき貸金等につい
て回収可能額を検討して計上しております。破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生し
ている債務者（以下「破綻先」という。）に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下「実
質破綻先」という。）に係る債権については、債権額から担保の評価額及び保証等による回収が
可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、そ
の金額は5,155百万円であります。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る
可能性が大きいと認められる債務者（以下「破綻懸念先」という。）に係る債権については、債権
額から、担保処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、当該債
権に係る過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等や債務者の支払能力に
基づき総合的に判断して必要と認める額を計上しております。上記以外の債権についても貸倒
実績率等に基づき計上しております。なお、当該貸倒実績率については、新型コロナウイルス感
染症拡大の影響を踏まえ、貸倒実績率算出のための算定期間の見直しや、過去の景気悪化に
陥った時期の貸倒実績率を勘案するなどして算出しております。すべての債権は、資産の自己
査定基準に基づき、融資管理部資産査定課（資産査定部署）が資産査定を実施し、当該部署から
独立した監査部（資産査定監査部署）が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記
の引当を行っております。　

6．賞与引当金は、職員への賞与の支払に備えるため、職員に対する賞与の支給見込額のうち、当事
業年度に帰属する額を計上しております。

7．退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年
金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退
職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については期間定額基準によって
おります。なお、過去勤務費用及び数理計算上の差異の費用処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用　　　　その発生時の職員の平均残存勤務期間内の一定の年数
　　　　　　　　　　（主として12年）による定額法により費用処理。
数理計算上の差異　　各事業年度の発生時の職員の平均残存勤務期間内の一定の年数
　　　　　　　　　　(主として12年)による定額法により按分した額を、
　　　　　　　　　　それぞれ発生の翌事業年度から費用処理。
当金庫は、複数事業主(信用金庫等)により設立された企業年金制度(総合設立型厚生年金基金)
に加入しており、当金庫の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができないた
め、当該企業年金制度への拠出額を退職給付費用として処理しております。
なお、当該企業年金制度全体の直近の積立状況及び制度全体の拠出等に占める当金庫の割合並
びにこれらに関する補足説明は次のとおりであります。
①制度全体の積立状況に関する事項（令和4年3月31日現在）
　年金資産の額　　　　　　　　　　　1,740,569百万円
　年金財政計算上の数理債務の額と
　最低責任準備金の額との合計額　　　1,807,426百万円
　差引額　　　　　　　　　　　　　　  △66,857百万円
②制度全体に占める当金庫の掛金拠出割合

（自令和3年4月1日至令和4年3月31日）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.2234％
③補足説明

上記①の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高162,618百万円（及び別
途積立金95,760百万円）であります。本制度における過去勤務債務の償却方法は期間19年0
カ月の元利均等定率償却であり、当金庫は、当事業年度の財務諸表上、当該償却に充てられる
特別掛金42百万円を費用処理しております。
なお、特別掛金の額は、予め定められた掛金率を掛金拠出時の標準給与の額に乗じることで
算定されるため、上記②の割合は当金庫の実際の負担割合とは一致しません。

8．役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金
の支給見積額のうち、当事業年度末までに発生していると認められる額を計上しております。

9．睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備える
ため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積もり、必要と認める額を計上しております。

10．偶発損失引当金は、信用保証協会への負担金の支払いに備えるため、将来の負担金支払見込額
を計上しております。

11.所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年4月1日前に開始
する事業年度に属するものについては、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。

12．役務取引等収益は、役務提供の対価として収受する収益であり、内訳として「受入為替手数料」「そ
の他の受入手数料」「その他の役務取引等収益」があります。このうち、受入為替手数料は、為替業務
から収受する受入手数料であり、送金、代金取立等の内国為替業務に基づくものがあります。
為替業務及びその他の役務取引等にかかる履行義務は、通常、対価の受領と同時期に充足され
るため、原則として、一時点で収益を認識しております。

13．固定資産に係る控除対象外消費税等は個々の資産の取得原価に含めて計上しております。
14．会計上の見積りにより当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業

年度に係る財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものはありません。
15．理事及び監事との間の取引による理事及び監事に対する金銭債権総額は、49百万円であります。
16．理事及び監事との間の取引による理事及び監事に対する金銭債務（預金積金債務を除く）は、

該当ありません。
17．子会社等の株式又は出資金の総額は、10百万円であります。
18．子会社等に対する金銭債権は、該当ありません。
19．子会社等に対する金銭債務総額（預金積金債務）は、34百万円であります。
20．有形固定資産の減価償却累計額は、3,133百万円であります。
21．貸借対照表に計上した固定資産のほか、電子計算機、勘定系端末、出納機器については、所有権

移転外ファイナンス・リース契約により使用しております。
22．信用金庫法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりで

あります。なお、債権は、貸借対照表の「有価証券」中の社債（その元本の償還及び利息の支払の
全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募（金融商

品取引法第2条第3項）によるものに限る。）、貸出金、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並び
に債務保証見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行って
いる場合のその有価証券（使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。）であります。

破産更生債権及びこれらに準ずる債権額　  　 644百万円
危険債権額　　　　　　　　　　　　　　　6,930百万円
三月以上延滞債権額　　　　　　　　　　該当ありません
貸出条件緩和債権額　　　　　　　　　　　　  28百万円
合計額　　　　　　　　　　　　　　　　　7,603百万円

破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立
て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であり
ます。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、
契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債
権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸
出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息
の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で
破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないもので
あります。
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

23．ローン・パーティシペーションで、日本公認会計士協会 会計制度委員会報告第3号｢ローン・
パーティシペーションの会計処理及び表示｣（平成26年11月28日）に基づいて、参加者に売却
したものとして会計処理した貸出金の元本の事業年度末残高の総額は、44百万円であります。

24．手形割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しております。これによ
り受け入れた銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替等は、売却又は（再）担保と
いう方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は542百万円であります。

25．内国為替決済、歳入代理店契約、水道事業の収納事務取扱い、日本銀行当座貸越契約、日本銀行
電子貸付制度等の担保として、有価証券299百万円、預金32,001百万円を差し入れております。

26．土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再
評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負
債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に
計上しております。
再評価を行った年月日　平成10年3月31日
同法第3条第3項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令（平成10年3月31日公布政令第119号）第2条第1号及び5号
に基づいて、合理的な調整を行って算出しております。
同法第10条に定める再評価を行った事業用土地の当事業年度末における時価の合計額と当該
事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額　　1,079百万円

27．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第2条第3項）による社債に対す
る当金庫の保証債務の額は50百万円であります。

28．出資1口当たりの純資産額は、332円63銭であります。
29．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針

当金庫は、預金業務、融資業務及び市場運用業務などの金融業務を行っております。
このため、金利変動による不利な影響が生じないように、資産及び負債の総合的管理（ＡＬ
Ｍ）をしております。

（2）金融商品の内容及びそのリスク
当金庫が保有する金融資産は、主として事業地区内のお客様に対する貸出金です。
また、有価証券は、主に債券、投資信託及び株式であり、純投資目的及び事業推進目的で保有
しております。
これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、市場価格の変動リスクに晒
されております。
一方、金融負債は主としてお客様からの預金であり、流動性リスクに晒されております。
また、変動金利の預金については、金利の変動リスクに晒されております。

（3）金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスクの管理

当金庫は、信用リスクに関する管理諸規程に従い、貸出金について、個別案件ごとの与信
審査、与信限度額、信用情報管理、保証や担保の設定、問題債権への対応など与信管理に関
する体制を整備し運営しております。
これらの与信管理は、各営業店のほか審査第一部及び審査第二部により行われ、また、定
期的に経営陣による審査委員会、自己査定委員会及び理事会を開催し、審議・報告を行っ
ております。
有価証券の発行体の信用リスクに関しては、企画部において、信用情報や時価の把握を定
期的に行うことで管理しております。

②市場リスクの管理
(ⅰ)金利リスクの管理

当金庫は、ＡＬＭによって金利の変動リスクを管理しております。
ＡＬＭに関する規程及び要領において、リスク管理方法や手続等の詳細を明記して
おり、ＡＬＭ委員会において決定されたＡＬＭに関する方針に基づき、常勤理事会に
おいて実施状況の把握・確認、今後の対応等の協議を行っております。
日常的には総務部及び企画部において金融資産及び負債の金利や期間を総合的に把
握し、ギャップ分析や金利感応度分析等によりモニタリングを行い、四半期ベースで
常勤理事会に報告しております。

(ⅱ)価格変動リスクの管理
有価証券を含む市場運用商品の保有については、資金運用委員会の方針に基づき、常
勤理事会の監督の下、資金運用基準に従い行われております。
このうち、企画部では、市場運用商品の購入を行っており、事前審査、投資限度額の設定
のほか、継続的なモニタリングを通じて、価格変動リスクの軽減を図っております。
企画部で保有している株式の多くは、純投資目的及び事業推進目的で保有している
ものであり、市場環境や取引先の財務状況などをモニタリングしております。
これらの情報は企画部を通じ、常勤理事会及び資金運用委員会において定期的に報
告されております。

（ⅲ）市場リスクに係る定量的情報
当金庫において、主要なリスク変数である金利リスクの影響を受ける主たる金融商品
は、「預け金」、「有価証券」のうちの債券、「貸出金」、「預金積金」、「借用金」であります。
当金庫では、これらの金融資産及び金融負債について、「信用金庫法施行規則第132
条第1項第5号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が
別に定める事項」（平成26年金融庁告示第8号）において通貨ごとに規定された金利
ショックを用いた経済価値の変動額を市場リスク量とし、金利の変動リスクの管理

(1)預け金
(2）買入金銭債権
(3)有価証券（＊3）

満期保有目的の債券
その他有価証券

(4)貸出金（＊1）
貸倒引当金（＊2）

貸借対照表
計上額

時　価 差　額

金融資産計

(1)預金積金
(2)借用金（＊1）
金融負債計

122,859
107

38,907
ー

38,907
169,534
△2,557

166,976
328,851
310,995
16,820

327,816

122,993
107

38,907
ー

38,907

167,193
329,202
311,040
15,606

326,647

133
△0
ー
ー
ー

217
351
45

△1,213
△1,168

（単位：百万円）

（単位：百万円）

区　分 貸借対照表計上額

子会社・子法人等株式（＊１）

非上場株式（＊１）（＊２）

信金中金出資金（＊１）

組合出資金（＊３）

10

355

1,370

45

1,782合　　計

種　　類 貸借対照表計上額（百万円） 差額（百万円）

国 債
地 方 債
短期社債
社 債

国 債
地 方 債
短期社債
社 債

国 債
地 方 債
短期社債
社 債

小　計

小　計
合　計

合　計

取得原価（百万円）
その他有価証券

貸借対照表
計上額が
取得原価を
超えるもの

貸借対照表
計上額が
取得原価を
超えないもの

株　式
債　券

株　式
債　券

株　式
債　券

その他

その他

その他

919
11,262

4,786
4,529

ー
1,946

100
12,282

101
22,990

3,746
7,786

ー
11,456

3,532
26,624
38,907

703
11,154

4,706
4,508

ー
1,939

100
11,958

105
23,331

3,757
7,917

ー
11,656

4,100
27,537
39,495

216
108

79
21
ー
7
0

324
△3

△341
△11

△130
ー

△199
△567
△912
△588

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円）売却損の合計額（百万円）
339

ー
ー
ー
ー
ー
ー

339

102
ー
ー
ー
ー
ー
ー

102

69
ー
ー
ー
ー
ー
ー
69

[繰延税金資産]
個別貸倒引当金 1,380 百万円
退職給付引当金 85
役員退職慰労引当金 95
賞与引当金 42
その他 325
繰延税金資産小計 1,928
評価性引当額 △626
繰延税金資産合計 1,302
[繰延税金負債]
その他有価証券評価差額 －
繰延税金負債合計 －
繰延税金資産の純額 1,302

にあたっての定量的分析に利用しております。
当該変動額の算定にあたっては、対象の金融資産及び金融負債をそれぞれ金利期日
に応じて適切な期間に残高を分解し、期間ごとの金利変動幅を用いております。
なお、金利以外のすべてのリスク変数が一定であると仮定した場合、当事業年度末現
在において、上方パラレルシフト（指標金利の上昇をいい、日本円金利の場合1.00％
上昇等、通貨ごとに上昇幅が異なる）が生じた場合の経済価値は、2,285百万円減少
するものと把握しております。
当該変動額は、金利を除くリスク変数が一定の場合を前提としており、金利とその他
のリスク変数との相関を考慮しておりません。
また、金利の合理的な予想変動幅を超える変動が生じた場合には、算定額を超える影
響が生じる可能性があります。

③資金調達に係る流動性リスクの管理
当金庫は、ＡＬＭを通して、適時に資金管理を行うほか、資金調達手段の多様化、市場環境
を考慮した長短の調達バランスの調整などによって、流動性リスクを管理しております。

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なることもあります。
なお、一部の金融商品については、簡便な計算により算出した時価に代わる金額を含めて開
示しております。

30．金融商品の時価等に関する事項
令和5年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります

（時価等の評価技法（算定方法）については（注1）参照）。なお、市場価格のない株式等及び組合出
資金は、次表には含めておりません（（注2）参照）。
また、重要性の乏しい科目については記載を省略しております。

（＊1）貸出金、借用金の「時価」には、「簡便な計算により算出した時価に代わる金額」が含
まれております。

（＊2）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
（＊3）その他有価証券には、企業会計基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基

準の適用指針」（令和3年6月17日）第24-9項の基準価額を時価とみなす取扱いを
適用した投資信託が含まれております。

（注1）金融商品の時価等の評価技法（算定方法）
金融資産

（1）預け金
満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を
時価としております。満期のある預け金については、残存期間に基づく区分ごとに、新規に
預け金を行った場合に想定される適用金利で割り引いた現在価値を算定しております。

(2)買入金銭債権
買入金銭債権は取引金融機関から提示された価格によっております。

（3）有価証券
株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっ
ております。投資信託は取引所の価格又は公表されている基準価額によっております。
その他の証券は、発行体等から提示された価格によっております。
なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については31．から34．に記載しており
ます。

（4）貸出金
貸出金は、以下の①～③の方法により算出し、その算出結果を時価に代わる金額として記
載しております。
①破綻懸念先債権、実質破綻先債権及び破綻先債権等、将来キャッシュ・フローの見積りが

困難な債権については、貸借対照表中の貸出金勘定に計上している額（貸倒引当金控除
前の額。以下「貸出金計上額」という。）の合計額から貸出金に対応する個別貸倒引当金を
控除した価額

②①以外のうち、変動金利によるものは貸出金計上額
③①以外のうち、固定金利によるものは貸出金の種類及び期間に基づく区分ごとに、元利

金の合計額を同様の新規貸出を行った場合に想定される利率で割り引いた価額
金融負債

（1）預金積金
要求払預金については、決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしてお
ります。また、定期性預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フロー
を割り引いて現在価値を算定しております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に
使用する利率を用いております。

（2）借用金
当金庫の借用金は無利息及び固定金利であり、固定金利によるものは、一定の期間ごとに
区分した当該借用金の元利金の合計額を市場金利（スワップレート）で割り引いて現在価
値を算定しております。

（注2）市場価格のない株式等及び組合出資金の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融
商品の時価情報には含まれておりません。
また、重要性の乏しい科目については記載を省略しております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（＊1）子会社・子法人等株式、非上場株式及び信金中金出資金については、企業会計基準適用
指針第19号「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（令和2年3月31日）第5項に基づ

き、時価開示の対象とはしておりません。
（＊2）当事業年度において、非上場株式について0百万円減損処理を行っております。
（＊3）組合出資金については、企業会計基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の

適用指針」（令和3年6月17日）第24-16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
31．有価証券の時価及び評価差額等に関する事項は次のとおりであります。これらには、「国債」、
「地方債」、「短期社債」、「社債」、「株式」、「その他の証券」が含まれております。以下、34．まで同様
であります。
満期保有目的の債券
該当ありません。

32．当事業年度中に売却した満期保有目的の債券
該当ありません。

33．当事業年度中に売却したその他有価証券

34．減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券（市場価格のない株式等及び組合出資金を除く）のうち、当該
有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込
みがあると認められないものについては、当該時価をもって貸借対照表計上額とするととも
に、評価差額を当事業年度の損失として処理（以下「減損処理」という。）しております。
当事業年度における減損処理額はありません。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、当事業年度末における市場価格等に
基づく時価が帳簿価額から50％以上下落している場合をいい、合理的根拠をもって時価回復
の見込があると判断した場合を除き、減損処理を実施しております。

35．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出
を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸
付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、32,272百万円
であります。このうち原契約期間が1年以内のものが9,992百万円あります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高その
ものが必ずしも当金庫の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これ
らの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当金庫
が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付
けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほ
か、契約後も定期的に予め定めている金庫内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じ
て契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。

36．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ次のとおりであります。

37．企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」（令和2年3月31日）に基づく契約資産等
の金額は、他の資産等と区分表示しておりません。当事業年度末の顧客との契約から生じた債
権の金額は、0百万円であります。

38．会計方針の変更
企業会計基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（令和3年6月17日。
以下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準
適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新
たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる財務諸表への影響は軽微であ
ります。
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経 常 収 益
資 金 運 用 収 益

貸 出 金 利 息
預 け 金 利 息
コ ー ル ロ ー ン 利 息
有価証券利息配当金
そ の 他 の 受 入 利 息

役 務 取 引 等 収 益
受 入 為 替 手 数 料
そ の 他 の 役 務 収 益

そ の 他 業 務 収 益
外 国 為 替 売 買 益
国 債 等 債 券 売 却 益
国 債 等 債 券 償 還 益
そ の 他 の 業 務 収 益

そ の 他 経 常 収 益
貸 倒 引 当 金 戻 入 益
償 却 債 権 取 立 益
株 式 等 売 却 益
金 銭 の 信 託 運 用 益
そ の 他 の 経 常 収 益

経 常 費 用
資 金 調 達 費 用

預 金 利 息
給付補塡備金繰入額
借 用 金 利 息
そ の 他 の 支 払 利 息

役 務 取 引 等 費 用
支 払 為 替 手 数 料
そ の 他 の 役 務 費 用

そ の 他 業 務 費 用
国 債 等 債 券 売 却 損
国 債 等 債 券 償 還 損
国 債 等 債 券 償 却
そ の 他 の 業 務 費 用

経 費
人 件 費
物 件 費
税 金

そ の 他 経 常 費 用
貸 倒 引 当 金 繰 入 額
貸 出 金 償 却
株 式 等 売 却 損
株 式 等 償 却
そ の 他 資 産 償 却
そ の 他 の 経 常 費 用

経 常 利 益
特 別 利 益

固 定 資 産 処 分 益
そ の 他 の 特 別 利 益

特 別 損 失
固 定 資 産 処 分 損
減 損 損 失
そ の 他 の 特 別 損 失

税 引 前 当 期 純 利 益
法人税、住民税及び事業税
法 人 税 等 調 整 額
当 期 純 利 益
繰越金（当期首残高）
土地再評価差額金取崩額
当 期 未 処 分 剰 余 金

4,457,389
3,988,432
3,664,811

119,031
ー

167,176
37,412

340,299
165,508
174,791

19,618
1,226

ー
69

18,322
109,039

ー
71,765

5
ー

37,268
3,993,237

91,546
41,562

910
49,073

ー
463,575

68,649
394,926

84,765
ー

5,537
ー

79,227
2,944,437
1,927,055

976,121
41,260

408,912
309,695

41,790
117

10,235
1,894

45,179
464,151

ー
ー
ー

496
496

ー
ー

463,654
118,837

36,377
308,440
132,540

ー
440,980

4,521,333
3,983,602
3,645,255

119,199
ー

182,034
37,113

343,144
152,362
190,781

18,379
ー
ー

15
18,363

176,207
ー

67,661
102,779

ー
5,767

4,224,167
123,736

40,635
474

82,627
ー

406,674
55,072

351,602
73,383

ー
674

ー
72,708

2,925,316
1,978,171

911,933
35,211

695,056
211,845
376,857

69,283
493

ー
36,575

297,165
207,723

2,108
205,614

43,676
15,327
18,099
10,249

461,213
110,153

17,124
333,934
137,063

8,027
479,025

第72期
令和3年度

第72期
令和3年度

第73期
令和4年度

第73期
令和4年度

（単位：千円）

（単位：円）

損益計算書 損益計算書注記

剰余金処分計算書

科　　目

科　　目

当 期 純 利 益

特別変動積立金取崩額

土地再評価差額計上額

土地再評価差額取崩額

繰越金（当期首残高）

当 期 未 処 分 剰 余 金

利 益 準 備 金

出 資 に 対 す る 配 当 金

( 配 　 当 　 率 )

特 別 積 立 金

繰越金（当期末残高）

合 　 　 計

これを下記のように処分する。

308,440,285

ー

ー

ー

132,540,132

440,980,417

31,000,000

72,916,428

年 2％

200,000,000

137,063,989

440,980,417

333,934,628

ー

ー

8,027,319

137,063,989

479,025,936

34,000,000

72,921,972

年 2％

230,000,000

142,103,964

479,025,936

会計監査人による監査

財務諸表の正確性・内部監査の有効性

　令和4年度における貸借対照表、損益計算書及び剰余金処
分計算書（以下、「財務諸表」という。）並びに財務諸表作成に
係る内部監査等について適正性・有効性等を確認しております。

令和5年6月16日

熊本第一信用金庫
理事長　鴻　池　　卓　児

1．記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
2．子会社との取引による収益総額は、該当ありません。

子会社との取引による費用総額は、60,212千円（人材派遣費用60,212千円、預金利息0千円）
であります。

3．出資1口当たり当期純利益金額は、9円15銭であります。　
4．企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」（令和2年3月31日）に基づく顧客との契約

から生じる収益の金額は、他の収益と区分表示しておりません。当事業年度における顧客との
契約から生じる収益は、320,310千円であります。

5．収益を理解するための基礎となる情報は、貸借対照表の注記において、重要な会計方針とあわ
せて注記しております。

6．当事業年度において、以下の資産について減損損失を計上しております。　
 地域 区分 主な用途 種類 減損損失
 山鹿市 稼動資産 営業用店舗1カ店 事業用土地 18,099千円

減損損失の算定にあたり、原則として管理会計上の最小区分である営業店単位でグルーピング
を行っております。
営業活動から生じる利益（業務純益）の減少によるキャッシュ・フローの低下及び継続的な地価
の下落等により上記の通り帳簿額を回収可能額まで減額し、当該減少額を「減損損失」として特
別損失に計上しております。
なお、当期の減損損失の測定に使用した回収可能価額は主として正味売却価額であります。正
味売却価額は「不動産鑑定評価基準」に基づき評価した額より処分費用見込額を控除して算定
しております。

　令和5年6月15日開催の第73期総代会で報告又は承認を得た貸借対照表、損益
計算書及び剰余金処分計算書は、信用金庫法第38条の2第3項の規定に基づき、福
岡監査法人の監査を受けております。
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経 常 収 益
資 金 運 用 収 益

貸 出 金 利 息
預 け 金 利 息
コ ー ル ロ ー ン 利 息
有価証券利息配当金
そ の 他 の 受 入 利 息

役 務 取 引 等 収 益
受 入 為 替 手 数 料
そ の 他 の 役 務 収 益

そ の 他 業 務 収 益
外 国 為 替 売 買 益
国 債 等 債 券 売 却 益
国 債 等 債 券 償 還 益
そ の 他 の 業 務 収 益

そ の 他 経 常 収 益
貸 倒 引 当 金 戻 入 益
償 却 債 権 取 立 益
株 式 等 売 却 益
金 銭 の 信 託 運 用 益
そ の 他 の 経 常 収 益

経 常 費 用
資 金 調 達 費 用

預 金 利 息
給付補塡備金繰入額
借 用 金 利 息
そ の 他 の 支 払 利 息

役 務 取 引 等 費 用
支 払 為 替 手 数 料
そ の 他 の 役 務 費 用

そ の 他 業 務 費 用
国 債 等 債 券 売 却 損
国 債 等 債 券 償 還 損
国 債 等 債 券 償 却
そ の 他 の 業 務 費 用

経 費
人 件 費
物 件 費
税 金

そ の 他 経 常 費 用
貸 倒 引 当 金 繰 入 額
貸 出 金 償 却
株 式 等 売 却 損
株 式 等 償 却
そ の 他 資 産 償 却
そ の 他 の 経 常 費 用

経 常 利 益
特 別 利 益

固 定 資 産 処 分 益
そ の 他 の 特 別 利 益

特 別 損 失
固 定 資 産 処 分 損
減 損 損 失
そ の 他 の 特 別 損 失

税 引 前 当 期 純 利 益
法人税、住民税及び事業税
法 人 税 等 調 整 額
当 期 純 利 益
繰越金（当期首残高）
土地再評価差額金取崩額
当 期 未 処 分 剰 余 金

4,457,389
3,988,432
3,664,811

119,031
ー

167,176
37,412

340,299
165,508
174,791

19,618
1,226

ー
69

18,322
109,039

ー
71,765

5
ー

37,268
3,993,237

91,546
41,562

910
49,073

ー
463,575

68,649
394,926

84,765
ー

5,537
ー

79,227
2,944,437
1,927,055

976,121
41,260

408,912
309,695

41,790
117

10,235
1,894

45,179
464,151

ー
ー
ー

496
496

ー
ー

463,654
118,837

36,377
308,440
132,540

ー
440,980

4,521,333
3,983,602
3,645,255

119,199
ー

182,034
37,113

343,144
152,362
190,781

18,379
ー
ー

15
18,363

176,207
ー

67,661
102,779

ー
5,767

4,224,167
123,736

40,635
474

82,627
ー

406,674
55,072

351,602
73,383

ー
674

ー
72,708

2,925,316
1,978,171

911,933
35,211

695,056
211,845
376,857

69,283
493

ー
36,575

297,165
207,723

2,108
205,614

43,676
15,327
18,099
10,249

461,213
110,153

17,124
333,934
137,063

8,027
479,025

第72期
令和3年度

第72期
令和3年度

第73期
令和4年度

第73期
令和4年度

（単位：千円）

（単位：円）

損益計算書 損益計算書注記

剰余金処分計算書

科　　目

科　　目

当 期 純 利 益

特別変動積立金取崩額

土地再評価差額計上額

土地再評価差額取崩額

繰越金（当期首残高）

当 期 未 処 分 剰 余 金

利 益 準 備 金

出 資 に 対 す る 配 当 金

( 配 　 当 　 率 )

特 別 積 立 金

繰越金（当期末残高）

合 　 　 計

これを下記のように処分する。

308,440,285

ー

ー

ー

132,540,132

440,980,417

31,000,000

72,916,428

年 2％

200,000,000

137,063,989

440,980,417

333,934,628

ー

ー

8,027,319

137,063,989

479,025,936

34,000,000

72,921,972

年 2％

230,000,000

142,103,964

479,025,936

会計監査人による監査

財務諸表の正確性・内部監査の有効性

　令和4年度における貸借対照表、損益計算書及び剰余金処
分計算書（以下、「財務諸表」という。）並びに財務諸表作成に
係る内部監査等について適正性・有効性等を確認しております。

令和5年6月16日

熊本第一信用金庫
理事長　鴻　池　　卓　児

1．記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
2．子会社との取引による収益総額は、該当ありません。

子会社との取引による費用総額は、60,212千円（人材派遣費用60,212千円、預金利息0千円）
であります。

3．出資1口当たり当期純利益金額は、9円15銭であります。　
4．企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」（令和2年3月31日）に基づく顧客との契約

から生じる収益の金額は、他の収益と区分表示しておりません。当事業年度における顧客との
契約から生じる収益は、320,310千円であります。

5．収益を理解するための基礎となる情報は、貸借対照表の注記において、重要な会計方針とあわ
せて注記しております。

6．当事業年度において、以下の資産について減損損失を計上しております。　
 地域 区分 主な用途 種類 減損損失
 山鹿市 稼動資産 営業用店舗1カ店 事業用土地 18,099千円

減損損失の算定にあたり、原則として管理会計上の最小区分である営業店単位でグルーピング
を行っております。
営業活動から生じる利益（業務純益）の減少によるキャッシュ・フローの低下及び継続的な地価
の下落等により上記の通り帳簿額を回収可能額まで減額し、当該減少額を「減損損失」として特
別損失に計上しております。
なお、当期の減損損失の測定に使用した回収可能価額は主として正味売却価額であります。正
味売却価額は「不動産鑑定評価基準」に基づき評価した額より処分費用見込額を控除して算定
しております。

　令和5年6月15日開催の第73期総代会で報告又は承認を得た貸借対照表、損益
計算書及び剰余金処分計算書は、信用金庫法第38条の2第3項の規定に基づき、福
岡監査法人の監査を受けております。

令 和 3 年 度 令 和 4 年 度

流 動 性 預 金

う ち 有 利 息 預 金

定 期 性 預 金

うち固定金利定期預金

うち変動金利定期預金

そ の 他

譲 渡 性 預 金

合 計

預金積金及び譲渡性預金平均残高1.対象役員 （単位：百万円）

128,661

116,282

183,062

171,341

17

879

-

312,603

126,336

114,367

183,719

171,836

19

835

-

310,891

（注）１. 流動性預金＝当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金
2. 定期性預金＝定期預金+定期積金

固定金利定期預金：預入時に満期日までの利率が確定する定期
預金

変動金利定期預金：預入期間中の市場金利の変化に応じて
金利が変動する定期預金

3. 国内業務部門と国際業務部門の区別はしておりません。

2.対象職員等

令和 3 年 度 令 和 4 年 度

定 期 預 金

固 定 金 利 定 期 預 金

変 動 金 利 定 期 預 金

そ の 他

定期預金残高 （単位：百万円）

164,939

164,922

17

0

165,517

165,500

17

0

支 払 総 額区　分

191対象役員に対する報酬等

熊本市・水前寺成趣園

　当金庫における報酬体系の開示対象となる「対象役員」は、常勤理事
及び常勤監事をいいます。対象役員に対する報酬等は、職務執行の対価
として支払う「基本報酬」及び「賞与」、在任期間中の職務執行及び特別
功労の対価として退任時に支払う「退職慰労金」で構成されております。
　（１）報酬体系の概要

【基本報酬及び賞与】
非常勤を含む全役員の基本報酬及び賞与につきましては、総代
会において、理事全員及び監事全員それぞれの支払総額の最高
限度額を決定しております。
そのうえで、各理事の基本報酬額につきましては役位や在任年数等
を、各理事の賞与額については前年度の業績等をそれぞれ勘案し、
当金庫の理事会において決定しております。また、各監事の基本報酬
額及び賞与額につきましては、監事の協議により決定しております。

【退職慰労金】
退職慰労金につきましては、在任期間中に毎期引当金を計上し、
退任時に総代会で承認を得た後、支払っております。
なお、当金庫では、全役員に適用される退職慰労金の支払いに関
して、主として次の事項を規程で定めております。
ａ．決定の時期　ｂ．支払額の計算　ｃ．支払の対象　

　（２）令和4年度における対象役員に対する報酬等の支払総額

（注）１．対象役員に該当する理事は９名、監事は１名です（期中に退任
した者を含む）。

２．上記の内訳は、「基本報酬」１１９百万円、「賞与」４７百万円、
「退職慰労金」２３百万円となっております。
なお、「賞与」は当年度中に支払った金額です。

「退職慰労金」は、当年度中に支払った退職慰労金（過年度に
繰り入れた引当金分を除く）と当年度に繰り入れた役員退職
慰労引当金の合計額です。

３．使用人兼務役員の使用人としての報酬等を含めております。
（３）その他

「信用金庫法施行規則第１３２条第１項第６号等の規定に基づき、
報酬等に関する事項であって、信用金庫等の業務の運営又は財産
の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定める
ものを定める件」（平成２４年３月２９日付金融庁告示第２２号）第
２条第１項第３号及び第６号に該当する事項はありませんでした。

　当金庫における報酬体系の開示対象となる「対象職員等」は、当金庫
の非常勤役員、当金庫の職員、当金庫の主要な連結子法人等の役職員で
あって、対象役員が受ける報酬等と同等額以上の報酬等を受ける者のう
ち、当金庫の業務及び財産の状況に重要な影響を与える者をいいます。
　なお、令和４年度において、対象職員等に該当する者はいませんでした。

（注）  １．対象職員等には、期中に退任・退職した者も含めております。
２．「主要な連結子法人等」とは、当金庫の連結子法人等のうち、

当金庫の連結総資産に対して２％以上の資産を有する会社
等をいいます。なお、令和４年度は該当する「主要な連結子法
人」はありません。

３．「同等額」は 、令和４年度に対象役員に支払った報酬等の平均
額としております。

４．令和４年度において、対象役員が受ける報酬等と同等額以上
の報酬等を受ける者はいませんでした。

以 上

（単位：百万円）
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報酬体系について
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令 和 3 年 度 令 和 4 年 度

手 形 貸 付

証 書 貸 付

当 座 貸 越

割 引 手 形

合 計

貸出金平均残高 （単位：百万円）

16,605

143,494

8,395

446

168,942

14,872

140,561

8,377

463

164,274

（注）国内業務部門と国際業務部門の区別はしておりません。

令 和 3 年 度 令 和 4 年 度

当 金 庫 預 金 積 金

有 価 証 券

動 産

不 動 産

そ の 他

計

信用保証協会・信用保険

保 証

信 用

合 計

貸出金の担保別内訳 （単位：百万円）

3,815

11

-

49,377

-

53,205

52,624

4,619

59,085

169,534

3,990

11

-

50,156

-

54,158

54,142

4,785

55,119

168,206

令 和 3 年 度 令 和 4 年 度

当 金 庫 預 金 積 金

有 価 証 券

動 産

不 動 産

そ の 他

計

信用保証協会・信用保険

保 証

信 用

合 計

債務保証見返の担保別内訳 （単位：百万円）

48

-

-

131

-

180

7

-

63

251

62

-

-

186

-

248

11

-

65

325

令 和 3 年 度 令 和 4 年 度

信 金 中 央 金 庫

株式会社日本政策金融公庫

独立行政法人住宅金融支援機構

独立行政法人福祉医療機構

独立行政法人勤労者退職金共済機構

独立行政法人中小企業基盤整備機構

合 計

代理貸付の残高 （単位：百万円）

82

455

3,722

48

-

79

4,387

126

500

3,979

98

-

81

4,786

令 和 3 年 度 令 和 4 年 度

貸 出 金

う ち 変 動 金 利

う ち 固 定 金 利

貸出金残高 （単位：百万円）

169,534

86,359

83,174

168,206

88,199

80,006

令 和 3 年 度 令 和 4 年 度

期  末  預  貸  率

期 中 平 均 預 貸 率

預貸率 （単位：％）

54.51

54.04

54.58

52.83

令 和 3 年 度 令 和 4 年 度

合 計 251325

債務保証見返の残高 （単位：百万円）

(注）1.

2. 国内業務部門と国際業務部門の区別はしておりません。

預貸率＝ ×100
貸出金

預金積金＋譲渡性預金
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融資業務関係

熊
本
第
一
信
用
金
庫
の
現
況

36



令 和 3 年 度 令 和 4 年 度

手 形 貸 付

証 書 貸 付

当 座 貸 越

割 引 手 形

合 計

貸出金平均残高 （単位：百万円）

16,605

143,494

8,395

446

168,942

14,872

140,561

8,377

463

164,274

（注）国内業務部門と国際業務部門の区別はしておりません。

令 和 3 年 度 令 和 4 年 度

当 金 庫 預 金 積 金

有 価 証 券

動 産

不 動 産

そ の 他

計

信用保証協会・信用保険

保 証

信 用

合 計

貸出金の担保別内訳 （単位：百万円）

3,815

11

-

49,377

-

53,205

52,624

4,619

59,085

169,534

3,990

11

-

50,156

-

54,158

54,142

4,785

55,119

168,206

令 和 3 年 度 令 和 4 年 度

当 金 庫 預 金 積 金

有 価 証 券

動 産

不 動 産

そ の 他

計

信用保証協会・信用保険

保 証

信 用

合 計

債務保証見返の担保別内訳 （単位：百万円）

48

-

-

131

-

180

7

-

63

251

62

-

-

186

-

248

11

-

65

325

令 和 3 年 度 令 和 4 年 度

信 金 中 央 金 庫

株式会社日本政策金融公庫

独立行政法人住宅金融支援機構

独立行政法人福祉医療機構

独立行政法人勤労者退職金共済機構

独立行政法人中小企業基盤整備機構

合 計

代理貸付の残高 （単位：百万円）

82

455

3,722

48

-

79

4,387

126

500

3,979

98

-

81

4,786

令 和 3 年 度 令 和 4 年 度

貸 出 金

う ち 変 動 金 利

う ち 固 定 金 利

貸出金残高 （単位：百万円）

169,534

86,359

83,174

168,206

88,199

80,006

令 和 3 年 度 令 和 4 年 度

期  末  預  貸  率

期 中 平 均 預 貸 率

預貸率 （単位：％）

54.51

54.04

54.58

52.83

令 和 3 年 度 令 和 4 年 度

合 計 251325

債務保証見返の残高 （単位：百万円）

(注）1.

2. 国内業務部門と国際業務部門の区別はしておりません。

預貸率＝ ×100
貸出金

預金積金＋譲渡性預金

KUM A MOTO DA I-ICHI SHINK INB A NK

融資業務関係
貸出金の業種別内訳 （単位：先、百万円、％）

令和3年度

貸出先数 貸出金残高 構成比 貸出先数 貸出金残高 構成比
業種区分

令和4年度

製 造 業

農 業 、 林 業

漁 業

鉱業、採石業、砂利採取業

電気、ガス、熱供給、水道業

建 設 業

情 報 通 信 業

運 輸 業 、 郵 便 業

卸 売 業 、 小 売 業

金 融 業 、 保 険 業

物 品 賃 貸 業

不 動 産 業

学術研究、専門・技術サービス業

宿 泊 業

飲 食 業

生活関連サービス業、娯楽業

教 育 、学 習 支 援 業

医 療 、 福 祉

そ の 他 の サ ー ビ ス

小 計

地 方 公 共 団 体

個人（住宅・消費・納税資金等）

合 計

3.18

0.31

0.00

0.19

10.08

1.09

0.16

1.27

9.17

1.48

27.37

0.17

0.68

1.80

2.69

3.46

0.74

3.82

5.49

73.24

5.57

21.18

100.00

5,402

529

9

326

17,100

1,861

285

2,169

15,552

2,511

46,410

299

1,159

3,058

4,561

5,873

1,267

6,483

9,309

124,171

9,444

35,917

169,534

217

50

2

6

836

26

21

67

790

26

525

11

88

33

512

261

37

137

541

4,186

15

10,370

14,571

（注）業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。

3.31

0.34

0.00

0.20

10.22

1.04

0.19

1.44

9.32

0.96

27.02

0.16

0.78

1.96

2.72

3.34

0.84

3.78

5.73

73.44

5.53

21.02

100.00

5,571

580

8

345

17,201

1,754

329

2,423

15,684

1,627

45,458

274

1,314

3,304

4,588

5,619

1,426

6,373

9,654

123,540

9,302

35,363

168,206

211

51

1

7

833

27

21

70

809

28

520

12

90

35

539

268

38

131

536

4,227

15

10,778

15,020

貸出金の使途別内訳 （単位：百万円、％）

令和3年度

貸出金残高 構成比 貸出金残高 構成比

令和4年度

設 備 資 金

運 転 資 金

合 計

48.52

51.48

100.00

82,249

87,284

169,534

48.01

51.99

100.00

80,754

87,452

168,206

貸倒引当金の内訳 （単位：百万円）

令和3年度

一般貸倒引当金 合計 一般貸倒引当金 合計

令和4年度

期 首 残 高

当 期 増 加 額

当期減少額
目的使用

そ の 他

期 末 残 高

2,812

2,574

449

2,362

2,574

307

343

-

307

343

個別貸倒引当金

2,504

2,230

449

2,054

2,230

2,620

2,812

118

2,502

2,812

387

307

-

387

307

2,232

2,504

118

2,114

2,504

個別貸倒引当金

貸出金の償却 (単位：千円）

令和3年度 令和4年度

貸 出 金 償 却 376,85741,790
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信用金庫法開示債権及び金融再生法開示債権の保全・引当状況 (単位：百万円）

破 産 更 生 債 権 及 び
こ れ ら に 準 ず る 債 権

危 　 険 　 債 　 権

要 　 管 　 理 　 債 　 権

保 　 全 　 額 （ Ｂ ）

保 全 率 　 ( Ｂ ) ／ ( Ａ ) （ ％ ）

引当率( (Ｃ )＋（Ｄ））／( (Ａ )－ (Ｅ ) ) (％ )

正 常 債 権 （ Ｆ ）

総 与 信 残 高 （ Ａ ） ＋ （ Ｆ ）

三 月 以 上 延 滞 債 権

個 別 貸 倒 引 当 金 （ Ｃ ）

一 般 貸 倒 引 当 金 （ Ｄ ）

担 保 ・ 保 証 等 （ Ｅ ）

貸 出 条 件 緩 和 債 権

小 　 　 　 計 （ Ａ ）

令和3年度区　　　分

754

7,589

30

－

30

8,374

6,069

2,456

14

3,598

72.47

51.73

160,246

168,621

令和4年度

644

6,930

28

－

28

7,603

5,707

2,214

18

3,475

75.06

54.07

162,319

169,922

下益城郡美里町：棚田

１．「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者
に対する債権及びこれらに準ずる債権です。      

２．「危険債権」とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取
りができない可能性の高い債権で、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」に該当しない債権です。 

３．「要管理債権」とは、信用金庫法上の「三月以上延滞債権」に該当する貸出金と「貸出条件緩和債権」に該当する貸出金の合計額です。
４．「三月以上延滞債権」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で、「破産更生債権及びこれらに準ずる債

権」及び「危険債権」に該当しない貸出金です。      
５．「貸出条件緩和債権」とは、債務者の経営再建等を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務

者に有利となる取決めを行った貸出金で、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」及び「三月以上延滞債権」に該当しない貸出金で
す。      

６．「個別貸倒引当金」（Ｃ）は、貸借対照表上の個別貸倒引当金の額のうち、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」及び「危険債権」の債権額に対し
て個別に引当計上した額の合計額です。      

７．「一般貸倒引当金」（Ｄ）には、貸借対照表上の一般貸倒引当金の額のうち、要管理債権の債権額に対して引当てた額を記載しております。
８．「担保・保証等」（Ｅ）は、自己査定に基づいて計算した担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額の合計額です。 
９．「正常債権」（Ｆ）とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がない債権であり、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」及び

「要管理債権」以外の債権です。
10．「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」及び「正常債権」が対象となる債権は、貸借対照表の「有価証券」中の社債（その元本の償還

及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）によるも
のに限る。）、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに債務保証見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価
証券の貸付けを行っている場合のその有価証券（使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。）です。 
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信用金庫法開示債権及び金融再生法開示債権の保全・引当状況 (単位：百万円）

破 産 更 生 債 権 及 び
こ れ ら に 準 ず る 債 権

危 　 険 　 債 　 権

要 　 管 　 理 　 債 　 権

保 　 全 　 額 （ Ｂ ）

保 全 率 　 ( Ｂ ) ／ ( Ａ ) （ ％ ）

引当率( (Ｃ )＋（Ｄ））／( (Ａ )－ (Ｅ ) ) (％ )

正 常 債 権 （ Ｆ ）

総 与 信 残 高 （ Ａ ） ＋ （ Ｆ ）

三 月 以 上 延 滞 債 権

個 別 貸 倒 引 当 金 （ Ｃ ）

一 般 貸 倒 引 当 金 （ Ｄ ）

担 保 ・ 保 証 等 （ Ｅ ）

貸 出 条 件 緩 和 債 権

小 　 　 　 計 （ Ａ ）

令和3年度区　　　分

754

7,589

30

－

30

8,374

6,069

2,456

14

3,598

72.47

51.73

160,246

168,621

令和4年度

644

6,930

28

－

28

7,603

5,707

2,214

18

3,475

75.06

54.07

162,319

169,922

下益城郡美里町：棚田

１．「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者
に対する債権及びこれらに準ずる債権です。      

２．「危険債権」とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取
りができない可能性の高い債権で、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」に該当しない債権です。 

３．「要管理債権」とは、信用金庫法上の「三月以上延滞債権」に該当する貸出金と「貸出条件緩和債権」に該当する貸出金の合計額です。
４．「三月以上延滞債権」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で、「破産更生債権及びこれらに準ずる債

権」及び「危険債権」に該当しない貸出金です。      
５．「貸出条件緩和債権」とは、債務者の経営再建等を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務

者に有利となる取決めを行った貸出金で、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」及び「三月以上延滞債権」に該当しない貸出金で
す。      

６．「個別貸倒引当金」（Ｃ）は、貸借対照表上の個別貸倒引当金の額のうち、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」及び「危険債権」の債権額に対し
て個別に引当計上した額の合計額です。      

７．「一般貸倒引当金」（Ｄ）には、貸借対照表上の一般貸倒引当金の額のうち、要管理債権の債権額に対して引当てた額を記載しております。
８．「担保・保証等」（Ｅ）は、自己査定に基づいて計算した担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額の合計額です。 
９．「正常債権」（Ｆ）とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がない債権であり、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」及び

「要管理債権」以外の債権です。
10．「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」及び「正常債権」が対象となる債権は、貸借対照表の「有価証券」中の社債（その元本の償還

及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）によるも
のに限る。）、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに債務保証見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価
証券の貸付けを行っている場合のその有価証券（使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。）です。 

有価証券の平均残高≫

有価証券の残存期間別残高≫

有価証券の時価情報≫

預証率≫

KUM A MOTO DA I-ICHI SHINK INB A NK

有価証券関係

（単位：百万円）

（注）商品有価証券については残高はありません。

320
8,825

10,100
1,147

－
4,155

24,550

2,875
11,122
13,046

1,184
－

4,208
32,437

国 債
地 方 債
社 債
株 式
外 国 証 券
そ の 他 の 証 券
合 計

令和3年度 令和4年度

（単位：百万円）

－
481
434

－
－
－

915

303
1,643
1,688

－
－

2,117
5,752

－
2,800
3,200

－
－

895
6,896

－
1,330
1,639

－
－

265
3,236

－
6,060
6,440

－
－

400
12,900

8,229
－
－
－
－
－

8,229

－
－
－

1,387
－
－

1,387

8,532
12,316
13,403

1,387
－

3,679
39,319

－
315

1,612
－
－
－

1,927

－
1,525
1,110

－
－

531
3,167

304
1,811
2,071

－
－

2,751
6,939

－
2,548
2,357

－
－

197
5,103

－
3,452
3,789

－
－

385
7,627

－
－
－
－
－
－
－

－
－
－

1,285
－
－

1,285

304
9,653

10,941
1,285

－
3,866

26,050

国 債
地 方 債
社 債
株 式
外 国 証 券
そ の 他 の 証 券
合 計

令和3年度

（単位：％）

(注）1.預証率＝　　　　　　　　　　　×100

　　2.国内業務部門と国際業務部門の区別はしておりません。

8.45
7.89

12.64 
10.37 

期  末  預  証  率
期 中 平 均 預 証 率

令和3年度 令和4年度

有価証券
預金積金＋譲渡性預金

1年以下 1年超3年以下 3年超5年以下 5年超7年以下 7年超10年以下 10年超 合計
期間の定め
のないもの

国 債
地 方 債
社 債
株 式
外 国 証 券
そ の 他 の 証 券
合 計

令和4年度

1年以下 1年超3年以下 3年超5年以下 5年超7年以下 7年超10年以下 10年超 合計
期間の定め
のないもの

宇土市下網田町・御輿来海岸の干潟

1．売買目的有価証券………保有がありません
2．満期保有目的の債券………保有がありません
3．子会社・子法人等株式及び関連法人等株式

当金庫が保有する子会社・子法人等株式及び関連法人等株式は、市場価格のない株式等であるため、下記「５．市場価格のない株式等及び組合出
資金」に記載し、本項では記載を省略しております。
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KUM A MOTO DA I-ICHI SHINK INB A NK

子会社等の概況／連結基準における指標

当金庫グループの主要な事業内容≫

金銭の信託の時価情報≫

商品有価証券の時価情報≫

第102条第1項第5号に掲げる取引≫

　当金庫グループは、当金庫、子会社１社で構成され、信用金庫業務を中心に事務処理代行(人材派遣業務)のサービスを提供しております。

子会社の概況≫

連結基準における指標について≫

（単位：百万円）

（単位：百万円）

令和3年度
貸借対照表計上額

令和4年度
貸借対照表計上額

資産基準 ＝ ＝ × 100 ＝ 0.01%

経常収益基準 ＝ ＝ × 100 ＝ 0.05%

利益基準 ＝ ＝ × 100 ＝ 0.14%

利益剰余金基準 ＝ ＝ × 100 ＝ 0.29%

34百万円
341,648百万円

2百万円
4,521百万円

0百万円
333百万円

24百万円
8,119百万円

子会社の総資産額の合計額
当金庫の総資産額

子会社の経常収益の合計額
当金庫の経常収益

子会社の当期純利益の額のうち持分の合計額
当金庫の当期純利益

子会社の利益剰余金のうち持分の合計額
当金庫の利益剰余金

株 式
債 券

国 債
地 方 債
社 債
そ の 他
小 　 計
株 式
債 券

国 債
地 方 債
社 債
そ の 他
小 　 計

名　　　　　　　称
住　　　　　　　所
資本金または出資金

令和3年度 令和4年度

貸借対照表
計上額が
取得原価を
超えるもの

貸借対照表
計上額が
取得原価を
超えないもの

子会社・子法人等株式及び関連法人等株式　子会社株式

その他有価証券　非上場株式（店頭売買株式を除く）

組合出資金

665
10,589

304
5,501
4,783

604
11,859

356
10,309

－
4,151
6,157
3,262

13,928
25,787

452
10,513

298
5,457
4,757

600
11,566

433
10,383

－
4,181
6,201
3,531

14,348
25,914

213
75
5

44
26
3

293
△ 76
△ 73

－
△ 30
△ 43

△ 269
△ 420
△ 127

919
11,262
4,786
4,529
1,946

100
12,282

101
22,990
3,746
7,786

11,456
3,532

26,624
38,907

703
11,154
4,706
4,508
1,939

100
11,958

105
23,331
3,757
7,917

11,656
4,100

27,537
39,495

216
108

79
21

7
0

324
△ 3

△ 341
△ 11

△ 130
△ 199
△ 567
△ 912
△ 588合　　計

種類
貸借対照表計上額 取得原価 差額

4．その他有価証券

貸借対照表計上額 取得原価 差額

（注）1.貸借対照表計上額は、期末日における市場価格等に基づいております。

2.上記の「その他」は投資信託等です。

3.市場価格のない株式等及び組合出資金は本表には含めておりません。

5．市場価格のない株式等及び組合出資金

保有がありません 1.金利関連取引………………………………該当ありません
2.通貨関連取引………………………………該当ありません
3.株式関連取引………………………………該当ありません
4.債券関連取引………………………………該当ありません
5.商品関連取引………………………………該当ありません
6.クレジットデリバティブ取引……………該当ありません

株式会社いっしんサービス
熊本市中央区花畑町10-31

１，０００万円

事　業　の　内　容
設　立　年　月　日
当金庫の議決権比率

労働者派遣事業
昭和60年3月20日

100%

保有がありません

当金庫では、子会社は当金庫グループの財政状態及び経営
成績に関する合理的な判断を誤らせない程度に重要性が乏し
いと認められるため、連結財務諸表は作成しておりません。

なお、資産基準、経常収益基準、利益基準及び利益剰余金基
準による割合は下記のとおりであります。

                                   記
右記算式において、当金庫と子会社間の債権債務及び相互

の取引による収益・費用は相殺消去しておりません。
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子会社等の概況／連結基準における指標

当金庫グループの主要な事業内容≫

金銭の信託の時価情報≫

商品有価証券の時価情報≫

第102条第1項第5号に掲げる取引≫

　当金庫グループは、当金庫、子会社１社で構成され、信用金庫業務を中心に事務処理代行(人材派遣業務)のサービスを提供しております。

子会社の概況≫

連結基準における指標について≫

（単位：百万円）

（単位：百万円）

令和3年度
貸借対照表計上額

令和4年度
貸借対照表計上額

資産基準 ＝ ＝ × 100 ＝ 0.01%

経常収益基準 ＝ ＝ × 100 ＝ 0.05%

利益基準 ＝ ＝ × 100 ＝ 0.14%

利益剰余金基準 ＝ ＝ × 100 ＝ 0.29%

34百万円
341,648百万円

2百万円
4,521百万円

0百万円
333百万円

24百万円
8,119百万円

子会社の総資産額の合計額
当金庫の総資産額

子会社の経常収益の合計額
当金庫の経常収益

子会社の当期純利益の額のうち持分の合計額
当金庫の当期純利益

子会社の利益剰余金のうち持分の合計額
当金庫の利益剰余金

株 式
債 券

国 債
地 方 債
社 債
そ の 他
小 　 計
株 式
債 券

国 債
地 方 債
社 債
そ の 他
小 　 計

名　　　　　　　称
住　　　　　　　所
資本金または出資金

令和3年度 令和4年度

貸借対照表
計上額が
取得原価を
超えるもの

貸借対照表
計上額が
取得原価を
超えないもの

子会社・子法人等株式及び関連法人等株式　子会社株式

その他有価証券　非上場株式（店頭売買株式を除く）

組合出資金

665
10,589

304
5,501
4,783

604
11,859

356
10,309

－
4,151
6,157
3,262

13,928
25,787

452
10,513

298
5,457
4,757

600
11,566

433
10,383

－
4,181
6,201
3,531

14,348
25,914

213
75

5
44
26

3
293

△ 76
△ 73

－
△ 30
△ 43

△ 269
△ 420
△ 127

919
11,262

4,786
4,529
1,946

100
12,282

101
22,990

3,746
7,786

11,456
3,532

26,624
38,907

703
11,154

4,706
4,508
1,939

100
11,958

105
23,331

3,757
7,917

11,656
4,100

27,537
39,495

216
108

79
21

7
0

324
△ 3

△ 341
△ 11

△ 130
△ 199
△ 567
△ 912
△ 588合　　計

種類
貸借対照表計上額 取得原価 差額

4．その他有価証券

貸借対照表計上額 取得原価 差額

（注）1.貸借対照表計上額は、期末日における市場価格等に基づいております。

2.上記の「その他」は投資信託等です。

3.市場価格のない株式等及び組合出資金は本表には含めておりません。

5．市場価格のない株式等及び組合出資金

保有がありません 1.金利関連取引………………………………該当ありません
2.通貨関連取引………………………………該当ありません
3.株式関連取引………………………………該当ありません
4.債券関連取引………………………………該当ありません
5.商品関連取引………………………………該当ありません
6.クレジットデリバティブ取引……………該当ありません

株式会社いっしんサービス
熊本市中央区花畑町10-31

１，０００万円

事　業　の　内　容
設　立　年　月　日
当金庫の議決権比率

労働者派遣事業
昭和60年3月20日

100%

保有がありません

当金庫では、子会社は当金庫グループの財政状態及び経営
成績に関する合理的な判断を誤らせない程度に重要性が乏し
いと認められるため、連結財務諸表は作成しておりません。

なお、資産基準、経常収益基準、利益基準及び利益剰余金基
準による割合は下記のとおりであります。

                                   記
右記算式において、当金庫と子会社間の債権債務及び相互

の取引による収益・費用は相殺消去しておりません。

の種類ごとに適格格付機関の使い分けは行っておりません。
・R&I(株式会社格付投資情報センター)
・JCR(株式会社日本格付研究所)
・Moody’ｓ(ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク)
・S&P(S&Pグローバル レーティング)

7．オペレーショナル・リスクに関する項目
（1）リスク管理の方針及び手続きの概要

オペレーショナル・リスクは、業務運営上、可能な限り回避す
べきリスクであり、当金庫では「オペレーショナル・リスク管理規
程」を踏まえ、組織体制、管理の仕組みを整備するとともに、リス
クの分析を行い、リスク顕現化の未然防止及び発生時の影響度
の極小化に努めております。

特に、事務リスク管理については、本部・営業店が一体となり、
各種「事務取扱規程」の整備、その遵守を心掛けることはもちろん
のこと、日頃の事務指導や研修体制の強化、さらには牽制機能と
しての事務検証などに取組み、事務品質の向上に努めております。

システム・リスクについては、「システム・リスク管理要領」に基
づき、管理すべきリスクの所在、種類等を明確にし、定期的な点
検検査等を実施し、安定した業務遂行ができるよう、多様化かつ
複雑化するリスクに対して、管理態勢の強化に努めております。

その他リスクについては、苦情等に対する適切な処理、個人情
報及び情報セキュリティ体制の整備、さらには各種リスク商品等
に対する説明態勢の整備など、顧客保護の観点を重要視した管
理態勢の整備に努めております。

オペレーショナル・リスク相当額の算定については、基礎的手
法による計測を採用しており、態勢を整備しております。また、
一連のオペレーショナル・リスクに関しましては、業務改善委員
会等、各種委員会にて定期的に協議・検討を行うとともに、必要
に応じて理事会、常勤理事会、部長会といった経営陣に対する
報告態勢を整備しております。

（2）オペレーショナル・リスク相当額の算出に使用する手法の名称
当金庫は、基礎的手法を採用しております。

8．銀行勘定における出資その他これに類するエクスポージャー又は株
式等エクスポージャーに関するリスク管理の方針及び手続きの概要

上場株式、上場優先出資証券、株式関連投資信託等にかかるリス
クの認識については、時価評価及び日経平均β値10％下落時によ
るリスク計測によって把握するとともに、当金庫の抱える市場リス
クの状況等について、定期的に経営陣に報告を行っております。

一方、非上場株式等、上記以外についても、その状況について、適
宜、経営陣への報告を行うなど、適切なリスク管理に努めておりま
す。なお、当該取引にかかる会計処理については、当金庫が定める

「有価証券の会計処理基準」及び日本公認会計士協会の「金融商品
会計に関する実務指針」に従った、適正な処理を行っております。

9．金利リスクに関する事項　
（1）リスク管理の方針及び手続の概要

銀行勘定の金利リスクとは、金利が変動することによって、保
有する資産や負債等の価値（現在価値）や、貸出金や借入金の金
利差などから得られる将来収益（金利収益）が変動するリスクを
いいます。当金庫では、金利リスクを重要なリスクの一つとして
認識し、その他の市場リスク（株式リスク等）との関係性を考慮
しながら、銀行勘定の市場リスクを一体的に管理しています。

管理指標としては、金利変動による経済価値変化の指標であ
るΔEVE及び期間損益変化の指標であるΔNIIを、複数の金利ス
トレスナリオに基づき算出しており、リスク統括部署が四半期ご
とに、資金運用委員会及び部長会に報告するとともに、ΔEVE
については自己資本の20％を超えないよう管理しております。

万一、金利リスクが自己資本の一定割合を超過するなど、金利

リスクが過大となった場合には、有価証券売却などにより資産・
負債の残高や期間構成を変化させる方針としております。

（2）金利リスクの算定手法の概要
開示告示に基づく定量的開示の対象となるΔEVE及びΔNII

に関する事項

1．自己資本調達手段の概要
当金庫の自己資本は、出資金及び利益剰余金等により構成されて

おります。
なお、当金庫の自己資本調達手段の概要は次のとおりです。

2．自己資本の充実度に関する評価方法の概要
自己資本の充実度に関しまして、当金庫の自己資本比率は国内基

準である４％を上回っており、経営の健全性・安全性を充分保ってお
ります。

一方、将来の自己資本充実策については、年度ごとに掲げる事業計
画に基づいた業務推進を通じ、そこから得られる内部留保による資
本の積上げを第一義的な施策と考えております。

3．信用リスクに関する項目
（1）リスク管理の方針及び手続の概要

信用リスクとは、取引先の倒産や財務状況の悪化などにより、
当金庫が損失を被るリスクをいいます。当金庫では、信用リスク
を当金庫が管理すべき最重要のリスクであるとの認識の上、与
信業務の基本的な理念や手続き等を明示した「信用リスク管理
規程」を制定し、広く役職員に理解と遵守を促すとともに、信用
リスク管理主管部署において、業種別、債務者区分別の状況や
大口与信先の状況などを定期的に経営陣に付議・報告し、信用
リスクを確実に認識する管理態勢を構築しております。

信用リスクの評価につきましては、自己査定委員会を設置し、
融資統合システムによる随時査定を実施しております。自己査
定は営業店で第一次査定、審査第一部、審査第二部及び融資管
理部で第二次査定を行い、監査部が正確性の検証をする態勢と
しております。

リスク計測にあたっては、一般社団法人しんきん共同セン
ターの「企業信用格付システム」を導入し、信用リスクの計量化
に向けデータの蓄積を図っております。

個別案件の審査・与信管理にあたっては、審査管理部門と営
業推進部門を分離し相互に牽制が働く態勢としており、大口与
信の取上げにあたっては、通常の審査に加え、融資審査委員会
及び常勤理事会で慎重な審議を行っております。

信用コストである貸倒引当金については、「自己査定基準」及び
「償却及び引当金計上に関する取扱」に基づき、正常先債権及び
要注意先債権( 要管理先債権含む)は予想損失額を見積もり一
般貸倒引当金に計上、破綻懸念先債権は個別債務者ごとに損失
が見込まれる部分について貸倒引当金を計上、実質破綻先及び
破綻先は債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回
収が見込まれる額を減算し、残額を貸倒償却するか又は個別貸
倒引当金に計上しております。

（2）リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関
リスク・ウェイトとは、自己資本比率を算出する際の分母であ

るリスク・アセット額を求めるために使用する資産の種類ごと
の掛目のことです。

当金庫は標準的手法を採用しており、リスク・ウェイトの判
定に使用する適格格付機関は以下の４つの機関を採用してお
ります。
・R&I(株式会社格付投資情報センター)
・JCR(株式会社日本格付研究所)
・Moody’ｓ(ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク)
・S&P(S&Pグローバル レーティング)

なお、当金庫はエクスポージャーの種類ごとに適格格付機

関の使い分けは行っておりませんが、金融機関向けエクスポー
ジャーのリスク・ウェイトの判定においては、経済協力開発機
構のカントリー・リスク・スコアを使用しております。

4．信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続きの概要
当金庫は、リスク管理の観点から、取引先の倒産や財務状況の悪

化などにより被る損失(信用リスク) を軽減するために、取引先に
よっては、不動産担保や信用保証協会保証による保全措置を講じて
おります。ただし、これはあくまで補完的措置であり、資金使途、返
済原資、財務内容、事業環境、経営者の資質など、さまざまな角度か
ら判断を行っております。また、判断の結果、担保又は保証が必要な
場合には、お客様への十分な説明とご理解をいただいた上でご契約
いただく等、適切な取扱いに努めております。

当金庫が扱う担保には、自金庫預金積金、有価証券、不動産等、保
証には、人的保証、信用保証協会保証、住宅融資保険、民間保証等が
ありますが、その手続きについては、「貸出事務取扱規程」「不動産担
保評価基準書」等により適切な事務取扱並びに適正な評価管理を
行っております。

バーゼルⅢでいう信用リスク削減手法とは、金庫が抱えている信
用リスクを軽減化するための措置をいい、具体的には預金担保、有
価証券担保、保証等が該当します。

また、手形貸付、割引手形、証書貸付、当座貸越、債務保証に関して、
お客様が期限の利益を失われた場合に、当該与信取引の範囲におい
て預金相殺を用いる場合がありますが信用リスク削減方策の一つと
して認められております。この際は当金庫が定める「貸出事務取扱規
程」や各種約定書に基づき、法的に有効である旨確認のうえ、事前の
通知や諸手続きを省略して払い戻し充当いたします。

なお、バーゼルⅢで定められ当金庫で採用している信用リスク削
減手法は、適格担保として自金庫預金積金、保証、その他未担保預金
等が該当します。そのうち保証に関する信用度の評価については、上
記適格格付機関が付与している格付により判定しております。

5．派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する
リスク管理の方針及び手続きの概要

当金庫においては、有価証券投資の一環として買い付けた投資信
託の一部に裏付け資産として派生商品取引があるものの、派生商品
取引及び長期決済期間取引は行っておらず、これらの取引の取引相
手方のリスクに関するリスク管理の方針及び手続きの概要について
の取り決め等は行っておりません。

6．証券化エクスポージャーに関する事項
（1）リスク管理の方針及び手続きの概要

証券化とは、一般的には証券の裏付けとなる原資産の保有
者であるオリジネーターと、証券を購入する側である投資家に
大きく分類されますが、当金庫においては、該当ありません。

投資業務については、有価証券投資の一環として捉え、リス
クの認識については、市場動向、裏付け資産の状況、時価評価
及び適格格付機関が付与する格付情報などにより把握し、適
正なリスク管理に努めております。

（2）証券化エクスポージャーに係る信用リスク・アセットの額の算出
に使用する方式の名称

当金庫は標準的手法を採用しております。
（3）証券化取引に関する会計方針

当該取引に関する会計処理については、当金庫が定める「有価
証券の会計処理基準」及び日本公認会計士協会の「金融商品会
計に関する実務指針」に従った、適正な処理を行っております。

（4）証券化エクスポージャーの種類ごとのリスク・ウェイトの判定に
使用する適格格付機関の名称

証券化エクスポージャーのリスク・ウェイトの判定に使用する
適格格付機関は以下の４機関を採用しております。なお、投資

発行主体 熊本第一信用金庫

普通出資

3,646百万円

年2.00％

資金調達手段の種類

コア資本に係る基礎項目の額に算入された額

配当率
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の種類ごとに適格格付機関の使い分けは行っておりません。
・R&I(株式会社格付投資情報センター)
・JCR(株式会社日本格付研究所)
・Moody’ｓ(ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク)
・S&P(S&Pグローバル レーティング)

7．オペレーショナル・リスクに関する項目
（1）リスク管理の方針及び手続きの概要

オペレーショナル・リスクは、業務運営上、可能な限り回避す
べきリスクであり、当金庫では「オペレーショナル・リスク管理規
程」を踏まえ、組織体制、管理の仕組みを整備するとともに、リス
クの分析を行い、リスク顕現化の未然防止及び発生時の影響度
の極小化に努めております。

特に、事務リスク管理については、本部・営業店が一体となり、
各種「事務取扱規程」の整備、その遵守を心掛けることはもちろん
のこと、日頃の事務指導や研修体制の強化、さらには牽制機能と
しての事務検証などに取組み、事務品質の向上に努めております。

システム・リスクについては、「システム・リスク管理要領」に基
づき、管理すべきリスクの所在、種類等を明確にし、定期的な点
検検査等を実施し、安定した業務遂行ができるよう、多様化かつ
複雑化するリスクに対して、管理態勢の強化に努めております。

その他リスクについては、苦情等に対する適切な処理、個人情
報及び情報セキュリティ体制の整備、さらには各種リスク商品等
に対する説明態勢の整備など、顧客保護の観点を重要視した管
理態勢の整備に努めております。

オペレーショナル・リスク相当額の算定については、基礎的手
法による計測を採用しており、態勢を整備しております。また、
一連のオペレーショナル・リスクに関しましては、業務改善委員
会等、各種委員会にて定期的に協議・検討を行うとともに、必要
に応じて理事会、常勤理事会、部長会といった経営陣に対する
報告態勢を整備しております。

（2）オペレーショナル・リスク相当額の算出に使用する手法の名称
当金庫は、基礎的手法を採用しております。

8．銀行勘定における出資その他これに類するエクスポージャー又は株
式等エクスポージャーに関するリスク管理の方針及び手続きの概要

上場株式、上場優先出資証券、株式関連投資信託等にかかるリス
クの認識については、時価評価及び日経平均β値10％下落時によ
るリスク計測によって把握するとともに、当金庫の抱える市場リス
クの状況等について、定期的に経営陣に報告を行っております。

一方、非上場株式等、上記以外についても、その状況について、適
宜、経営陣への報告を行うなど、適切なリスク管理に努めておりま
す。なお、当該取引にかかる会計処理については、当金庫が定める

「有価証券の会計処理基準」及び日本公認会計士協会の「金融商品
会計に関する実務指針」に従った、適正な処理を行っております。

9．金利リスクに関する事項　
（1）リスク管理の方針及び手続の概要

銀行勘定の金利リスクとは、金利が変動することによって、保
有する資産や負債等の価値（現在価値）や、貸出金や借入金の金
利差などから得られる将来収益（金利収益）が変動するリスクを
いいます。当金庫では、金利リスクを重要なリスクの一つとして
認識し、その他の市場リスク（株式リスク等）との関係性を考慮
しながら、銀行勘定の市場リスクを一体的に管理しています。

管理指標としては、金利変動による経済価値変化の指標であ
るΔEVE及び期間損益変化の指標であるΔNIIを、複数の金利ス
トレスナリオに基づき算出しており、リスク統括部署が四半期ご
とに、資金運用委員会及び部長会に報告するとともに、ΔEVE
については自己資本の20％を超えないよう管理しております。

万一、金利リスクが自己資本の一定割合を超過するなど、金利

リスクが過大となった場合には、有価証券売却などにより資産・
負債の残高や期間構成を変化させる方針としております。

（2）金利リスクの算定手法の概要
開示告示に基づく定量的開示の対象となるΔEVE及びΔNII

に関する事項

1．自己資本調達手段の概要
当金庫の自己資本は、出資金及び利益剰余金等により構成されて

おります。
なお、当金庫の自己資本調達手段の概要は次のとおりです。

2．自己資本の充実度に関する評価方法の概要
自己資本の充実度に関しまして、当金庫の自己資本比率は国内基

準である４％を上回っており、経営の健全性・安全性を充分保ってお
ります。

一方、将来の自己資本充実策については、年度ごとに掲げる事業計
画に基づいた業務推進を通じ、そこから得られる内部留保による資
本の積上げを第一義的な施策と考えております。

3．信用リスクに関する項目
（1）リスク管理の方針及び手続の概要

信用リスクとは、取引先の倒産や財務状況の悪化などにより、
当金庫が損失を被るリスクをいいます。当金庫では、信用リスク
を当金庫が管理すべき最重要のリスクであるとの認識の上、与
信業務の基本的な理念や手続き等を明示した「信用リスク管理
規程」を制定し、広く役職員に理解と遵守を促すとともに、信用
リスク管理主管部署において、業種別、債務者区分別の状況や
大口与信先の状況などを定期的に経営陣に付議・報告し、信用
リスクを確実に認識する管理態勢を構築しております。

信用リスクの評価につきましては、自己査定委員会を設置し、
融資統合システムによる随時査定を実施しております。自己査
定は営業店で第一次査定、審査第一部、審査第二部及び融資管
理部で第二次査定を行い、監査部が正確性の検証をする態勢と
しております。

リスク計測にあたっては、一般社団法人しんきん共同セン
ターの「企業信用格付システム」を導入し、信用リスクの計量化
に向けデータの蓄積を図っております。

個別案件の審査・与信管理にあたっては、審査管理部門と営
業推進部門を分離し相互に牽制が働く態勢としており、大口与
信の取上げにあたっては、通常の審査に加え、融資審査委員会
及び常勤理事会で慎重な審議を行っております。

信用コストである貸倒引当金については、「自己査定基準」及び
「償却及び引当金計上に関する取扱」に基づき、正常先債権及び
要注意先債権( 要管理先債権含む)は予想損失額を見積もり一
般貸倒引当金に計上、破綻懸念先債権は個別債務者ごとに損失
が見込まれる部分について貸倒引当金を計上、実質破綻先及び
破綻先は債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回
収が見込まれる額を減算し、残額を貸倒償却するか又は個別貸
倒引当金に計上しております。

（2）リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関
リスク・ウェイトとは、自己資本比率を算出する際の分母であ

るリスク・アセット額を求めるために使用する資産の種類ごと
の掛目のことです。

当金庫は標準的手法を採用しており、リスク・ウェイトの判
定に使用する適格格付機関は以下の４つの機関を採用してお
ります。
・R&I(株式会社格付投資情報センター)
・JCR(株式会社日本格付研究所)
・Moody’ｓ(ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク)
・S&P(S&Pグローバル レーティング)

なお、当金庫はエクスポージャーの種類ごとに適格格付機

関の使い分けは行っておりませんが、金融機関向けエクスポー
ジャーのリスク・ウェイトの判定においては、経済協力開発機
構のカントリー・リスク・スコアを使用しております。

4．信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続きの概要
当金庫は、リスク管理の観点から、取引先の倒産や財務状況の悪

化などにより被る損失(信用リスク) を軽減するために、取引先に
よっては、不動産担保や信用保証協会保証による保全措置を講じて
おります。ただし、これはあくまで補完的措置であり、資金使途、返
済原資、財務内容、事業環境、経営者の資質など、さまざまな角度か
ら判断を行っております。また、判断の結果、担保又は保証が必要な
場合には、お客様への十分な説明とご理解をいただいた上でご契約
いただく等、適切な取扱いに努めております。

当金庫が扱う担保には、自金庫預金積金、有価証券、不動産等、保
証には、人的保証、信用保証協会保証、住宅融資保険、民間保証等が
ありますが、その手続きについては、「貸出事務取扱規程」「不動産担
保評価基準書」等により適切な事務取扱並びに適正な評価管理を
行っております。

バーゼルⅢでいう信用リスク削減手法とは、金庫が抱えている信
用リスクを軽減化するための措置をいい、具体的には預金担保、有
価証券担保、保証等が該当します。

また、手形貸付、割引手形、証書貸付、当座貸越、債務保証に関して、
お客様が期限の利益を失われた場合に、当該与信取引の範囲におい
て預金相殺を用いる場合がありますが信用リスク削減方策の一つと
して認められております。この際は当金庫が定める「貸出事務取扱規
程」や各種約定書に基づき、法的に有効である旨確認のうえ、事前の
通知や諸手続きを省略して払い戻し充当いたします。

なお、バーゼルⅢで定められ当金庫で採用している信用リスク削
減手法は、適格担保として自金庫預金積金、保証、その他未担保預金
等が該当します。そのうち保証に関する信用度の評価については、上
記適格格付機関が付与している格付により判定しております。

5．派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する
リスク管理の方針及び手続きの概要

当金庫においては、有価証券投資の一環として買い付けた投資信
託の一部に裏付け資産として派生商品取引があるものの、派生商品
取引及び長期決済期間取引は行っておらず、これらの取引の取引相
手方のリスクに関するリスク管理の方針及び手続きの概要について
の取り決め等は行っておりません。

6．証券化エクスポージャーに関する事項
（1）リスク管理の方針及び手続きの概要

証券化とは、一般的には証券の裏付けとなる原資産の保有
者であるオリジネーターと、証券を購入する側である投資家に
大きく分類されますが、当金庫においては、該当ありません。

投資業務については、有価証券投資の一環として捉え、リス
クの認識については、市場動向、裏付け資産の状況、時価評価
及び適格格付機関が付与する格付情報などにより把握し、適
正なリスク管理に努めております。

（2）証券化エクスポージャーに係る信用リスク・アセットの額の算出
に使用する方式の名称

当金庫は標準的手法を採用しております。
（3）証券化取引に関する会計方針

当該取引に関する会計処理については、当金庫が定める「有価
証券の会計処理基準」及び日本公認会計士協会の「金融商品会
計に関する実務指針」に従った、適正な処理を行っております。

（4）証券化エクスポージャーの種類ごとのリスク・ウェイトの判定に
使用する適格格付機関の名称

証券化エクスポージャーのリスク・ウェイトの判定に使用する
適格格付機関は以下の４機関を採用しております。なお、投資
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の種類ごとに適格格付機関の使い分けは行っておりません。
・R&I(株式会社格付投資情報センター)
・JCR(株式会社日本格付研究所)
・Moody’ｓ(ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク)
・S&P(S&Pグローバル レーティング)

7．オペレーショナル・リスクに関する項目
（1）リスク管理の方針及び手続きの概要

オペレーショナル・リスクは、業務運営上、可能な限り回避す
べきリスクであり、当金庫では「オペレーショナル・リスク管理規
程」を踏まえ、組織体制、管理の仕組みを整備するとともに、リス
クの分析を行い、リスク顕現化の未然防止及び発生時の影響度
の極小化に努めております。

特に、事務リスク管理については、本部・営業店が一体となり、
各種「事務取扱規程」の整備、その遵守を心掛けることはもちろん
のこと、日頃の事務指導や研修体制の強化、さらには牽制機能と
しての事務検証などに取組み、事務品質の向上に努めております。

システム・リスクについては、「システム・リスク管理要領」に基
づき、管理すべきリスクの所在、種類等を明確にし、定期的な点
検検査等を実施し、安定した業務遂行ができるよう、多様化かつ
複雑化するリスクに対して、管理態勢の強化に努めております。

その他リスクについては、苦情等に対する適切な処理、個人情
報及び情報セキュリティ体制の整備、さらには各種リスク商品等
に対する説明態勢の整備など、顧客保護の観点を重要視した管
理態勢の整備に努めております。

オペレーショナル・リスク相当額の算定については、基礎的手
法による計測を採用しており、態勢を整備しております。また、
一連のオペレーショナル・リスクに関しましては、業務改善委員
会等、各種委員会にて定期的に協議・検討を行うとともに、必要
に応じて理事会、常勤理事会、部長会といった経営陣に対する
報告態勢を整備しております。

（2）オペレーショナル・リスク相当額の算出に使用する手法の名称
当金庫は、基礎的手法を採用しております。

8．銀行勘定における出資その他これに類するエクスポージャー又は株
式等エクスポージャーに関するリスク管理の方針及び手続きの概要

上場株式、上場優先出資証券、株式関連投資信託等にかかるリス
クの認識については、時価評価及び日経平均β値10％下落時によ
るリスク計測によって把握するとともに、当金庫の抱える市場リス
クの状況等について、定期的に経営陣に報告を行っております。

一方、非上場株式等、上記以外についても、その状況について、適
宜、経営陣への報告を行うなど、適切なリスク管理に努めておりま
す。なお、当該取引にかかる会計処理については、当金庫が定める

「有価証券の会計処理基準」及び日本公認会計士協会の「金融商品
会計に関する実務指針」に従った、適正な処理を行っております。

9．金利リスクに関する事項　
（1）リスク管理の方針及び手続の概要

銀行勘定の金利リスクとは、金利が変動することによって、保
有する資産や負債等の価値（現在価値）や、貸出金や借入金の金
利差などから得られる将来収益（金利収益）が変動するリスクを
いいます。当金庫では、金利リスクを重要なリスクの一つとして
認識し、その他の市場リスク（株式リスク等）との関係性を考慮
しながら、銀行勘定の市場リスクを一体的に管理しています。

管理指標としては、金利変動による経済価値変化の指標であ
るΔEVE及び期間損益変化の指標であるΔNIIを、複数の金利ス
トレスナリオに基づき算出しており、リスク統括部署が四半期ご
とに、資金運用委員会及び部長会に報告するとともに、ΔEVE
については自己資本の20％を超えないよう管理しております。

万一、金利リスクが自己資本の一定割合を超過するなど、金利

リスクが過大となった場合には、有価証券売却などにより資産・
負債の残高や期間構成を変化させる方針としております。

（2）金利リスクの算定手法の概要
開示告示に基づく定量的開示の対象となるΔEVE及びΔNII

に関する事項

1．自己資本調達手段の概要
当金庫の自己資本は、出資金及び利益剰余金等により構成されて

おります。
なお、当金庫の自己資本調達手段の概要は次のとおりです。

2．自己資本の充実度に関する評価方法の概要
自己資本の充実度に関しまして、当金庫の自己資本比率は国内基

準である４％を上回っており、経営の健全性・安全性を充分保ってお
ります。

一方、将来の自己資本充実策については、年度ごとに掲げる事業計
画に基づいた業務推進を通じ、そこから得られる内部留保による資
本の積上げを第一義的な施策と考えております。

3．信用リスクに関する項目
（1）リスク管理の方針及び手続の概要

信用リスクとは、取引先の倒産や財務状況の悪化などにより、
当金庫が損失を被るリスクをいいます。当金庫では、信用リスク
を当金庫が管理すべき最重要のリスクであるとの認識の上、与
信業務の基本的な理念や手続き等を明示した「信用リスク管理
規程」を制定し、広く役職員に理解と遵守を促すとともに、信用
リスク管理主管部署において、業種別、債務者区分別の状況や
大口与信先の状況などを定期的に経営陣に付議・報告し、信用
リスクを確実に認識する管理態勢を構築しております。

信用リスクの評価につきましては、自己査定委員会を設置し、
融資統合システムによる随時査定を実施しております。自己査
定は営業店で第一次査定、審査第一部、審査第二部及び融資管
理部で第二次査定を行い、監査部が正確性の検証をする態勢と
しております。

リスク計測にあたっては、一般社団法人しんきん共同セン
ターの「企業信用格付システム」を導入し、信用リスクの計量化
に向けデータの蓄積を図っております。

個別案件の審査・与信管理にあたっては、審査管理部門と営
業推進部門を分離し相互に牽制が働く態勢としており、大口与
信の取上げにあたっては、通常の審査に加え、融資審査委員会
及び常勤理事会で慎重な審議を行っております。

信用コストである貸倒引当金については、「自己査定基準」及び
「償却及び引当金計上に関する取扱」に基づき、正常先債権及び
要注意先債権( 要管理先債権含む)は予想損失額を見積もり一
般貸倒引当金に計上、破綻懸念先債権は個別債務者ごとに損失
が見込まれる部分について貸倒引当金を計上、実質破綻先及び
破綻先は債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回
収が見込まれる額を減算し、残額を貸倒償却するか又は個別貸
倒引当金に計上しております。

（2）リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関
リスク・ウェイトとは、自己資本比率を算出する際の分母であ

るリスク・アセット額を求めるために使用する資産の種類ごと
の掛目のことです。

当金庫は標準的手法を採用しており、リスク・ウェイトの判
定に使用する適格格付機関は以下の４つの機関を採用してお
ります。
・R&I(株式会社格付投資情報センター)
・JCR(株式会社日本格付研究所)
・Moody’ｓ(ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク)
・S&P(S&Pグローバル レーティング)

なお、当金庫はエクスポージャーの種類ごとに適格格付機

関の使い分けは行っておりませんが、金融機関向けエクスポー
ジャーのリスク・ウェイトの判定においては、経済協力開発機
構のカントリー・リスク・スコアを使用しております。

4．信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続きの概要
当金庫は、リスク管理の観点から、取引先の倒産や財務状況の悪

化などにより被る損失(信用リスク) を軽減するために、取引先に
よっては、不動産担保や信用保証協会保証による保全措置を講じて
おります。ただし、これはあくまで補完的措置であり、資金使途、返
済原資、財務内容、事業環境、経営者の資質など、さまざまな角度か
ら判断を行っております。また、判断の結果、担保又は保証が必要な
場合には、お客様への十分な説明とご理解をいただいた上でご契約
いただく等、適切な取扱いに努めております。

当金庫が扱う担保には、自金庫預金積金、有価証券、不動産等、保
証には、人的保証、信用保証協会保証、住宅融資保険、民間保証等が
ありますが、その手続きについては、「貸出事務取扱規程」「不動産担
保評価基準書」等により適切な事務取扱並びに適正な評価管理を
行っております。

バーゼルⅢでいう信用リスク削減手法とは、金庫が抱えている信
用リスクを軽減化するための措置をいい、具体的には預金担保、有
価証券担保、保証等が該当します。

また、手形貸付、割引手形、証書貸付、当座貸越、債務保証に関して、
お客様が期限の利益を失われた場合に、当該与信取引の範囲におい
て預金相殺を用いる場合がありますが信用リスク削減方策の一つと
して認められております。この際は当金庫が定める「貸出事務取扱規
程」や各種約定書に基づき、法的に有効である旨確認のうえ、事前の
通知や諸手続きを省略して払い戻し充当いたします。

なお、バーゼルⅢで定められ当金庫で採用している信用リスク削
減手法は、適格担保として自金庫預金積金、保証、その他未担保預金
等が該当します。そのうち保証に関する信用度の評価については、上
記適格格付機関が付与している格付により判定しております。

5．派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する
リスク管理の方針及び手続きの概要

当金庫においては、有価証券投資の一環として買い付けた投資信
託の一部に裏付け資産として派生商品取引があるものの、派生商品
取引及び長期決済期間取引は行っておらず、これらの取引の取引相
手方のリスクに関するリスク管理の方針及び手続きの概要について
の取り決め等は行っておりません。

6．証券化エクスポージャーに関する事項
（1）リスク管理の方針及び手続きの概要

証券化とは、一般的には証券の裏付けとなる原資産の保有
者であるオリジネーターと、証券を購入する側である投資家に
大きく分類されますが、当金庫においては、該当ありません。

投資業務については、有価証券投資の一環として捉え、リス
クの認識については、市場動向、裏付け資産の状況、時価評価
及び適格格付機関が付与する格付情報などにより把握し、適
正なリスク管理に努めております。

（2）証券化エクスポージャーに係る信用リスク・アセットの額の算出
に使用する方式の名称

当金庫は標準的手法を採用しております。
（3）証券化取引に関する会計方針

当該取引に関する会計処理については、当金庫が定める「有価
証券の会計処理基準」及び日本公認会計士協会の「金融商品会
計に関する実務指針」に従った、適正な処理を行っております。

（4）証券化エクスポージャーの種類ごとのリスク・ウェイトの判定に
使用する適格格付機関の名称

証券化エクスポージャーのリスク・ウェイトの判定に使用する
適格格付機関は以下の４機関を採用しております。なお、投資

流動性預金に割り当てられた金利改定
の平均満期

流動性預金に割り当てられた最長の金
利改定満期

流動性預金への満期の割当て方法及び
その前提 金融庁が定める

保守的な前提

割引金利の相関やスプレッド
は考慮していません

通貨別に算出した金利リスク
の正値のみ合算し、通貨間の
相関は考慮していません

固定金利貸出の期限前返済や定期預
金の早期解約に関する前提

複数の通貨の集計方法及びその前提

スプレッドに関する前提

1.25年

5年

該当事項はありません

該当ありません

当期の重要性テスト（金利リ
スク（ΔEVE）/自己資本の額）
の結果は、基準値である自
己資本の額の20％以内に収
まっております

内部モデルの使用等、ΔEVE及びΔNII 
に重大な影響を及ぼすその他の前提

前事業年度末の開示からの変動に関す
る説明

計測値の解釈や重要性に関するその他
の説明
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バーゼルⅢ 第3の柱に係る開示 Ⅱ.自己資本の構成に関する開示事項（単体における開示事項）

普通出資又は非累積的永久優先出資に係る会員勘定の額

 うち、出資金及び資本剰余金の額

 うち、利益剰余金の額

 うち、外部流出予定額（△）

 うち、上記以外に該当するものの額

コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額

 うち、一般貸倒引当金コア資本算入額

 うち、適格引当金コア資本算入額

適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額

公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含

まれる額
土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の45パーセントに相当する額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれ

る額

コア資本に係る基礎項目の額（イ）

無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の額の合計額

 うち、のれんに係るものの額

 うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額

適格引当金不足額

証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額

負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額

前払年金費用の額

自己保有普通出資等（純資産の部に計上されるものを除く。）の額

意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額

少数出資金融機関等の対象普通出資等の額

信用金庫連合会の対象普通出資等の額

特定項目に係る10パーセント基準超過額

 うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額

 うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額

 うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額

特定項目に係る15パーセント基準超過額

 うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額

 うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額

 うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額

コア資本に係る調整項目の額（ロ）

自己資本の額（（イ）－（ロ））　（ハ）

信用リスク・アセットの額の合計額

 うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額

   うち、他の金融機関等向けエクスポージャー

   うち、上記以外に該当するものの額

オペレーショナル・リスク相当額の合計額を８パーセントで除して得た額

信用リスク・アセット調整額

オペレーショナル・リスク相当額調整額

リスク・アセット等の額の合計額（ニ）

自己資本比率（（ハ）／（ニ））

11,423

3,646

7,850

72

△0

307

307

ー

ー

ー

99

11,830

60

ー

60

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

60

11,769

123,844

1,100

ー

1,100

7,456

ー

ー

131,300

8.96

11,693

3,646

8,119

72

△0

343

343

ー

ー

ー

49

12,086

90

ー

90

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

90

11,995

123,762

1,089

ー

1,089

7,232

ー

ー

130,994

9.15

コ
ア
資
本
に
係
る
基
礎
項
目

（1）

コ
ア
資
本
に
係
る
調
整
項
目

（2）

リ
ス
ク·

ア
セ
ッ
ト
等

（3）

自己資本

自己資本

比率

項　　　目 令和3年度 令和4年度

（単位：百万円、％）

（注）自己資本比率の算出方法を定めた「信用金庫法第 89 条第１項において準用する銀行法第 14 条の２の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資
産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成 18 年金融庁告示第 21 号）」に基づき算出しております。
なお、当金庫は国内基準により自己資本比率を算出しております。
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バーゼルⅢ 第3の柱に係る開示 Ⅲ.令和4年度の定量的な開示事項（単体における開示事項）

イ．信用リスク・アセット、所要自己資本の額の合計

①標準的手法が適用されるポートフォリオごとのエクスポージャー

現金

我が国の中央政府及び中央銀行向け

外国の中央政府及び中央銀行向け

国際決済銀行等向け

我が国の地方公共団体向け

外国の中央政府等以外の公共部門向け

国際開発銀行向け

地方公共団体金融機構向け

我が国の政府関係機関向け

地方三公社向け

金融機関及び第一種金融商品取引業者向け

法人等向け

中小企業等向け及び個人向け

抵当権付住宅ローン

不動産取得等事業向け

3月以上延滞等

取立未済手形

信用保証協会等による保証付

株式会社地域経済活性化支援機構等による保証付

出資等

 出資等のエクスポージャー

 重要な出資のエクスポージャー

上記以外

 他の金融機関等の対象資本等調達手段のうち対象普通出資等及びその他外部
 TLAC関連調達手段に該当するもの以外のものに係るエクスポージャー
 信用金庫連合会の対象普通出資等であってコア資本に係る調整項目の額に算入さ
 れなかった部分に係るエクスポージャー
 特定項目のうち調整項目に算入されない部分に係るエクスポージャー
 総株主等の議決権の百分の十を超える議決権を保有している他の金融機関等に係
 るその他外部TLAC関連調達手段に関するエクスポージャー
 総株主等の議決権の百分の十を超える議決権を保有していない他の金融機関等に
 係るその他外部TLAC関連調達手段のうち、その他外部TLAC関連調達手段に係
 る5%基準額を上回る部分に係るエクスポージャー
 上記以外のエクスポージャー

②証券化エクスポージャー

証券化
　　　　　　　　　　　　　　　　　 STC要件適用分

　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　非STC要件適用分

再証券化

③リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー

ルック・スルー方式

マンデート方式

蓋然性方式（250％）

蓋然性方式（400％）

フォールバック方式（1250％）

④経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるものの額

⑤他の金融機関等の対象資本調達手段に係るエクスポージャーに係る経過措置によりリ
スク・アセットの額に算入されなかったものの額

⑥ＣＶＡリスク相当額を8％で除して得た額

⑦中央清算機関関連エクスポージャー

ロ．オペレーショナル・リスク相当額の合計額を8％で除して得た額

ハ．単体総所要自己資本額（イ＋ロ）

 123,762 4,950

 122,364 4,894

 ー ー

 ー ー

 ー ー

 ー ー

 ー ー

 ー ー

 ー ー

 ー ー

 ー ー

 37 1

 12,073 482

 26,243 1,049

 18,596 743

 1,148 45

 51,997 2,079

 370 14

 26 1

 1,283 51

 ー ー

 1,381 55

 1,256 50

 125 5

 9,204 368

 ー ー

 1,633 65

 2,096 83

 ー ー

 ー ー

 5,473 218

 ー ー

 ー ー

 ー ー

 ー ー

 299 11

 299 11

 ー ー

 ー ー

 ー ー

 ー ー

 1,089 43

 ー ー

 8 0

 ー ー

 7,232 289

 130,994 5,239

 123,844 4,953

 122,501 4,900

 ー ー

 ー ー

 ー ー

 ー ー

 ー ー

 ー ー

 ー ー

 ー ー

 ー ー

 41 1

 10,947 437

 26,087 1,043

 24,163 966

 1,658 66

 47,341 1,893

 429 17

 12 0

 1,282 51

 ー ー

 1,295 51

 1,170 46

 125 5

 9,242 369

 ー ー

 1,675 67

 2,139 85

 ー ー

 ー ー

 5,427 217

 ー ー

 ー ー

 ー ー

 ー ー

 230 9

 230 9

 ー ー

 ー ー

 ー ー

 ー ー

 1,100 44

 ー ー

 11 0

 ー ー

 7,456 298

 131,300 5,252

令和3年度

リスク・アセット 所要自己資本額 リスク・アセット 所要自己資本額

令和4年度

（単位：百万円）１. 自己資本の充実度に関する事項

（注）1.所要自己資本の額＝リスク・アセット×4%
2.「エクスポージャー」とは、資産（派生商品取引によるものを除く）並びにオフ・バランス取引及び派生商品取引の与信相当額等のことです。
3.「3月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3月以上延滞している債務者に係るエクスポージャー及び「我が国の中央政

府及び中央銀行向け」から「法人等向け」（「国際決済銀行等向け」を除く）においてリスク・ウェイトが150％になったエクスポージャーのことです。
4.当金庫は、基礎的手法によりオペレーショナル・リスク相当額を算定しております。
5.単体総所要自己資本額＝単体自己資本比率の分母の額×4％

粗利益（直近3年間のうち正の値の合計額）×15％

直近3年間のうち粗利益が正の値であった年数

オペレーショナル・リスク相当額
(基礎的手法)の算定方法熊
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バーゼルⅢ 第3の柱に係る開示 Ⅲ.令和4年度の定量的な開示事項（単体における開示事項）

イ．信用リスク・アセット、所要自己資本の額の合計

①標準的手法が適用されるポートフォリオごとのエクスポージャー

現金

我が国の中央政府及び中央銀行向け

外国の中央政府及び中央銀行向け

国際決済銀行等向け

我が国の地方公共団体向け

外国の中央政府等以外の公共部門向け

国際開発銀行向け

地方公共団体金融機構向け

我が国の政府関係機関向け

地方三公社向け

金融機関及び第一種金融商品取引業者向け

法人等向け

中小企業等向け及び個人向け

抵当権付住宅ローン

不動産取得等事業向け

3月以上延滞等

取立未済手形

信用保証協会等による保証付

株式会社地域経済活性化支援機構等による保証付

出資等

 出資等のエクスポージャー

 重要な出資のエクスポージャー

上記以外

 他の金融機関等の対象資本等調達手段のうち対象普通出資等及びその他外部
 TLAC関連調達手段に該当するもの以外のものに係るエクスポージャー
 信用金庫連合会の対象普通出資等であってコア資本に係る調整項目の額に算入さ
 れなかった部分に係るエクスポージャー
 特定項目のうち調整項目に算入されない部分に係るエクスポージャー
 総株主等の議決権の百分の十を超える議決権を保有している他の金融機関等に係
 るその他外部TLAC関連調達手段に関するエクスポージャー
 総株主等の議決権の百分の十を超える議決権を保有していない他の金融機関等に
 係るその他外部TLAC関連調達手段のうち、その他外部TLAC関連調達手段に係
 る5%基準額を上回る部分に係るエクスポージャー
 上記以外のエクスポージャー

②証券化エクスポージャー

証券化
　　　　　　　　　　　　　　　　　 STC要件適用分

　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　非STC要件適用分

再証券化

③リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー

ルック・スルー方式

マンデート方式

蓋然性方式（250％）

蓋然性方式（400％）

フォールバック方式（1250％）

④経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるものの額

⑤他の金融機関等の対象資本調達手段に係るエクスポージャーに係る経過措置によりリ
スク・アセットの額に算入されなかったものの額

⑥ＣＶＡリスク相当額を8％で除して得た額

⑦中央清算機関関連エクスポージャー

ロ．オペレーショナル・リスク相当額の合計額を8％で除して得た額

ハ．単体総所要自己資本額（イ＋ロ）

 123,762 4,950

 122,364 4,894

 ー ー

 ー ー

 ー ー

 ー ー

 ー ー

 ー ー

 ー ー

 ー ー

 ー ー

 37 1

 12,073 482

 26,243 1,049

 18,596 743

 1,148 45

 51,997 2,079

 370 14

 26 1

 1,283 51

 ー ー

 1,381 55

 1,256 50

 125 5

 9,204 368

 ー ー

 1,633 65

 2,096 83

 ー ー

 ー ー

 5,473 218

 ー ー

 ー ー

 ー ー

 ー ー

 299 11

 299 11

 ー ー

 ー ー

 ー ー

 ー ー

 1,089 43

 ー ー

 8 0

 ー ー

 7,232 289

 130,994 5,239

 123,844 4,953

 122,501 4,900

 ー ー

 ー ー

 ー ー

 ー ー

 ー ー

 ー ー

 ー ー

 ー ー

 ー ー

 41 1

 10,947 437

 26,087 1,043

 24,163 966

 1,658 66

 47,341 1,893

 429 17

 12 0

 1,282 51

 ー ー

 1,295 51

 1,170 46

 125 5

 9,242 369

 ー ー

 1,675 67

 2,139 85

 ー ー

 ー ー

 5,427 217

 ー ー

 ー ー

 ー ー

 ー ー

 230 9

 230 9

 ー ー

 ー ー

 ー ー

 ー ー

 1,100 44

 ー ー

 11 0

 ー ー

 7,456 298

 131,300 5,252

令和3年度

リスク・アセット 所要自己資本額 リスク・アセット 所要自己資本額

令和4年度

（単位：百万円）１. 自己資本の充実度に関する事項

（注）1.所要自己資本の額＝リスク・アセット×4%
2.「エクスポージャー」とは、資産（派生商品取引によるものを除く）並びにオフ・バランス取引及び派生商品取引の与信相当額等のことです。
3.「3月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3月以上延滞している債務者に係るエクスポージャー及び「我が国の中央政

府及び中央銀行向け」から「法人等向け」（「国際決済銀行等向け」を除く）においてリスク・ウェイトが150％になったエクスポージャーのことです。
4.当金庫は、基礎的手法によりオペレーショナル・リスク相当額を算定しております。
5.単体総所要自己資本額＝単体自己資本比率の分母の額×4％

粗利益（直近3年間のうち正の値の合計額）×15％

直近3年間のうち粗利益が正の値であった年数

オペレーショナル・リスク相当額
(基礎的手法)の算定方法

8,396

844

8

345

18,787

3,574

650

2,879

17,309

4,042

46,384

274

1,446

2,349

5,436

5,881

1,507

6,269

10,698

21,201

29,892

34

188,217

21,327

13,485

18,160

16,501

41,307

67,562

9,871

188,217

11,806

784

9

326

17,501

3,681

429

3,231

16,881

5,004

47,404

299

1,321

2,247

5,388

6,222

1,346

6,339

10,655

32,092

30,399

48

203,421

21,758

15,870

18,312

15,439

44,470

77,981

9,588

203,421

5,785

844

8

345

18,287

1,774

341

2,415

16,705

1,610

45,381

274

1,446

2,349

5,436

5,870

1,507

6,269

10,289

9,302

29,892

－

166,140

19,407

10,877

13,989

11,604

34,007

67,562

8,691

166,140

6,788

784

9

326

17,001

1,881

296

2,166

16,477

2,488

46,401

299

1,321

2,247

5,388

6,211

1,346

6,339

10,094

9,445

30,399

－

167,715

20,846

12,257

12,304

12,428

31,694

69,816

8,368

167,715

2,296

－

－

－

500

1,799

200

300

600

2,000

1,000

－

－

－

－

－

－

－

300

11,899

－

－

20,896

1,920

2,608

4,170

4,896

7,300

－

－

20,896

4,489

－

－

－

500

1,799

－

900

400

2,200

1,000

－

－

－

－

－

－

－

550

22,646

－

－

34,486

912

3,613

6,008

3,010

12,776

8,165

－

34,486

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

17

7

－

3

94

－

－

－

7

9

54

－

2

40

10

65

－

－

16

－

117

－

446

24

2

－

3

57

－

－

－

7

6

88

－

2

83

11

－

－

－

18

－

93

－

399

製 造 業

農 業 、 林 業

漁 業

鉱業、採石業、砂利採取業

建 設 業

電気・ｶﾞｽ・熱供給・水道業

情 報 通 信 業

運 輸 業 、郵 便 業

卸 売 業 、小 売 業

金 融 業 、保 険 業

不 動 産 業

物 品 賃 貸 業

学術研究、専門・技術サービス業

宿 泊 業

飲 食 業

生活関連サービス業、娯楽業

教 育 、学 習 支 援 業

医 療 、 福 祉

そ の 他 の サ ー ビ ス

国・地 方 公 共 団 体 等

個 人

そ の 他

業 種 別 合 計

1 年 以 下

1 年 超 3 年 以 下

3 年 超 5 年 以 下

5 年 超 7 年 以 下

7 年 超 1 0 年 以 下

10　　　年　　　超

期間の定めのないもの

残 存 期 間 別 合 計

令和4年度 令和3年度 令和4年度 令和3年度 令和4年度 令和3年度 令和4年度 令和3年度 令和4年度令和3年度

信用リスクエクスポージャー期末残高
3月以上

延滞
エクスポージャーデリバティブ取引債券

貸出金、コミットメント及び
その他のデリバティブ以外
のオフ・バランス取引

エクスポージャー
区分

業種区分
期間区分

（単位：百万円）（1）信用リスクに関するエクスポージャー及び主な種類別の期末残高 《業種別・残存期間別》　

2．信用リスクに関する事項（リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー及び証券化エクスポージャーを除く）

（単位：百万円）

387

307

2,232

2,504

2,620

2,812

307

343

2,504

2,230

2,812

2,574

－

－

118

449

118

449

387

307

2,114

2,054

2,502

2,362

307

343

2,504

2,230

2,812

2,574

令和3年度

令和4年度

令和3年度

令和4年度

令和3年度

令和4年度

一 般 貸 倒 引 当 金

個 別 貸 倒 引 当 金

合 計

期首残高 当期増加額 期末残高
当期減少額

目的使用 その他

（注）1．オフ・バランス取引は、デリバティブ取引を除く。
　　2．「3月以上延滞エクスポージャー」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3月以上延滞している債務者に係るエクスポージャーのことです。
　　3．上記の「その他」は、裏付となる個々の資産の全部又は一部を把握することや、業種区分に分類することが、困難なエクスポージャーです。具体的には株式等が含まれます。
　　4．CVAリスクおよび中央清算機関関連エクスポージャーは含まれておりません。
　　5．業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。
　　6．当金庫は、国内の限定されたエリアにて事業活動を行っているため、「地域別」の区分は省略しております。

（2）一般貸倒引当金、個別貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額
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令和3年度 令和3年度令和4年度

当期増加額 当期減少額

個別貸倒引当金

期末残高
貸出金償却

令和4年度 令和3年度 令和4年度 令和3年度 令和4年度

（単位：百万円）（3）業種別の個別貸倒引当金及び貸出金償却の額等

（単位：百万円）（4）リスク・ウェイトの区分ごとのエクスポージャーの額等

（単位：百万円）

－

－

－

－

5

－

－

130

2

113

663

－

29

968

10

205

－

331

8

－

34

2,504

－

－

－

－

68

－

－

130

2

104

541

－

0

821

8

183

－

336

1

－

30

2,230

71

－

－

－

3

－

－

130

26

113

314

－

－

834

12

337

－

340

9

－

39

2,232

－

－

－

－

5

－

－

130

2

113

663

－

29

968

10

205

－

331

8

－

34

2,504

－

－

－

－

5

－

－

130

2

113

663

－

29

968

10

205

－

331

8

－

34

2,504

－

－

－

－

68

－

－

130

2

104

541

－

0

821

8

183

－

336

1

－

30

2,230

0

2

－

－

10

－

－

－

－

－

4

－

－

0

4

－

1

1

16

－

1

41

0

0

－

－

34

－

－

－

4

3

562

－

－

148

0

－

－

24

0

－
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826

製 造 業

農 業 、 林 業

漁 業

鉱業、採石業、砂利採取業

建 設 業

電気・ガス・熱供給・水道業

情 報 通 信 業

運 輸 業 、郵 便 業

卸 売 業 、小 売 業

金 融 業 、保 険 業

不 動 産 業

物 品 賃 貸 業

学術研究、専門・技術サービス業

宿 泊 業

飲 食 業

生活関連サービス業、娯楽業

教 育 、学習支援業

医 療 、 福 祉

その他のサービス

国・地方公共団体等

個 人

合 計

（注）1．格付は適格格付機関が付与してい

るものに限ります。

2．エクスポージャーは信用リスク削

減手法適用後のリスク・ウェイト

に区分しております。

3．コア資本に係る調整項目となった

エクスポージャー、CVAリスクおよ

び中央清算機関関連エクスポー

ジャーは含まれておりません。

3．信用リスク削減手法に関する事項

令和3年度

適格金融資産担保 保　証 クレジット・デリバティブ

令和4年度 令和3年度 令和4年度 令和3年度 令和4年度

 7,708 7,217 19,630 22,067 － －信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー

信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー

信用リスク削減手法

ポートフォリオ

－

－

6,172

－

23,575

－

882

－

－

－

－

30,631

21,002

32,088

141

2,818

181

25,288

75,864

190

－

10

－

157,586

－

－

10,311

－

5,703

－

808

－

－

－

－

16,823

31,892

30,151

1,122

3,950

179

39,177

79,953

161

－

10

－

186,598

 0％

 10％

 20％

 35％

 50％

 75％

 100％

 150％

 250％

 1,250％

 そ の 他

 合　　計

告示で定める
リスク・ウェイト区分（％）

格付適用有り

令和3年度 令和4年度

格付適用無し

エクスポージャーの額

格付適用有り 格付適用無し

（注）1．当金庫は、国内の限定されたエリアにて事業活動を行っているため、「地域別」の区分は省略しております。
　　2．業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。

（注）当金庫は、適格金融資産担保について簡便手法を用いております。
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令和3年度 令和3年度令和4年度

当期増加額 当期減少額

個別貸倒引当金

期末残高
貸出金償却

令和4年度 令和3年度 令和4年度 令和3年度 令和4年度

（単位：百万円）（3）業種別の個別貸倒引当金及び貸出金償却の額等

（単位：百万円）（4）リスク・ウェイトの区分ごとのエクスポージャーの額等

（単位：百万円）

－

－

－

－

5

－

－

130

2

113

663

－

29

968

10

205

－

331

8

－

34

2,504

－

－

－

－

68

－

－

130

2

104

541

－

0

821

8

183

－

336

1

－

30

2,230

71

－

－

－

3

－

－

130

26

113

314

－

－

834

12

337

－

340

9

－

39

2,232

－

－

－

－

5

－

－

130

2

113

663

－

29

968

10

205

－

331

8

－

34

2,504

－

－

－

－

5

－

－

130

2

113

663

－

29

968

10

205

－

331

8

－

34

2,504

－

－

－

－

68

－

－

130

2

104

541

－

0

821

8

183

－

336

1

－

30

2,230

0

2

－

－

10

－

－

－

－

－

4

－

－

0

4

－

1

1

16

－

1

41

0

0

－

－

34

－

－

－

4

3

562

－

－

148

0

－

－

24

0

－
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826

製 造 業

農 業 、 林 業

漁 業

鉱業、採石業、砂利採取業

建 設 業

電気・ガス・熱供給・水道業

情 報 通 信 業

運 輸 業 、郵 便 業

卸 売 業 、小 売 業

金 融 業 、保 険 業

不 動 産 業

物 品 賃 貸 業

学術研究、専門・技術サービス業

宿 泊 業

飲 食 業

生活関連サービス業、娯楽業

教 育 、学習支援業

医 療 、 福 祉

その他のサービス

国・地方公共団体等

個 人

合 計

（注）1．格付は適格格付機関が付与してい

るものに限ります。

2．エクスポージャーは信用リスク削

減手法適用後のリスク・ウェイト

に区分しております。

3．コア資本に係る調整項目となった

エクスポージャー、CVAリスクおよ

び中央清算機関関連エクスポー

ジャーは含まれておりません。

3．信用リスク削減手法に関する事項

令和3年度

適格金融資産担保 保　証 クレジット・デリバティブ

令和4年度 令和3年度 令和4年度 令和3年度 令和4年度

 7,708 7,217 19,630 22,067 － －信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー

信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー

信用リスク削減手法

ポートフォリオ

－

－

6,172

－

23,575

－

882

－

－

－

－

30,631

21,002

32,088

141

2,818

181

25,288

75,864

190

－

10

－

157,586

－

－

10,311

－

5,703

－

808

－

－

－

－

16,823

31,892

30,151

1,122

3,950

179

39,177

79,953

161

－

10

－

186,598

 0％

 10％

 20％

 35％

 50％

 75％

 100％

 150％

 250％

 1,250％

 そ の 他

 合　　計

告示で定める
リスク・ウェイト区分（％）

格付適用有り

令和3年度 令和4年度

格付適用無し

エクスポージャーの額

格付適用有り 格付適用無し

（注）1．当金庫は、国内の限定されたエリアにて事業活動を行っているため、「地域別」の区分は省略しております。
　　2．業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。

（注）当金庫は、適格金融資産担保について簡便手法を用いております。

（単位：百万円）

（単位：百万円）

（1）貸借対照表計上額及び時価等

（2）出資等エクスポージャーの売却
　及び償却に伴う損益の額

4．派生商品取引及び長期決済期間取引の取引
　相手のリスクに関する事項

5．証券化エクスポージャーに関する事項

6．出資等エクスポージャーに関する事項

（注）1．貸借対照表計上額は、期末日における市場価格等に基づいております。
　　2．その他資産勘定に出資として計上しております非上場の出資は、非上場株式に含めております。

（注）損益計算書における損益の額を記載しております。

上記取引について、当金庫は該当ありません。

上記取引について、当金庫は該当ありません。

 0 102
 0 69
 10 0

売 却 益
売 却 損
償 　 却

令和3年度 令和4年度

（単位：百万円）

（3）貸借対照表で認識され、かつ損益計算書で
　認識されない評価損益の額

 136 213 評 価 損 益

令和3年度 令和4年度

（単位：百万円）

（4）貸借対照表及び損益計算書で
　認識されない評価損益の額

 － －評 価 損 益

令和3年度 令和4年度

（単位：百万円）

（5）リスク・ウェイトのみなし計算が適用される
　エクスポージャーに関する事項

 3,831 3,633

 － －

 － －

 － －

 － －

ルック・スルー方式を適用するエ
クスポージャー

マンデート方式を適用するエク
スポージャー

蓋然性方式（250％）を適用する
エクスポージャー

蓋然性方式（400％）を適用する
エクスポージャー

フォールバック方式（1250％）を
適用するエクスポージャー

令和3年度 令和4年度

1,022
1,686
2,708

1,022
1,686
2,708

1,068
1,803
2,871

1,068
1,803
2,871

上 場 株 式 等
非上場株式等
合 計

貸借対照表計上額

令和3年度
区　分

令和4年度

時価 貸借対照表計上額 時価

（単位：百万円）7．金利リスクに関する事項

（注）1．金利リスクの算定手法の概要等は、「定性的な開示事項」の項目に記載しております。

IRRBB1：金利リスク

項番

1
2
3
4
5
6
7

8

上方パラレルシフト
下方パラレルシフト
スティープ化
フラット化
短期金利上昇
短期金利低下
最大値

自己資本の額

573
75

928

928

320
－

320

2,285
－

2,274

2,285

382
－

382

イ
ΔEVE ΔNII

ロ

ホ ヘ
当期末 前期末

11,76911,995

ハ ニ

当期末 前期末 当期末 前期末

宇城市三角町：天門橋（天草五橋・1号橋）
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当金庫の動き 当金庫の動き一般社会の動き 一般社会の動き年 年月 月

KUM A MOTO DA I-ICHI SHINK INB A NK

当金庫のあゆみ

信用金庫法施行に伴い改組

国民金融公庫代理貸付業務の取扱い開始
中小企業金融公庫代理貸付業務の

取扱い開始

全国信用金庫連合会代理貸付業務
の取扱い開始

住宅金融公庫代理貸付業務の
取扱い開始

山鹿信用金庫と合併

本店ビル新築落成
環境衛生金融公庫代理貸付業務の

取扱い開始

両替商業務取扱い開始

オンライン業務（普通預金）取扱い開始
本店にCD設置（第1号）

医療金融公庫代理貸付業務の取扱い開始

日本銀行と取引開始

日本銀行歳入代理店事務取扱い開始
預金高500億円達成

国債の窓口販売開始
熊本第一信用金庫歌制定

外国為替取次開始
株式会社いっしんサービス設立（子会社）

預金高1，000億円達成

熊本商科大学へ奨学基金を贈る
ファームバンキングサービスの取扱い開始

信託業務の取扱い開始

証券投資信託の取扱い開始

インターネットバンキングサービス取扱開始

モバイルバンキングサービス取扱開始

私募債取扱開始
しんきんATMゼロネットサービス開始

スポーツ振興くじ（サッカーくじ）払戻業務開始
（株）九州しんきんカード発足

（森本会長が社長に就任）

個人年金保険の窓口販売開始
本店ビル耐震・改装工事竣工
個人向け国債の取扱の開始

植木支店新築建替
事業者ローン「しんきん応援団」取扱開始

（株）アスリートクラブ熊本
（ロアッソ熊本）に出資

500円札登場

熊本大水害

阿蘇山大爆発

熊本国体開催
東京オリンピック開催

大阪万国博
新熊本空港オープン
沖縄本土復活

円の変動相場制移行
第一次石油危機

沖縄海洋博覧会開催

熊本市人口50万人突破

成田空港開港

東京サミット開催

熊本市などテクノポリス地域指定

プラザ合意
国鉄民営化

昭和天皇崩御
消費税実施
日経平均株価ピーク

東西ドイツ統合
湾岸戦争（1月～2月）
ソ連邦消滅
阪神淡路大震災発生
地下鉄サリン事件発生

長野オリンピック開催

くまもと未来国体開催
全国2番目の女性知事
潮谷義子氏初当選
2千円の新札発行
沖縄サミット開催

アメリカ同時多発テロ発生

FIFAワールドカップKOREA
/JAPAN開催

イラク戦争によりフセイン政権崩壊

S26
S27
S28
S29
S31

S33

S35
S39
S41

S44
S45
S46
S47

S48

S49
S50
S51

S52

S53

S54

S55
S56
S58
S59

S60

S62
S63
S64
H元

  H2

  H3

  H7

H10

H11
H12

H13

H14

H15

H16

4
2
6
2
2

6
12

10
10

3

8
3
4
5
7

2
10

3
7
5
6
5
7
5

12
6

12
3
3
6
6
7
6
9
4
6
1
4

12
8

10
2

12
1
3
6
2

12
9
4

7

11
12

3
9

3

10
12

3
4

10
12

1
3
4
4
8
9
9
9

11
4

8
8
2
3

4
8
1
2

5
7
8

12
1
5

12
4
4
2
3
4
9

1
3
6

11
2
3

5
6

12
5
9

10
11

5

6
9
1
4
7

10
11

2

4
9

10

11

H17

H18

H19
H20

H21

H22
H23

H24

H25

H26
H27
H28

H29

H30

R元

   R2

  
  R3

  R4

愛知万博開催
ペイオフ全面解禁

第一次安倍政権誕生
福田政権誕生
麻生政権誕生

鳩山政権誕生

東日本大震災
九州新幹線全線開通
熊本市政令指定都市へ移行

東京スカイツリー開業
九州北部豪雨

第二次安倍政権誕生

阿蘇地域が「世界農業遺産」に認定

消費税率8%へ引き上げ

日本銀行マイナス金利導入

平成28年熊本地震発生

米国トランプ大統領就任

平昌冬季オリンピック開催

「長崎と天草地方の
潜伏キリシタン関連遺産」
世界文化遺産登録決定

平成から令和に改元
ラグビーワールドカップ2019
日本大会開催
消費税率10%へ引き上げ

菅政権誕生
米国バイデン大統領就任

東京オリンピック開催
岸田政権誕生

ロシアのウクライナ侵攻開始
北京冬季オリンピック開催

東京ヤクルトスワローズ村上選手
最年少三冠王
電子交換所による手形交換業務開始

決済用預金取扱開始

進学サポートローン「未来」取扱開始
コラボ産学官熊本支部設立総会・記念式典

田崎支店新築建替

帯山支店新築建替
しんきんアグリサポートローン

「豊作」取扱開始

八王寺通支店、本荘支店店舗統廃合
御船支店新築移転

大江支店、出町支店店舗統廃合
「阿蘇草原再生定期預金」取扱開始

熊本駅前支店新築建替
（くまもと森都心ビル1階）

「Kidsしんきん教室」開催

教育カードローン取扱開始

森本会長「しんきん幾星霜」熊日に連載

婚活パーティー「めぐり逢い」開催

合志さくらグラウンドに千原桜植樹  

当金庫が代表となりグループ
補助金を申請

組織変更により地域振興部設置
刈草支店新築移転

健軍支店新築建替

全期間固定金利型住宅ローン・
事業者ローン取扱開始

各種団体信用生命保険付証貸ローン取扱開始

熊本城復興支援定期預金「天守閣」取扱開始

普通預金の通帳レス口座取扱開始
新型コロナウイルス感染症

対策支援説明会開催
預金高3,000億円達成

水前寺支店新築建替

飲食店応援デジタルスタンプラリー開催

一部店舗における昼の窓口休業の導入
店舗内店舗方式により

尾ノ上支店を帯山支店内に移転
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開示内容
このディスクロージャー資料は信用金庫法施行規則で定められた開示項目の他、当金庫が自主的に
開示する任意項目が含まれています。

概況・組織
 1.基本方針 ‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒  2

 2.当金庫の概要 ‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒  3

 3.総代会制度 ‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒  4

 4.総代の氏名等 ‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒  5

 5.主な事業内容 ‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒  6

 6.リスク管理 ‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒  7

 7.内部管理態勢とコンプライアンス ‒‒‒‒‒‒‒‒‒  8～9

 8.金融ADR制度への対応 ‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒ 10

 9.地方創生 ‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒ 11～12

10.中小企業の経営改善への取組状況 ‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒ 13

11.経営者保証に関する取組方針 ‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒ 14

12.熊本第一しんきんSDGs宣言‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒ 15

13.環境問題への取組み ‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒ 15

14.顧客保護等への取組み ‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒ 16

15.個人情報保護 ‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒ 17

16.IT化の取組みについて ‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒ 18

35.債務保証見返の残高 ‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒ 36

36.預貸率 ‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒ 36

37.貸出金の担保別内訳 ‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒ 36

38.債務保証見返の担保別内訳 ‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒ 36

39.代理貸付の残高 ‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒ 36

40.貸出金の業種別内訳 ‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒ 37

41.貸出金の使途別内訳 ‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒ 37

42.貸倒引当金の内訳 ‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒ 37

43.貸出金の償却 ‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒ 37

44.信用金庫法開示債権及び
　　金融再生法開示債権の保全・引当状況 ‒‒‒‒‒‒‒‒ 38

有価証券関係
45.有価証券の平均残高 ‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒ 39

46.預証率 ‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒ 39

47.有価証券の残存期間別残高 ‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒ 39

48.有価証券の時価情報 ‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒ 39～40

49.金銭の信託の時価情報 ‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒ 40

50.商品有価証券の時価情報 ‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒ 40

51.第102条第1項第5号に掲げる取引 ‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒ 40

子会社等の概況/連結基準における指標
52.当金庫グループの主要な事業内容 ‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒ 40

53.子会社の概況 ‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒ 40

54.連結基準における指標について ‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒ 40

バーゼルⅢ 第3の柱に係る開示
55.令和4年度の定性的な開示事項‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒ 41～42

56.自己資本の構成に関する開示事項 ‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒ 43

57.令和4年度の定量的な開示事項‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒ 44～47

その他
58.営業のご案内 ‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒ 19～21

59.主な手数料のご案内 ‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒ 22

60.トピックス ‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒ 23～24

61.信金中央金庫 ～信用金庫の「中央金融機関」～‒‒ 25～26

62.営業店ネットワーク ‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒ 27

63.当金庫のあゆみ ‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒ 48

経理・経営内容
17.最近の5事業年度の主要な経営指標の推移‒‒‒‒ 29

18.最近の2事業年度の主要な業務の状況を示す指標‒‒‒‒ 29

19.利鞘 ‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒ 29
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